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巻頭 言

日進月歩の消火技術

石油連盟常務理事 宮 副 信 隆

灘

2001年6月7日,米 国ル イジアナ州の製油所 で直径82mの 大型石油 タン

クが全面火災 を起 こ した。世界最大 の石油 タンク火災で あった。

この燃 え盛 る火 を,民 間の消 火専 門会社 は,日 本 にはない大容量泡放 射砲 を

使用 し,泡 消火 を始 めてか ら僅 か65分 で消火 した。要員 は,消 火会社 の14人

と,ホ ース展張 な どを手伝 った製油所 の所員約20人 のみであった。

石油連盟 関係者が偶然立会い,消 火活動 を撮 影 したが,そ の消火能力 に圧倒

された(ビ デオは,石 油連盟 ホームページhttp://bubble.paj.gr.jp/でご覧 になれ

ます)。

彰

彰

彰

彰

彰

彰

彰

彰

彰

彰

ビデオを見ると凝 問がわ く。なぜ,鍛 消防ではな く,民 間の撒 会社 彰

が消火 したのrb・・k-k!)N,こ れ ほ どまでに高 嘱 旨力(プ 嘲)を 持 つ よ/

うになったのか・である・ 彰

日本 の石油 コンビナー ト火災等で は,公 設消防車 の到 着後 は,公 設消防が 彰

指揮 を と り,消 火責任 は工場(自 衛消 防)か ら公設消 防 に移 る。 また,そ の 彰

消火活動 は教訓 と して生 かせ る形 では公表 されていない。 彰

藩濃灘欝響 襲難 織 磁
場 縮 己 責 任 で消 火 に当 た る ・ とい う・ 鍛 消 防(Muni・ip・lfi・efight・ ・)と 彰

産業 消 防(lndustrialfirefighter)と が 合 理 的 に峻 別 され て い る 。 彰

工 場 は,必 要 に応 じ消 火 会 社 と契 約 して お くが,そ の 消 火 会 社 に は,「No彰

Cu,e,N。P。y」 が原 則 翻 され る 。 この た め,消 火 能 力 を高 め る の に非 常 に 彰

熱d・である・蹴 彼らは消火活動の教訓を的確に生嫉 現に・上記火1

麺 雄 雄 麺 雄 婦 雄 麺 麺 麺 娼 雄 撃 勢 撃 勢 撃 勢 撃 勢 撃 撃 撃 謡
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彰

災消火 の後 も,当 該消火 会社 は,消 火水 の大 量長距離移送,ホ ース展張 時間 彰

の短縮 な どの ため,消 火 ホース の径 を5イ ンチか ら7イ ンチ1/4に 改良す る 彰

な どして消 火能力 と翻 性 の ア ップ を図 ってV、る。 また,米 国で は,法 的9

麟 籍 鵜 潔 讐 日購 　 1
こっしたことが・米国に・消火技術の雅 月歩をもたらしているような気 彰

がする・ 彰

翻って,日 本の 自衛消防には,現 在,石 油 コンビナー ト等災害防止法(石 彰

災法,1975年 制定)に より,制 定当時の消火技術 を基 にした三点セット(大 彰

型高所放蝉,大 型化学消防車,泡 原灘 騨)の 酉己備礒 鮒 けられてい 彰

る・1

しか し・厳 し咽 騰 争の下で石油の安定供糸合の責務 を果たすには・離 彰

能で効率的な海外の最新消火技術を導入 し,製 油所等の安全向上 と効率化 を 彰

図ってい く必要がある。 また,火 災予防には万全 を期 しているものの,特 に 彰

膿 、テ蒔 も言われていることか ら,万 一の場合には確実 に消火で きる体 彰

割 を作 ってお くことは勧 て大切である。 彰

石油連盟は・米国で実証試験轍 大容量泡放射砲の灘 能を確認 し1

た・ これに よ り・ まず は第 一段 階 として・ タンクシール火災 や プラ ン ト三次 彰

元 火災 に有効 な1-S型 大容 量泡放射砲 を三点 セ ッ トの代 替(選 択肢)と して 彰

認 める よう,消 防法規 の改正 を消 防庁 に要望 している ところである。 彰

さ らに次 の段 階 として海 外 の 日糊 歩 の消 火技術 を恒常 的 に遅滞 な く導 彰

入 し続けることがで きるように・また・ 日本でも消火技術の獺 発や消火/

ノウハウの蓄積 ●共靴'向 上がで きるように・① 石災騰 消防襯 の性能 彰

規定化,② 検定制度の見直 し,③ 消火活動実態の情報公開などの改革を進 彰

め,自 主保安 を推進する必要がある。 彰

これらについても石油連盟は既に政府に規制緩和の要望をしている。 彰

この改革は旧 本産業の,安 錐 の_層 の向上 と国臓 争力の確保にとっ 彰

粘綴 轟 繊 驚.瀞謙麟轟瀬_彰
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は じめに

司 会 最 近,バ イ オ マ ス は,特 に エ ネ ル ギ ー

分 野 で の 利 用 を 中 心 と して,非 常 に 注 目 され

て い ます 。 バ イ オ マ ス に つ き ま して は,平 成

14年1月,「 新エネルギー利用等の促進に関す

る特別措置法」の施行令にお きましても新エ

ネルギーの1つ として明確な形で規定 され ま

した し,同 年12月 には 「バ イオマス ・ニ ッポ

ン総合戦略」が閣議決定されました。関連の

技術 開発 も含めてまさに開発利用が進展 して

きているところだ と思います。21世 紀 に入 り
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ま した2001年 は,言 わ ば 「バ イ オ マ ス 元 年 」

と言 っ て もい い と思 い ます 。

そ う い う こ とで,本 日 は 「バ イ オマ ス エ ネ

ル ギ ー を語 る」 と い う テ ー マ の も と,ご 出 席

の 皆 様 方 の お 立 場 か らバ イ オ マ ス につ い て の

認 識,評 価,あ る い は 導 入促 進 の た め の 今 後

の 課 題 や 取 組 につ き ま して お 話 を伺 い た い と

思 い ます 。

「バ イ オ マ ス 」

お よ び 「バ イ オ マ ス エ ネ ル ギ ー」 とは

司会 最初に 「バイオマス とは何か」「バイオ

マスエネルギー とは何か」 という話からスタ

ー トさせていただきたいと思います。産業技

術総合研究所の横山所長か らお話をいただけ

ればと思います。

横 山 バイオマスの定義ですけれど,基 本的

に植物由来の資源 とい う意味のものだと思い

ます。図 屡に示 した色々な ものを合わせてバ

イオマスと呼んでいるわけです。

これをベースにしたエネルギーを,日 本で

は 「バイオマスエネルギー」 と呼んでいます。

横 山 伸 也氏
(産業技術総 合研 究所 中国セ ンター所長)

欧米では 「バイオエネルギー」 とい う表現で

統一されています。

問題 は量です。 日本の場合にはいろんな議

論があ りますが,推 定の根拠が違えば当然変

わってきます。日本で一番多いのは木質系で,

これがバイオマスの3分 の ユぐらいです。次

に食品廃棄物,家 畜糞尿です。日本エネルギ

ー学会の調査 によれば
,バ イオマスの1次 エ

ネルギー供給 に占める割合 は7.5%ぐ らいで

す。そのうち使えるものと使えないものがあ

りますけれども,こ れから活用の余地がある

ras質Sia'轡 彊 ど テ!塀7〈!」,vf-F7レ ガ 磁 ど

紙 でんふん率 一 ト拠 鯛 ノ キ ヤノサ ・ サ ノマイ愚雄

セル 穏一ク系一一 ネ ヒアグラス ササ デ プラ プラタナス など

系 レ 炭齢 薪 一 一カノ ア砂 〆ゴ詑

し 滴 謄 第～ アブラヤ!ナ タネ 寓 マワリなど

曽 淡 函 系一 姪 イアオィ カナダモなど 一..

海 洋 系　 鷲 ンプ・ノ嗣 ア踏 ケルズ アオサな勘

転 擁 物系 ,ク ・レラ 齊舷 繍 など

炉 農 産浮 一 も綴 揮 わら 袋わらなど 、

ト 畜 麗 系:牛 豚ふん鼠 購 ぬ ど ・

}一耕 産 系よ 一弊地残材、聞伐材、枝条など

一 水 産'平 ・ 投棄魚 究魚などt

「群 業系一 柔翻 張舗篠磐 バ空ヲ騰談難樗
}一 麓 漕 第一 家鷹 生㎏み し援、廃食網 油な と

一 テン トブ イル ガス ."

(出所:1986年 度NEDO委 託調査報告書 「バイオマスエネルギL-一一技術実絹化推進調査」を基に作成)

図1バ イ オ マ ス 資 源 の 分 類
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とい うものを挙げれば5.7%ぐ らいということ

ですね。推定根拠の違いによって,少 ないも

ので ユ～2%,多 いものは10%近 い割合 にな

ります。例えば,稲 わらともみ殻は米のL4倍

出ますが,稲 わ らの6割 ぐらいは農地へのす

き込みで処理 しています。これも何 らかの方

法で使えれば,利 用可能なバイオマスの量が

増 えて くる。木材関連で も実施 されている間

伐 は,実 際に必要な割合 の2割 ぐらいです。

これが全部実施 されれば利用可能なバ イオマ

スの量は増えます。そういうふ うに,計 算の

根拠が違えば,数 量が違ってきます。

世界 に目を転 じます と,世 界全体のバイオ

マスエネルギー賦存量は,世 界の1次 エネル

ギー総供給420EJ/年(2000年)の70%に 相当

します。廃棄物系が30%,エ ネルギープラン

テーシ ョン*か らは70%が 期待で きます。当

然,ア ジア地域が世界の中で も一番気候がい

いものですから,ア ジア地域だけで 日本 の1

次エネルギーの総量 を凌駕 します。非常 に将

来有望であると思います。

バイオマスの意義

司会 現実の利用 とい うことになります と,

関連技術,あ るいは経済性で どの辺 まで利用

できるか ということが重要になって くると思

います。

引 き続 きまして,バ イオマス利用 の意義,

長い歴史の中での人類 との関わ りについて,

東京大学の堤先生からお話 しいただければと

思います。

堤 まずバイオマスの意義ですが,そ れを理

解するためには地球規模での炭素循環を良 く

理解 してお く必要があ ります。陸地 と海洋で

それぞれ大体,100Gt程 度の炭素の循環が起 こ

っています。バイオマス炭素 として蓄積 され

ているものの大部分は陸上バイオマスであ り,

この うち9割 を森林バイオマスが占めていま

す。そのほとん どは基本的には光合成による

ものです。植物が太陽エネルギーを利用 して

二酸化炭素(CO2)を 固定 して木 とな り葉 と

な り,そ してそれが枯れてまた戻 ってい くと

いう大規模な循環です。

バイオマスを利用するというのは,バ イオ

マスが木 となってCO2を 固定化 し,そ れが枯

れてまたCO2に 戻ってい く,そ の過程でエ ネ

ルギーを取 り出せるというのが基本的な発想

です。 よく誤解されるのですが,バ イオマス

自身はネッ トではCO2を 固定 しません。定常

状態 になった森林からのCO2の 出入 りはゼロ

なんです。 しか し,バ イオマスがCO2に 戻 る

時に吸収 したエネルギーが再び放出されます。

通常,こ れは有機物の分解ですから常温の熱,

すなわち使い道のないエネルギーですが,こ

れを工夫 してより有用なエネルギー,化 学エ

ネルギーや より高温の熱エネルギー,と して

取 り出 し利用することがで きます。 これによ

って,化 石資源の使用量 を低減させ るととも

に,環 境汚染物質,CO2排 出量 を削減で きま

す。 また,バ イオマスからは様 々な有価物 も

得 られますから,バ イオマスの利用は,循 環

型社会の構築にとっても非常に重要なことで

す。

今 まで も人類はバイオマスを薪炭 としてよ

く利用 してきました。16世 紀中頃まで,人 類

のエネルギーは全部バイオマスで した。ち ょ

*作 物 を食料用 などと してではな く、エ ネルギー利用 を主 目的 と して計画的 に栽培す ること。ユ ーカリ、ハ イブリ ッドポプラ、

ヤナギなどの木質系 、サ トウキビ、 ミスカンタス、 ソルガム、スイッチ グラスなどの草本系、 その他 オイル作物 などが有望視

されている。(参 考:ご バ イオマスハ ン ドブ ック裏社団法人 日本エネルギー学会編)
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うど16世紀 に入 ったぐらいから,バ イオマス

資源が特にヨーロッパで枯渇 しまして,い わ

ゆるエネルギー危機みたいなことが起こった

のです。特にひどかったのはイギリスで,森

林資源がほとんどゼロになって しまいました。

そこで目をつけたのが石炭です。これが化石

燃料利用の始 まりで,そ の結果,イ ギリスは

石炭 という化石資源を大量 に利用することに

より,最 初 に産業革命を成 し遂げることがで

きました。

ですか ら,バ イオマスエネルギーとい うの

は別 に目新 しいものではなく,か つて私たち

の世界はそれで全部支えられていたわけです。

ただ し,ポ テンシャルに関 して言います と,

16世紀のヨーロッパ において当時バイオマス

だけでは成 り立たな くなった ということは事

実です。従って,現 地点ですべてのエネルギ

ーをバ イオマスで賄 えるかというと,や はり

かな り難 しい と言えると思い ます。ただ し,

新エ ネルギーの中で もバイオマスは最 もポテ

ンシャルがあ り,将 来,エ ネルギーを高度 に

有効利用 してい く技術,必 要なエネルギーを

低減 した生産 システムの開発 などによって,

バイオマスを基軸 とした循環型社会の実現は

可能でしょう。

日本のエネルギー政策上の位置づけと施策

司会 さて次 に,地 球環境問題 などの関係 も

含めて,資 源エネルギー庁の伊藤課長か ら,

日本のエネルギー政策上のバ イオマスの位置

づけについてお話をいただきたいと思います。

伊藤 平成13年6月 に総合資源エネルギー調

査会の新エネルギー部会で,改 めて新エネル

伊 藤 仁 氏
(資源 エネルギ ー庁 新エ ネルギー対策課長)

ギーの導入目標 などを議論 したわけですけれ

ども,そ の時 に新エネルギーの対象をもう少

し拡大 して見 る必要はないのかという議論が

なされました。

その時,従 来は廃棄物 になっているバイオ

マスは,廃 棄物を熱,発 電に使 うという意味

で新エネルギーに入っていたのですが,そ れ

をバイオマス というカテゴリーで見直すべ き

ではないか とい うことで,範 囲 も若干広げ,

新エネ法の新エネルギーとしてもう一度位置

づけました。

その後,平 成14年1月 に政令を直 して,新

エネルギーに追加 し,さ らに14年3月 に 「地

球温暖化対策推進大糸剛 とい う,京 都議定書

を実施するための決定の中に新エネルギーの

導入 目標を位置づ けました。そこで このバイ

オマスの内容についてもあわせて含めたとい

うのが もう1つ の前進です。

さらに,平 成14年5月 に 「電気事業者による

新エネルギー等の利用促進に関す る特別措置

法」(RPS法)が 成立 しました。 この法律 は,

新エネルギーを電気事業者の方にできるだけ

多 く導入 していただ くことを狙って,毎 年目

標 を決めて年度年度で引 き上げてい くとい う
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スキームなわけですが,こ の対象の中にもバ

イオマスによる発電を含めることになったわ

けです。昨年前半で政策面での位置づけ,制

度的な法的整備 をさせていただいたわけです。

その後,「 バイオマス ・ニ ッポン総合戦略」

が閣議決定 されたわけですが,エ ネルギー政

策の面で申 し上げます と,や は り温暖化対策

を何 とか進めていかなければいけない と,エ

ネルギー使用の過程で出て くるCO2の 排出を

で きるだけ減 らしていかなければいけないと

いう議論の中で,バ イオマス部分についてさ

らに政策 を強化 してい くべ きであろうと思い

ます。

他方,バ イオマスは地球全体 としては相当量

あ りますが,分 布が広 く薄いということで,

エネルギーとして使 う際には,経 済性をもっ

た形で使 うとい うところで制約があ ります。

いかにこの制約 を乗 り越えて,バ イオマスを

エ ネルギーとして使えるようにしてい くか と

いうところが最大の課題です。

制度的にはそうい う位置づけをした後 これ

から進んでい くことというのは,や はりそう

いった技術的,あ るいは経済的な課題をどう

克服 してい くのか というところになって くる

というところだと思います。それを実施する

ためにさまざまな政策 を,こ れはエネルギー

だけの観点ではなかなか進 まない部分 もあ り

ますので,他 の関連の施策 とも協力 しなが ら

進めるという段階になってきたのではないか

と思っています。

い鵬
の
韻

欄贈琳脚P

司会 バイオマスの利用についてはエネルギ

ーか ら素材
,製 品まで広い用途が考えられ ま

す。なおかつバイオマスは非常に種類 も多い

ということで,国 におかれても多 くの省庁が

関わっています。昨年末には政府 を挙げてこ

れに取 り組むということで,「バイオマス ・ニ

ッポン総合戦略」が閣議決定 されました。

林野庁の福 田課長から 「バ イオマス ・ニ ッ

ポン総合戦略」の背景や狙いについてお話 し

いただければと思います。

福田 農林水産業の観点で,バ イオマス資源

をどう使 ってい くか非常に重要な課題 になっ

てきています。特に,20世 紀後半の 日本社会

は,化 石燃料を大量に使用 し,物 を大量生産,

大量消費,大 量廃棄するという社会になって

いったわけですが,そ れを何 とか循環型社会

に しなければいけない という流れがあ りまし

た。さらに,地 球温暖化問題への認識が深 ま

る申で,昨 年6月 に 「経済財政運営 と構造改

革の基本方針2002」 という閣議決定が なされ

ました。その中で,農 林水産資源を活用 した

バイオマス産業を国際競争力のある新 たな戦

略産業 として育成す るという項 目が入 りまし

た。バ イオマスを戦略的な資源 として活用す

ることに取 り組んでい くべ きだということで,

環境省 をはじめ色々な関係省庁の皆 さんのご

協力をいただきながら総合戦略の策定に努め,

昨年12月27日 に 「バイオマス ・ニ ッポン総合

戦略」が閣議決定 されたわけです。

この戦略の狙いは4つ あ ります。それは,

①地球温暖化の防止,② 循環型社会の形成,

③競争力のある新たな戦略的産業の育成,④

農林漁業,農 山漁村の活性化です。

技術的な観点,地 域的な観点,全 国的な観

点 という3つ のフェーズで,2010年 を目途 に

目標 を設定 しました。技術 的観点ではエネル

ギー変換効率の向上の 目標,あ るいは製品の

コス ト目標 を設定 しています。地域的な観点

ではバ イオマスを一定割合以上利活用する市
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表 壌 行動計画の主な具体策一
・情報撚点としてrバイオマス ヘッドクtr-一タ:r:」を創設

・地域の案情に応じたバイオマスの活用計画策定を捉進一
・バイオマスの効簾麟な牧纂 輸送システムの構築

・構造改革特区の活薦によるバイオマスの効率的生産

・バイオマス発電を含め塾域分散型電源による電力供給の容易化
・バイオマス密来の農動車燃料の評繊・走行実験等の開始

町村 を500程 度構築する目標 を設定 してい ま

す。また,全 国的な観点では,廃 棄物系のバ

イオマスについては,炭 素量換算で80%以 上

活用,間 伐材など未利用バ イオマスについて

は炭素量換算で25%以 上を活用 していこうと

いう目標 になっています。

どう取 り組めばそうい う目標が達成できる

か,と いうことで,フ ィー ドバ ックしなが ら

目標 と一緒 に,78の 具体的な行動計画を取 り

まとめています。行動計画の主なものは表1

の とお りです。

[全般的な取 り組み戦略]

バイオマス ・ニッポン総合戦略推進会議 ,

あるいは情報ヘ ッドクォーターの創設などを

掲げています。

[生産 ・収集 ・輸送に関する戦略]

バイオマスの効率的な収集 ・輸送 システム

の構築を図ることなどを掲げています。

[変換に関する戦略]

バイオマス利活用施設のモデル的な整備 と

同時に,各 種変換技術を開発実用化 してい く

ことなどを掲げています。

[利用に関する戦略]

バイオマス由来のプラスチ ックの導入実験

です とか,バ イオマス発電を含めた地域分散

型電源 による電力供給の容易化 などの方策を

提示 しています。

今後,こ ういうものを関係省庁 と連携 しな

がら進めてい くことが重要です。 さらに,策

定の当初か ら関係省庁の連絡会議 を引 き続 き

開催 してい くと同時 に,バ イオマス,農 林水

産業関係 というだけではな くて,廃 棄物,あ

るいは燃焼ですとか,い ろいろな分野の専門

家によるアドバイザ リーボー ドを新たに設け,

そうい うところか らご提案 をいただきながら

進めてい くことにしています。
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わが国の 「バイオマス」への取 り組みの現状

司会 バイオマスにつ きましては,国 はもと

より,自 治体,企 業,団 体,多 くの関係主体

でいろいろな動 きがあると思いますが,ま ず

自治体の関係についてお話 しをお願いで きま

すか。

福田 最近,自 治体の取 り組みが非常 に増え

て,枚 挙に暇があ りません。

農業関係では京都府八木町が有名です。八

木町では畜産環境問題 と畜産経営上の課題で

ある糞尿処理 を解決するために,メ タン醗酵

処理による家畜糞尿処理施設 を98年 に建設 し

ています。この施設は,乳 牛や豚の糞尿か ら

メタンを取 り出すメタン施設 と,肉 牛の糞尿

などを堆肥化する堆肥化施設で構成 されてい

ます。一部のメタン施設では発電を行い,さ

らに排熱を回収 して給湯,暖 房 などに使って

います。それか ら,メ タン施設では最終的な

肥料を作っています。それまで廃棄物 と見 ら

れていた ものをきちんと有効に使っていると

いうことです。

森林の木質バイオマス関係でいい ます と,

わりと早 く取 り組んだのは大阪府高槻市な ど

です。高槻市では,市 と森林組合が温泉 を自

らもっているということもあ り,間 伐材や開

発に伴って処理 しなくてはならない立木 を有

効に使えないかということで,木 質ペ レット

の製造工場を作 っています。平成12年 度に設

備の整備 に着手 しまして,平 成14年8月 には

稼動 しています。それまで捨てられていたも

のを熱源 として有効活用 しているということ

です。

また,岩 手県では県が組織を挙 げてバイオ

福 田 隆 政 氏
(林野庁 国有林野部 業務課長)

マスに取 り組んでいるという感 じです。県が

「環境首都」 を目指 し,知 事が音頭をとってい

ろいろな施策 を進めています。その一環 とし

て木質バイオマスエネルギーも中心的な課題

の1つ になっています。平成14年3月 には岩

手県新エネルギービジ ョンを策定 し,そ の中

で,豊 かな森林資源を次世代 に引 き継 ぐと同

時に,農 林水産資源を活か したバ イオマスエ

ネルギーの活用に地域で取 り組むことを明示

しています。具体的にはい くつかの町村で保

育所や小学校にペ レットボイラーを導入 して

います。そういうもの も私 どもの補助事業で

応援 しているという状況です。

その他,木 材業界の関係で も,通 称 「能代

バイオ発電所」 というものがあ ります。製材

業の協同組合で,製 材工場か ら出る廃材等 を

発電 と乾燥用の熱源として使 うという取 り組

みを進めています。これも稼動 を始めていま

す。

また,太 平洋セメント株式会社の津久見工

場の 「木質バイオマス資源利用施設」 もご紹

介 してお きましょう。 これまで,石 炭を燃料

としてセメン トを製造 していたんですが,一

部木質バイオマスを投入するとい うことで,
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セメン ト焼成用の設備の中に木質バイオマス

を投入す るための施設を新たに作 りました。

木材廃材の使用量が年間2万2,500ト ン,石 炭

に換算する と約1万 トンという大変な量 を予

定 しています。製材端材,建 設発生材が主で

すが,山 か ら出て くる間伐材 の端材なども一

部使われています。

最近では熱 も併せて取って総合効率 を高め

てい くことを検討 しているところも出てきて

います。そ ういった自治体の取 り組みについ

ては,私 どももで きるだけ応援 していきたい

と考 えています。

司会 色々とサポー トしてい く政策を講 じら

れておられるということですね。

福田 そうです。補正予算などでも今の時代

に合っているということもありまして,そ う

いう事業が認め られて きてい ます。実際には

新 エ ネル ギ ー ・産 業技 術 総 合 開発 機 構

(NEDO)の 助成の下でビジョンを策定された

ものをフォローした り,そ ういう,き ちんと

調査 された確率の高い ものを私 どもの事業で

応援 させていただいています。

司会 それでは,団 体,企 業等の取 り組みを

め ぐりつつ,伊 藤課長およびNEDOの 小川室

長からお話をいただきたいと思います。

り　

伊藤 先ほど2010年 に向けて新エネルギーの

導入 目標を掲げているとい うお話を したので

すが,現 状 における新エネルギーの中でバ イ

オマスが非常にウェー トが高いのです。それ

は何か というと,製 紙工場における黒液廃材

で,原 油換算で450万kl程 度あるとい うことで

す。それについては今後それほど伸びないと

見込んでいます。む しろそれ以外,こ れ まで

進んでいなかったところをどれだけ伸ばせる

かが課題だろうと思っています。

先ほどの 「バイオマス ・ニ ッポン総合戦略」

の中で も,紙 とか家畜排泄物,食 品廃棄物,

建築廃材 といった廃棄物系バイオマスの導入

が比較的早 く進んで,も み殻 とか稲わらとか

がその後に続 き,未 利用バイオマスはその後

2010年 頃から進むというふ うに段 階的に導入

が進んでい くという絵が描かれています。

新エネルギー導入目標 を作った時にもある

程度織 り込んでいたことなのですが,バ イオ

マス導入が進む背景として,こ の廃棄物系バ

イオマスのリサイクルを進めていかなければ

な らな くなった ということがあります。2001

年に発効 した 「循環型社会形成推進基本法」,

「家畜排泄物 リサイクル法」,「建設 リサイクル

法」,「食品リサイクル法」などの法律 によっ

て,リ サイクルに対する取組の方向性が決め

られました。

それか らもう1つ 大 きいのは,ダ イオキシ

ン類の排出規制強化です。平成14年12月 から

規制が一段 と厳 しくな り,小 型焼却炉は簡単

に作れな くなってい ます。今 までの炉 も使 え

なくなってきているということもあ ります。

こういった ように,廃 棄物系バイオマスを

エネルギーに限らず,資 源 としてもっと使わ

なければいけないとの要請が上流の方でかな

り強まって きています。上流 と下流でそれぞ

れある種の仕掛けができてきたということが,

その間でつながれようとしている自治体,農

林水産事業者,あ るいはそういったところに

技術,プ ラン トを供給 しようとするメーカー

の関心が高まって きた背景ではないか と思っ

ています。

現 に,個 々の自治体,技 術のプラン ト化 を

す るメーカー,そ ういった情報に詳 しいシン

クタンクの方々が,総 括するような形でプロ
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ジェク トを起こしてお られる動 きが我々の方

にも聞 こえて きてい ます。そ ういう意味で,

全体 として取組みが加速 していると思います。

司会 小川室長か ら事例 なり,技 術動向や導

入策な り,普 及策 なりコメントがあ りました

らお願いいたします。

小川 私 どもが高効率バイオマスエネルギー

転換技術開発 を取 り上げたのは平成13年 から

ですが,そ れ以前にも廃棄物やバ イオマスを

どうするかということでいろんな技術 開発 に

取 り組んできました。2010年 でのバイオマス

エネルギー導入 目標は,バ イオマス発電,あ

るいは熱利用 をあわせて年間101万kl相 当まで

引 き上げるということが目標 となっています

が,こ の目標は通過点でそれ以降,ず っと増

えていくんだろうと思います。

ところで,バ イオマスというのは人類 にと

って一番古いエネルギーですか ら,薪 ス トー

ブやら,こ たつや らと本当にたくさんの技術

を利用 してきたわけです。一方,非 常に幸運

というか,日 本の中には極めて高密度,高 品

質なエネルギーをどこにでも供給するシステ

ムが出来上がっているわけです。そこでバイ

オマスエネルギー というものは,ま さに国産

エネルギーですが,既 存のシステムにとって

ある意味では非常に異質 といい ますか,使 い

に くい ものです。技術的で も経済的にもそ う

であるということで,我 々が今考 えています

ことは,ま ず既存技術の導入,普 及 という作

業で101万klの 目標 を目指すわけです。そうこ

うしているうちにより大 きな可能性が見えて

くるに違いな くて,そ れを支えるためにはよ

り高効率で使いやす くて経済性のよい技術を

達成 しなければな らない。そうい う意味で,

導入普及 と技術開発 を並行 して進めていると

ころです。

現在,高 効率エネルギー転換 については,

7件 の技術開発 に取 り組んでいます し,さ ら

に追加でやろうと思っています。一部技術に

ついては,多 分2010年 に間に合 うでしょうし,

残念 なが らそれに間に合わないもの もあるか

も知れません。あるいは,新 しい技術の芽が

出て くるか も知れない。色々な方々のお知恵

を借 りながら徹底 的に追求 しようと思 ってい

るところです。

「バイオマスエネルギー」利用技術について

司会 それでは,こ のバイオマスエネルギー

の利用技術 の体系,あ るいは主要技術の概要

につきまして横山所長 よりお願いいたします。

利用技術の体系,主 要技術の概要

横山 非常に多様 な技術ですが,熱 化学的な

方法と生物的な方法に分けられると思います。

熱化学的方法の代表格が発電です。木材によ

る発電,あ るいはコージェネです。北欧では

コージェネシステムは盛んに行われています。

この類でいいます と,石 炭 にバ イオマスを混

ぜて発電するという混焼発電ですが,こ うい

うものは実用化 に近い と思います。それから

ガス化技術があ ります。水素やメタンに変換

してい くという技術です。それか ら熱分解が

あ ります。これはヨーロッパで研究が盛んで

すけれども,木 材系の ものを無酸素状態で加

熱 します と,4,000キ ロカロリーぐらいの低質

の液体燃料が出てきます。これを暖房等に使

えるという類の技術が欧米で進んでいます。

それから,液 体燃料 を作 るという目的で,
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バ イオ マ ス

熱化学変換

直接燃焼一 一 一一 一{璽 コ

液体燃料

熱分解 チャーコール

中力ロ リーガス

メタン

ガス化 合成ガス メタノール

合成油

液化一 璽釦
生物化学的変換 バイオガス

嫌気的消化(メ タン)

エ タ ノー ル濟発酵 エ タ ノー ル

図2バ イオマスエネルギー変換プロセス

一旦木材等 をガス化 して,水 素と一酸化炭素

(CO)の 混合ガスを作 る。これか ら触媒を使

ってメタノール,ジ メチルエーテル(DME)

を作 るとかです。多分,こ ういう技術 も近い

将来,バ イオマスか ら作れるということで,

一部 はNEDOの 委託費で研究開発が進行中で

す。また,こ れには超臨界技術 なども使える

わけです。超臨界状態 を使ったガス化である

とか,セ ルロースの糖化であるとか,非 常に

バラエティに富んだ技術が期待できます。

一方で生物的変換の代表格 は,昔 か らある

エ タノール醗酵ですね。それからメタン醗酵。

エ タノール醗酵の方は糖分,あ るいは澱粉か

らアルコールを作 るんですけれども,最 近,

セルロースを糖化 しまして,そ れからアルコ

ールを作る技術が随分研究 されています。 日

本でも今新 しい醗酵プロセスによってセルロ

ースか らアルコールを作る技術が研究開発中

で,コ ス トダウンが期待 されています。

それから,畜 産系のものはメタン醗酵です。

嫌気性消化でメタンを作っています。メタン

を作 る技術以外 に水素を作 る技術 もあ ります

が,水 素の方はまだ研究開発 中で,少 し先の

ことだと思います。

それか ら,廃 植物油,廃 食品油,菜 種油,

パーム油等 をエステル化 してバイオディーゼ

ルというディーゼル代替燃料 も作れます。

さらに炭化,ペ レッ トという技術 もあ りま

す。

た くさん技術があるのは,出 発物質が違う

からなんです。乾燥 した ドライ系の ものは発

電,ガ ス化,熱 分解 に適 しています し,澱 粉

質そのものはやはりアルコール醗酵が一番よ

ろ しいわけです。含水率の高い畜産糞尿等は

メタン醗酵が最適です。それか ら油分 を含ん

だパーム油,菜 種油,あ るいは廃食品油であ

れば,比 較的簡単な処理でエステル化 してデ

ィーゼル代替燃料にするとい うのが一番いい

わけです。出発物質の性質が違 うので,そ れ

に適 した技術が対応 しているのでこういう複

雑多岐になるということです。

技術開発の概要と成果

司会 今おっしゃった技術の体系の もとで,

平成13年 度か らだったと思いますが,先 程少

一 重2一
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しお話がございましたように,NEDOに おか

れて,「 バイオマスエネルギー高効率転換技術

開発」が進められてきていると思い ます。そ

の概要や成果なりについてさらにお話 をいた

だければと思います。

小川 私 どもが今進めている技術開発には,石

炭とバイオマス,主 として廃材などをボイラで

混焼する技術,従 来からあったメタン醗酵,エ

タノール醗酵をより効率的に,か つ経済的にで

きる醗酵技術,そ してバイオマスをガス化 して

クリーン燃料とする技術に大別されます。

具体的な例 を挙げます と,石 炭 とバイオマ

スを混焼する技術ですが,最 近,日 本で使わ

れている石炭焚 きの火力発電所では,微 粉炭

焚 きの超臨界発電,超 々臨界発電 とかハイテ

クを使 っているんです。この際の燃料石炭は

十分 に管理 されて使われているわけですが,

そ こにバイオマスを入れるとなると,簡 単 に

炉に放 り込むわけにいかないんですね。 した

がって,十 分に吟味 した技術 を組み込む必要

があるので,そ のための技術 を開発 している

わけです。

それか ら,期 待 してい るのはガス化です。

これまでは,バ イオマスを燃や して水蒸気を

作 り,そ れで蒸気 タービンを回そうとす る。

蒸気 タービンというのは本質的に大型機でな

いと効率が上がらない。高効率化のためには,

高温 ・高圧の水蒸気を大量に発生 させなけれ

ばならないのですが,日 本ではバ イオマスが

1カ 所で大量に供給 されるとい うことがなか

なか困難です。 したが って,残 念なが ら現在

設置されている蒸気 タービンはあまり効率が

高い とは言えず,従 って経済性 もない,こ う

言い切っていいと思います。

燃料が液体,あ るいはガス体だと,そ れを

用いる非常に効率のいいエンジンが既にあ り

ます。液体だ と,例 えばデ ィーゼルエ ンジン

やガスエ ンジンといった小型で も効率のよい

機械がで きています。それから大いに注 目す

べ きことは,最 近,小 さな容量でも高効率で

発電で きる燃料電池が実用化 レベルにきてい

ます。小規模で も非常に効率のいい発電がで

き,な おかつ熱利用 もで きる。つ まり,少 量

で もクリーンな燃料があれば燃料電池で経済

性ある発電熱供給が可能 となる技術が準備さ

れてきたということです。 このような状況か

ら,バ イオマスのガス化技術 を中心 とした変

換技術に取 り組んでいます。

[バイオマス関連NEDOプ ロジェク トの成果]

我々は7種 類の技術 開発 を進めてい ます。

まだ中間的な段階なので どうこう言えません

が,混 焼技術については思いのほか早 く進展

していて,う まくいきます と,来 年,本 格的

な実証段階に入れるかなと期待 しているとこ

ろです。

それから,建 築廃材 などセルロース系バイ

オマスを前処理 した上でエ タノール醗酵に適

する性状 に転換する技術につ きましても,要

素技術はある程度目処が立 ち,今 年中には一

貫 したシステムとして運転できると思います。

それから,メ タンに加えて水素 も出せる二

段醗酵技術 についても,あ る程度 目処がつ き

ましたので,シ ステム最適化等 を含め,一 貫

したプラン トを作 り,具 体的な研究に入 りた

いと思っているところです。

[今後の計画]

要素技術完成後の次の段階 としては,具 体

的に実証することを考 えな くてはいけない。

今私 どもNEDOの 別の部隊で進めている導

入 ・普及関連事業があ りますが,そ れと技術

開発をつなげまして一貫 した方向で進 めてい
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きたいと考えています。

あと,発 酵法でできたエタノールをガソリ

ンや軽油に混ぜれば,自 動車用燃料代替 とし

て十分 に利用で きます。運輸部分 におけ る

CO2排 出量の削減効果が期待で きる。実際の

自動車での運転研究を進めるべ く計画を立て

ているところです。

司会 私 どもも,木 質系バイオマスをガス化

し,小 規模 ガスタービンで発電するという技

術 開発 を関連 メーカーと携わらせていただい

ています。 メーカーでの技術開発 と並行 して

システムの技術的,経 済的な評価です とか,

市場への普及,そ の効果を調査研究させてい

ただいているところです。また,当 研究所 は

長年高効率の廃棄物発電の技術 開発 に取 り組

んできてお りまして,こ の分野で もお役に立

っていければと思っています。

工学的視点からの技術に対する評価

司会 ここで堤先生か ら,今 進んでいます技

術開発の現状などについてどのようにお考え

になられているか,ご 認識,評 価などコメン

トをいただければと思います。

堤 まず,バ イオマスの燃料 としての特質に

ついてですが,バ イオマスは発熱量 などの点

で,質 の悪いエネルギーであると言われます。

そう言われる原因の ユつは,水 分 をかな り

含んでいるものがあるとい うことです。確か

に,そ の まま燃焼 させれば水分の蒸発潜熱を

回収することができないんですが,そ れはガ

ス化な り,何 らかの方法でエネルギー変換 し

てやることで解決できる問題です。

バイオマス自身は石炭や石油と比べますと,

例えば灰がほ とんどあ りません。あと硫黄分

も少 ないということで,石 炭,石 油等に比べ

るとはるかにクリーンな燃料です。 したがっ

て,バ イオマスは一般 に言われているほど質

が悪い というより,む しろクリーンな燃料 な

んだと考 えるべ きだと思います。

反応プロセスか ら考えま して も,例 えば石

炭や石油 ももともとはバイオマスからできた

わけです。ガス化,熱 分解などをとりまして

も,バ イオマスの方がはるかに反応性がいい

わけです。石炭 だと,ガ ス化,熱 分解する際

に最低でも600℃ ～900℃ の熱が必要なんです

が,バ イオマスだと,セ ルロースの場合 なら

400℃ ぐらいで簡単に熱分解 します。そうい う

ふうに考 えますと,バ イオマス というのはか

な り使いやすい燃料だと言えます。ただ,私

たちが これまで扱って きたエネルギー技術に

そういったものが含 まれていなかったために,

バ イオマスのエネルギー利用がなかなか難 し

いと言われているだけと考えます。

個 々の技術ですが,ま ず水分が少ないバイ

オマスについては,直 接燃焼が非常に簡単で

す。バイオマスはあまり大量に集め られない

という問題があ りますが,こ れは石炭などと

混焼することで解決できます。できれば,石

炭の設備 をそのまま使って,バ イオマスを取

り入れられるような技術を考えてい くとい う

ことで,か な り早い時期に導入がで きる。こ

うい う点は大 きなメリットで,先 ほどお話が

あったように,か な り動いている。特にアメ

リカなどではかなり進んでいて,現 実的です。

熱分解,ガ ス化,液 化技術の中では,ガ ス

化が一番の ターゲットと思います。 といいま

すの も,現 在,例 えば石炭な ら微粉炭燃焼で

直接燃やす,重 油なら重油バーナーで燃や し

て発電するというふうになっていますが,高

効率化 を実現するためにはいずれも一旦ガス

化 して,ガ スタービンを使 って高効率発電を
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するというのが世界的な技術の趨勢になって

いるからです。それを考えます と,バ イオマ

スもガス化によって高効率化で きるという点

でやはり非常に魅力的です。最終的には大規

模 なIGCC(lntegratedGasificationCombined

Cycles)で す。そ して,合 成ガスからメタノ

ールやDME
,水 素等 も製造できます。あるい

はガス化 して燃料電池 と組み合わせる。そ う

いったものが考えられると思います。導入初

期 においては,ま ず,小 規模なガス化装置で

ガスタービンを動かす,ガ スエ ンジンを動か

す,あ るいはガス化 してター ビンを動か して

コージェネで勝負する,こ ういったシステム

というのはやは り現実的に進めやすい技術だ

と思います。

生物化学的変換では,エ タノール醗酵から

お話 ししますと,特 にアメリカが非常 に熱心

で精力的に開発 しています。ただ,い くつか

技術的なハー ドルがあります。エタノール醗

酵の場合,バ イオマスすべてがエタノール醗

酵で きるわけではないということ。それか ら,

水 とエ タノールの混合物で出て きますので,

分離する必要があ ります。これも蒸留ではな

く,膜 分離でやれれば必要なエネルギーが少

なくなりますので非常に期待 され ます。醗酵

で きないバ イオマスについては,遺 伝子工学

によって,少 し革新的な醗酵法ができる可能

性があるということで期待 したいと思います。

それからバイオガスですね。これも福田さ

んから最初にご紹介があ りましたように,し

尿処理 ということでかな り入っています。現

に,イ ンドや中国ではバイオガスダイジェス

ターが500万 ユニット以上入っています。実は

これが一番 コス トが安いですね。家庭用で4

～5m3の 穴を地面に掘 りまして,そ こに動物

糞などを入れれば,1カ 月ぐらいでバイオガ

スが出て くる。バイオガスとい うのはメタン

堤 敦 司氏
東京大学大学院 工学系研究科

化学システム工学専攻 助教授

が6～7割 程度,あ とはCO2と 若干の水素が

含 まれています。メタンを改質すれば簡単に

水素が得 られます。4m3の 家庭用バイオダイ

ジェスターだ と,多 分,イ ンドだと数千円 ぐ

らいでできます。

日本では,こ の技術 を廃棄物処理技術 とし

てとらえるならいいのですが,エ ネルギー技

術 と考えます と,通 常1カ 月 という反応時間

がかか ります。反応時間を短縮す るにはプラ

ント化が必要にな りますが,日 本のように土

地代が高いところでは,設 置コス トが高 くな

って普及はかなり厳 しいかなと思います。

生物化学変換一般に言えるんですが,例 え

ば,バ イオガスの場合 はガス と同時に半分は

残 さとな ります。通常 はこれを肥料 として使

っています。 ところが,わ が国の場合,食 糧

を輸入 していますので,食 品等の廃棄物か ら

肥料を作 るとなると,窒 素分,リ ンなどが過

剰 になります。ここら辺が少 し問題だという

気が します。

まとめます と,そ れぞれ工夫次第でかな り

ポテンシャルがあると思いますが,中 で最 も

重要なのはガス化だと思っています。

第26巻 第1号(2003)
一15一



海外主要国の動向 と日本のあり方

司会 バ イオマスは他の再生可能エネルギー

と同 じように,い ろいろ国情,各 国の事情 も

違いますので一概 には言えないかと思います

けれども,ヨ ーロッ六やアメリカは,わ が国

から早れば 「バ材 マス先進副 とも言える

ような状況にあると思います けれども,そ う

いった国々の現状,動 向などについてお話 を

伺えればと思います。

まず,EUに ついて横 山所長から,北 米,南

米について伊藤課長からお話 をいただければ

と思います。

横 山EUの 場合は,バ イオマス以外 の地熱,

風力なども含めた再生可能エネルギーが現状,

1次 エネルギー供給 の平均で約6%導 入 され

ています。その うちバイオマスは7割 近 くに

なります。これを2010年 に倍に しよう,さ ら

にもっと増やそうという動きも出ています。

特に北欧はバイオマスエネルギーの導入が

盛 んで,例 えばス ウェーデンでは20%を 超え

ています。その理由はい くつかあると思 うん

ですが,寒 い地方ですから,冬 場 の暖房,熱

需要があ り特 にコージェネが盛んだというこ

と。それか ら,紙 パルプ産業が盛んですから,

そういう産業 とリンクした格好で林産材が手

に入る。 しかも山は一般に日本 に比べてなだ

らかですか ら輸送 しやすいという背景がある

と思います。

それからもともとスウェーデ ンです と,30

年ほど前か ら熱供給管のインフラがあるわけ

です。昔は石炭を使っていたんですけれども,

原料 を単純にバイオマスに変えたらよろ しい,

そういうインフラの設備が既にあるというこ

と。そして環境意識が高いということも挙げ

られると思うんですね。

問題はコス トです。バイオマス自体の木材

の値段に しても過去15年,20年 を遡るとずっ

と安 くなっています。半分か3分 の1ぐ らい

です。 しか し,そ のままでは石油,石 炭に比

べ ると高いんです。高い分,ス ウェーデンは

工夫をしています。石炭,天 然ガス,石 油に

エ ネルギー税,炭 素税,硫 黄税をかけていま

す。そうしますと,.バ イオマスに初めて経済

性が出て くるのです。そ ういうことで導入普

及が進んでいます。 この例が必ず しも直ちに

日本に当てはまるとは思いませんが,そ れぞ

れ国情に合ったシステムを考えるとい う意味

では参考 にはなる と思います。多分,こ れか

らも北欧ではこのバ イオエネルギーの普及率

が上がってい くだろうと思います。

伊藤 アメリカはバイオマスに熱心です。ク

リントン政権は,2010年 までにバ イオマスエ

ネルギーを3倍 ぐらい拡大 しましょうと宣言

しました。ブッシュ政権 になって,今 度は農

業政策でエネルギープランテーション産業を

助成 しようとか,電 力 として使 う方 にいろん

な仕掛けをするとか,予 算面,制 度面で非常

に充実 してきていると思います。

ブラジルは砂糖の一大輸出国ということも

あって,燃 料用アルコールを国内で使 ってき

ました。できたら海外にも需要拡大 していき

たい とい うくらい供給余力があるようです。

わが国も,供 給量や値段 を加味 しなければい

けないと思いますが,検 討対象 には入れてお

く地域だと思っています。

ただ,や は りアメリカもブラジル も国内に

大 きな農業生産力があって,そ このスケール

メリットをどう生か してい くかというところ

があるものですから,競 争力はかなりあると
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小 川 健 一 郎 氏

(新 エネルギー ・産業技術総合 開発機構エネルギー ・環境技術 開発室長)

感 じています。我々としては経済性,安 定性

があれば,エ ネルギー として使いやすい部分

が出て くると思い ます。他方で,ど うせやる

なら国内資源 を使 うとい う考え方 もあ ります

から,そ ういった産業政策の中でも検討 して

い く部分があるのではないかと思っています。

司会 エネルギー事情や色々な産業の事情,

また社会的なインフラだ とか自然条件 も考慮

すると,一 概に言えないところ もあると思い

ますが,一 方で各国の状況は今後わが国のバ

イオマスの開発 を進めてい く上で参考になる

ところも多いのではないかと思います。

小川EUに ついて横山所長が言われたことに

加えて,北 欧諸国では,ト ータルエネルギー

消費量は 日本に比べ て全然少ないんですね。

一方
,バ イオマス資源の賦存量は大体 日本 と

同 じぐらいです。そうすると,国 産エ ネルギ

ー資源が消費量に対 して圧倒的なプレゼ ンス

があるわけで,そ れが 「国産エネルギーであ

るバイオマスを使 う」 ということにつながっ

ているのだろうと思います。

一方
,日 本はエ ネルギーの消費量が多い と

ころへ もってきて,バ イオマスが多いと言っ

ても,山 が険 しかったりして集めるのが容易

ではあ りません。使い方について,コ ージェ

ネだと,日 本の場合,熱 供給導管があるのは

大都市だけです。そういう意味でも,バ イオ

マスを使いに くい社会状況 になっていること

は否めません。

技術開発の研究 という観点か らは,日 本の

実状にあった技術を用意 しな くちゃいけない

と思います。

福田 私 どもも逆の意味 で,同 じことを考え

ています。日本の森林資源を全部使おうとい

うのは無理な話です。

林業では,丸 い木を真四角の柱にする際に

端材が出ます。この端材,「 背板」 と呼 んで

いますが,昔 はチップにして使っていました。

それが輸入チ ップにとって替わられたものだ

から,今 はゴミになっています。これを捨て

るとゴミ代がかか りますか ら,そ れがゼロ円

の燃料としての用途があれば,例 えば,製 材

工場の隣に乾燥の熱源に使 える共同燃焼施設

があって,場 合によっては電気 も使えるか も

しれない となれば,端 材 は使 えるわけです。

だから,ど こまで使えるかという用途開発が

非常に大事だと思 う。

B本 では,一 度,木 材はエネルギー源では

使えないとなったので,研 究者 もメーカーも

力を入れなくなって,し ばらく技術の勉強も

せず,ど この企業 も燃焼装置 を作らなかった。

一方
,ヨ ーロッパは,バ イオマスを色々な用

途に使っていたものですか ら,随 分 メーカー

がい くつもあって競争 しながら機器 を作って

います。その差がバイオマスの普及の差の1

つの背景 にもなっているような気が します。

競争があって,そ こである程度物が流れてい
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か な い とや っ ぱ り前 に 進 ま な い 部 分 が あ るか

な と思 い ます 。

日本 の 場 合,今 残 っ て い る 機 器 とい うの は

製 材 工 場 に単 品 で 収 め て い ます か ら,も の す

ご くコ ス トが 高 くな る わ け で す 。 水 力 発 電 用

の 機 器 も,大 きい もの も,小 さ い もの も単 品

で 作 る わ け で す か ら とん で もな い コ ス トに な

っ て し ま う。

と こ ろ が,ヨ ー ロ ッパ は 日本 と違 っ て電 力

が ど こ で もあ る わ け で は あ り ませ ん 。 電 気 が

な い 所,例 え ば 山 の 中 の 別 荘 な ど で は,水 力

発 電 しか使 え な い も ん で す か ら,イ ン タ ー ネ

ッ トで20kWな ら20kWの も の を買 っ て,自 分

で く っつ け て 小 屋 で 使 う。 そ うい う もの とい

う の は イ ン タ ー ネ ッ トで 買 え て,量 産 で き る

か ら,安 くな る わ け で す 。

競 争,市 場,い くつ 作 る か とい う こ とだ と

思 うん で す が,そ う い う も の で1つ は 変 わ っ

て く る と思 い ます 。 や は り,小 規 模 な ガ ス 化

技 術 と い っ た 小 さい 技 術 が 日本 の 得 意 とす る

と こ ろ な の で,そ う い う と こ ろ で 新 しい もの

が 出 て くる と変 わ っ て くる と思 い ます 。

一 度 に全 部 変 え よ う
,全 部 使 お う とい うの

は絶 対 無 理 な の で,使 え る と こ ろ か らや っ て

い こ う と い う こ とで い い の で は な い で し ょ う

か 。 若 干 時 間 は か か る か も しれ ませ ん が,少

しず つ 競 争 しな が ら 良 い もの に な っ て い く。

そ う い う とこ ろ に きて い る と思 い ます 。

伊藤 私 も今おっしゃったような意識があり

ます。例えば 「チ ップを作 る小型の機械を作

って くれ」 といわれれば,「1個 作れますけど

高いですよ。あちこちで需要があるんだった

ら,安 くなります」 ということになる。多分,

そういうミスマ ッチが起 こっているところが

ある。需要が先か,製 品が先かとい うところ

があります。そこは国が少 し引 っ張っていく

部分 じゃないかと思っているんです。

太陽光は,国 内需要があったので伸 びたと

いうことがあ ります。国内需要が これ ぐらい

広が りそうだと見せないと,や る入もいない

かなと思います。マーケ ットを具体的に示す

ことが必要ではないかという気が しています。

「バイオマス」 を巡 る東南アジアとわが国

司会 ここまで欧米を申心に伺 ってまい りま

した。あわせて,バ イオマス利用のための機

器の供給のあ り方などの産業的側面 について

もお話 しが広がってきています。

バ イオマスは,東 南アジアの国々にとって

も有力 なエネルギー源であろうと思います。

わが国に近いアジアの国々とわが国とのバイ

オマスをめぐる将来の展開について,産 業技

術的観点 も含めてお話 しを伺えればと思いま

す。

横山 日本 にはバ イオマス資源の賦存量とい

う制約があ ります。そのために発展性が見え

ないという認識があると思います。ただ,東

南アジアには,相 当量のバイオマス資源があ

って,中 国を始めとして急速に経済発展 をし

ています。 しか も石油が十分にあるわけでは

ない。そ ういうことを考 えれば,わ が国の技

術を東南アジアの資源のポテンシャル,人 的

なポテンシャルと組み合わせれば非常 に大 き

な新たな展望が開けると思います。

日本の先端的な技術を移転 して現場でそう

い う産業を起こす方向があると思い ます。 日

本のバ イオエネルギー関係,あ るいは廃棄物

関係の特許技術は非常に多いんです。欧米を

圧倒 している分野です。 この 日本の技術 をバ

イオマス資源の豊富な東南アジアで活かすこ

とで,日 本は日本 としての利益が得 られると

一18一
季報 エネルギー総合工学



思います。例えば,京 都議定書のクリーン開

発メカニズム(CDM)と か,CO2排 出権の問

題,国 内企業の活性化,現 場では雇用の促進,

地域産業の活性化,ひ いては社会の安定化 に

つながるわけです。双方に便益があるような

仕組みがあると思います。

下手をします と,欧 米の方が全部東南アジ

アの資源 を利用 して日本が コミットで きな く

なって しまうか も知れません。何かそういう

ようなアプローチもあるのではないか と思 っ

ています。

小川 実は,私 自身,今 のご指摘には とても

関心があ りますが,海 外でのバイオマスエネ

ルギーへの取 り組みについては,あ まり議論

されそいない ような気が します。それから,

いわゆるローテクでバ イオマスエネルギーを

使 うとなると,そ れこそ中国やタイの企業と

の競争になるので設備 コス ト面で勝てないの

ではないか と思 ってしまい ます。特許を使 っ

ても特許料 しか入ってきませ ん。結局,海 外

製品が日本になだれ込んで くる。そうすると,

バ イオマスをた くさん使 ってい くためには,

例えば中国製や,タ イ製の安い炉や醗酵槽が

日本に入って くる。結局,日 本のメーカーは,

ますます力が入らな くなるとい うことが起こ

るのではないかと思っています。

少 しだけ脱線 させていただきます と,日 本

にはまだバイオマスとい う資源があるわけで

す。ですか ら,そ れを使 う技術 を開発す る足

がか りはまだあると思います。 ところが,石

炭 に関 して言えば,そ の資源す らな く,そ れ

を使 う技術 だけが必要なわけです。その使う

国産技術 も,日 本の市場が冷え込んでいるた

めに,当 分の間は仕事がな くなって しまう。

せ っか くの先端技術が立ち枯れ してい くので

はないかと危惧 しているわけです。それより

はバイオマスはもっといい条件にあるような

気は しつつも,装 置 とかプラ ントとして考え

た場合,産 業空洞化の議論の中に組み込 まれ

る話のように思 うんです。 ここら辺 は産業政

策 として考えないといけないのかもしれない。

堤 確かにわが国は,狭 い国土に集中的に大

規模 な装置を入れてエネルギー生産を行って

います。どの家に行っても電気が通っていて,

だから小規模のコージェネレーシ ョンといっ

たマーケッ トが少ないわけです。で も,別 の

考え方をすれば,例 えば色々な産業で小 中規

模のボイラーで燃料 を燃や していますが,そ

こら辺に小規模,中 規模のバイオマスプラン

トが入るポテンシャルはあると思います。だ

から,北 欧でやっているようなコージェネを

イメージするのではな く,も っと,例 えば製

材工場 も実際ボイラーで水蒸気 を発生 させて

乾燥 とかに使った りするわけですね。そうい

った ものがあるわけで,工 夫次第でバイオマ

スエネルギーの利用先を見つけてい くのは可

能だと思います。

もう1つ,バ イオマスのポテンシャルを考え

ると,!日IOOト ン集め られる所はそんなにあ

りません。多分,1日100ト ン規模でエネルギ

ープロセスをやれるのは
,廃 棄物処理だけだと

思 うんですね。小規模で長期安定に入れられな

いバイオマスは,発想を変えないといけません。

石炭,重 質油,残 油をガス化する技術を,バ イ

オマスや廃棄物も大規模に導入できるという枠

組みで開発できれば,日 本だけではなく,世 界

マーケットも狙えると思います。だから,必 ず

しも小規模でローカルに使っていくだけではな

く,も っとハイテク技術の応用を考えてい くと

いいという気がします。

小川 ただ,中 国に人海戦術でローテクでや

られるとい うこともあ り得 るわけで,日 本 と

しては先端技術,例 えば液体燃料 を作 る技術
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で や っ て い く とい う よ う な こ とが 現 実 的 だ と

思 い ます 。 ア ル コ ー ル 醗 酵,メ タ ン醗 酵 の よ

うに,装 置 自体 は ロ ー テ クで 足 りる とす れ ば,

コ ス トで 負 け ます よね 。 だ か ら,そ の 辺 の チ

欝イス が 大 事 だ と思 い ます ね 。

堤 大 きなタービンだとか,大 きなガス化炉

だとかは宇宙開発,航 空機開発 とかと同 じで

すか ら,先 進国でないとで きない ものですけ

ど,小 規模なものは負けます よね。

小川 例えば,い ざプラント建設 ということ

になると,日 本企業に頼 むよりも,輸 送費を

入れて も海外で作 らせた方が安い ということ

が出て くると思 うんです。国家的課題 として

産業競争力強化という面 もあるわけですから,

エネルギー問題は改善 されたが,し か し物づ

くり産業の空洞化につながるのではないかと

心配するわけです。ハ イテクが十分 に盛 り込

まれないと,日 本ビジネス としてはなかなか

厳 しいと思います。

例 えば,日 本でやるか らプラント規模 も小

さいのだけれ ども,マ レーシア,イ ン ドネシ

アに行ったら大規模でやれるか もしれない と

いうところ もあった りするかも知れませ ん。

そのあた り,十 分に調べ た上で,一 番いい技

術を選んでや らない と,虻 蜂捕 らずになって

しまうのではないか という心配 もしてはいる

んです。

堤 やは り,ど うしても廃棄物系バイオマス

か らある程度入らざるを得ないですね。 しか

し,廃 棄物 は逆有償ですか ら,ど うしても高

価なプロセスで小規模でというところから始

ま りますね。そうすると,大 規模なエネルギ

ープロセスになかなか成長できない。マーケ

ットがないところに作 るものですから,で き

たプラントなり,技 術が競争力を持 たない も

のになって しまいます。 ここ ら辺が問題で,

気 をつける必要があるのではないかと思いま

す。

バイオマスを大 々的に導入するためには,

バイオマスがエネルギー としての商品価値 を

もって流通する市場を作るということが本質

的に重要ではないかと思います。

「バイオマス ・ニッポ ン総合戦略」で も基

本的にはバイオマスからエネルギーだけでな

くて,い ろいろ有価物 を取って,複 合的に商

品として成立 させましょうという考 え方だと

思いますので,そ こら辺の視点は重要だとい

う気がします。

わが国における 「バイオマス」取組み と課題

司会 バ イオマスは非常 に注目されていて,

その長所につき色々と強調 されてお りますが,

これか ら利用 を拡大 してい くということでは

課題 もまだまだ多いことと思います。

最後に,技 術面,政 策面,社 会面 などでの

課題 とその取 り組みに関する提言について皆

さんからお話 しいだけますか。

伊藤 国内にあるバ イオマスをエネルギー,

資源として使ってい く場合,で きるだけ広域

で集めるとい う形になると思いますが,現 実

にはなかなか難 しいで しょう。

そうは言いつつ,バ イオマスへの取 り組み

が非常に大事なんだとい うことを各界,各 層

に理解 して もらった り,そ の担い手 となる地

域の取 り組みを応援 していくことがすごく大

事ではないか と思います。バイオマス資源が

発生する場所,そ の資源の使い方,そ の資源

を使 う場所の3つ がばらばらではな くて,全

部つながるような形で回 らない と,エ ネルギ
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稲 葉 裕 俊 氏
(エネルギー総合工学研究所 専務理事)

一のように価格競争の激 しい世界での導入拡

大は難 しいのではないか と思います。

自治体,地 域の取 り組みを進めてい くため

に諸規制,各 省の施策 をで きるだけ合わせ技

で使 って もらうことが大事です。「バイオマ

ス ・ニ ッポン総合戦略」で今回で きる推進会

議,あ るいは地方にある国の出先機関,あ る

いは県というふ うに,行 政側 も何層に も分か

れています。まず同 じ方向で施策を進め られ

るように整えるということと,一 番のコアに

ある自治体,市 町村,あ るいは草の根的な活

動 をされている方々,住 民,そ ういった とこ

ろの活動を難 しくない ようにしてい くといっ

たことが,こ れか ら実際に進めてい く時には

すごく大事ではないかと思っています。

福田 例 えば,高 槻市は単 にバイオマスのペ

レット工場を作 って,そ れを以前か ら経営 し

ていた温泉の熱源に利用 してい くとともに,

地球環境学習 にも利用 して地域の小学校の生

徒 さんの学習の場 として も活用する,あ るい

は出てきたチ ップを温泉に使 って最後に出て

きた灰を肥料に して近所の農家に提供 してい

る。そ ういった人たちが また地元で作った野

菜だということで,地 元の人が買 うとか実践

しているわけです。さらに,地 域通貨 にも取

り組みたい,と 検討 されています。

エネルギーとしての利用 ということと,そ

れか ら出て くるものを有効 に使 って循環型社

会 を自分たちが作っているという地域の誇 り

みたいなものが大切 なのであって,住 んでい

て気持 ちがいい,と い う地域 を創ってい く。

そういう運動 ともつながっている。

そういうことを関係省庁の横の連携でお互

いに勉強 しながらやっていかなければならな

いのではないかと思います。

堤 今 の は い わ ゆ る ク ラ ス タ ー形 成 の バ リュ

ー チ ェ ー ンの 再 構築 で す ね
。

小川20年 前,分 散型エネルギーが話題になっ

て全国の自治体を多 く訪ねた時に,自 治体には

エネルギー担当者がほとんどなかった。エネル

ギーというのは石油屋,ガ ス屋,電 気屋が黙っ

て供給 してくれるものだという社会の了解 ・意

識があって,そ の中で日本人は生きていたわけ

です。ところが,今 は違うんです。地域に行 く

と,み んなエネルギー問題 を環境問題,地 域振

興とからめて一生懸命やっていらっしゃる。多

分,先 鞭をつけたのは廃棄物発電で しょうが,

太陽光,風 力,バ イオマス,最 後は一般家庭ま

でそうなりつつあ りますね。

エネルギー というのは自分で作る,使 うと

いう発想が一般国民 にじわ じわと染み込んで

きています。日本 におけるエネルギー供給 と

い うのは,国 が,あ るいは巨大会社がやって

くれるということで したが,今 後はそれが少

しずつ変わってい くのだろうと思います。

バイオマスとい うのはまさに日本人が最 も

親 しんだ燃料形態ですか ら,「バイオマス ・ニ

ッポ ン総合戦略」 とい う一種の巨大なキャン

ペー ンが今後の基本骨格 になってい くだろう

と私は思っているんです。
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福田 平成15年4月 か らRPS法 が施行 され,

非常 にいい制度が始ま ります。これはバイオ

マスも新エネルギーの一環 として入るわけで

すけど,電 気以外 にもバイオマスは使えます。

先ほど 「バイオマス ・ニ ッポ ン総合戦略」

で500ぐ らいの市町村でバイオマスを導入する

時,電 気以外での導入 も加速 されるよう努力

していただきたいと思うわけです。

堤 林業 をバイオマス総合産業 として再構築

する場合,バ イオマスをどういう形で利用 し

ていけば良いので しょうか。

福田 バ イオマスインダス トリーとして,林

業の収益性 に寄与する,と いうのはなかなか

難 しいことだと思います。バイオマスとして

利用 されるのは,廃 棄物 との境界 にある低質

なものであるからです。林業 との関連 という

ことで申し上げれば,む しろ 「持続可能な森

林経営」の実践や地産地消の考え方との関係

に注 目しています。

今,林 業の世界では 「持続可能な森林経営」

が国際的スローガンとなってい ます。何が言

われているか というと,必 ず小面積ずつ植 え

たり,切 ったりを繰 り返 しなが ら経営する と

いうことです。その一方で,ど ういう山で育

てられて,ど ういう木で,ど ういう形で製材

をされて自分のところに来たものか。その加

工 をす る過程ではどういう形で乾燥 されて,

エネルギー,端 材 はどういうふ うに使われた

か,あ るいは廃棄物は適正に処理 されたか,

そうい うものが きちんとされた ものをみんな

で使いましょうとい う世界的な流れがあ りま

す。

国内で も国産で,生 産 ・流通 ・加工の履歴が

しっか りしたもの,わ かるものを使っていきま

しょうという流れがあります。バイオマスはそ

ういうものと関係が深いのかなと思います。

堤 新 しい森林のビジネスモデルがで きつつ

あって,そ の中にバイオマスを取 り込めない

ものか と思います。わが国は7割 近 くが山で

すか ら,東 南アジアも含めて,ち ゃんと考え

ないといけないと思います。

横山 燃料化 を考えても,バ イオマスエネル

ギーの関連プラン トやバイオマス燃料にもあ

る種の標準化,規 格化が必要です。北欧では,

燃料の規格化,標 準化が進んでいます。そう

いうこともあわせてやればと思います。

福田 日本 も早 くジャパ ンスタンダー ドをバ

イオマス分野でも確立 して,海 外展開できる

ようになるといいのではないか と思い ます。

日本の製造技術 を東南 アジア とかで同質の も

のを作るためです。そういう基準作 りが大切

ですね。

司会 バイオマスは古 くて新 しいエネルギー

です。私 どもの研究所は1978年 にで きたんで

すが,80年 代の初めには,バ イオマスエ ネル

ギー,特 にバ イオマスか らのアルコール燃料

についても色々勉強 したもので した。それが

20年 たって再び脚光 を浴びてきま した。 この

バ イオマスが有力な新エネルギーの1つ とし

て,今 後 開発利用が着実に進むことを期待 し

て今 日の座談会を終わ らせていただ きたい と

思います。本 日は長時間大変ありが とうござ

いました。
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〔内外情勢紹介〕

『電気事 業者 に よる新 エ ネルギー等 の

利用 に関す る特別措置法(RPS法)』 について*

堀 史郎
(経 済産業省 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー等電気利用推進室長)

xx xx

はじめに

高まる新エネ導入期待

「新エネルギー」の導入推進が最近非常 に

脚光を浴びている中,「 電気事業者によ る新

エ ネルギー等の利用 に関する特別措置法」

(RPS法)が,平 成14年5月31日 に参議院本会

議で可決 され成立いたしました。その後,所

要の政省令の公布 を経て,12月6日 には設備

認定 に係 る部分が施行 されています。 この

RPS(RenewablesPortfolioStandard)法 は,電

気事業者による新エネルギー等 による電気の

利用 を義務づけるという法律で,そ の義務づ

けは平成15年4月1日 から始まります。

この法律の制定の背景 として,平 成13年7

月に 「長期エネルギー需給見通 し」が改正 さ

れ,新 エネルギーについては2010年 度に向け

ての導入 目標が打 ち出され ました。具体的に

は,1999年 において1%で ある1次 エネルギ

ー供給 に占める割合 を3%(熱 供給 を含む)

に引 き上げる,販 売電力量の申に占める新エ

ネルギーの割合を,0.2%か らユ%に 引き上げ

るということです。

「新エネルギー」の取 り組みについては既

に 「新エネルギー利用等促進法(新 エネ法)」

(平成13年ll月 改正)と いう法律があ り,従 前

から導入促進支援を行 ってきましたが,こ の

目標を達成するには,従 前の取 り組みだけで

は不十分 だとい うことで,平 成13年 夏 か ら

「総合資源エ ネルギー調査会新 エネルギー部

会」で検討 を開始 し,同 年末にRPS制 度 を導

入することが適切 という結論に達 しました。

エネルギー需給見通 しの改定は,エ ネルギ

ーセキュリティ,エ ネルギーの使用の効率化

と並んで,地 球環境問題,温 暖化問題への対

応を踏まえたものです。

また,今 年初めに閣議決定された 「地球温

暖化対策推進大綱」で も 「新エネルギー」導

入拡大による二酸化炭素(CO2)の 削減効果

が強 く期待 されています。従いまして,「RPS

法」の導入は,「地球温暖化対策推進大綱」の

中でも非常に重要な施策 として位置づけ られ

ているわけです(表1,表2)。

*本 稿 は,昨 年12月20日 の 「第208回 月例研究会」 にお けるご講演 を,本 誌掲載のため にテー プ起 こし し、4月

1日 現在の状況 にあわせて加筆 ・修正 して頂い たものです。
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表1F新 エネルギー促進法」(平 成9年 制定) 表2「RPS法 」(平 成14年 制定)

広 く国民に新エネルギー全般の導入拡大に向けた指

針を示 し、新エネルギー利用として特に有効な事業

者の計画を認定 し、支援する法律

○導入拡大に向けた指針の策定(閣議決定薯項)

・エネルギー使用者、供給者等が講ずべ き事項、施策について記述。

・併せて種類別の導入 霞標 を設定。()内 は、2010年 度欝標

鰯)【太陽光発電(482万kW)

風力発電(300万kW)

廃棄物癸電 く417万kW)

1バイオマス発電(33万kW)1

太揚熱利用(439万kl)

1麟 物熱利用 師kり
バイオマス熱利用(67万kl>

未利駕エネルギー(58万kl)

黒液 ・廃材等(494万k[)

【全体含計(1,910万kり1

簾為劉
欝讐寵 ノ

○利用計画の認定

新エネ利用 を行う事業者の計爾を、主務大臣が認定する。

・主務大臣 妻秀 圏

電気事業者に対して新エネルギー等による電気の

利用を義務づける法律

蔭齢僧 の 工 之ル ・・と の1

鐡

・新エネルギ～等電気とは、風力、太陽光、地熱、中小水力、
バイオマス、その他を変換して得られる電気のこと。

・利用臣標 とは、2010年度で122億kWhを 想定。

(新エネルギー源ごとの内i沢目標はない〉

窯霜哲
が'べ 工 之ル"齢 哲

の癒 は 古々 の 共給蔚 の ヒ く で

全体の利用目標を配分
・電気事業者がどの新エネルギー源によって、基準利用量を

達成するかは自由。

○基撃利馬量を達成することについて法的担保あり

工'、 …墾 ・ る こ 玉が 雪刃幽

「k
、の はw14か'「k'

新エネ導入促進政策

これまでの取 り組みと今後の課題

には他の新エネルギーと競争ができるように

することを目指 しています。

新エネルギーについては,従 前から導入促

進の取 り組みを図ってきました。具体的には,

①補助金等による導入促進策 ② コス ト低減

化などのための技術開発,③ 新エネルギー導

入のための環境整備 というような大 きな3つ

の取 り組みを重点 としています。 さらに,以

下のような新エネルギーそれぞれに固有の問

題に取 り組んでいます。

[太陽光]

太陽光発電 については,生 産量が世界の4

割を占めるなど,国 際的に見て進んでいます

が,更 なる普及の観点か らはコス トの低減化

が最大の課題であ ります。 これについては導

入の拡大のための支援 として,導 入補助金 と

コス トダウンのための技術開発を組み合わせ

て低 コス ト化 を図っています。2010年 あた り

[風力]

風力発電については,立 地条件や経済性の

面から諸外国に比べて導入量が少ないのが現

状ですが,最 大の問題 は出力の不安定 さです。

今後,風 力発電の大規模な導入 に伴って,新

エネルギーの電力系統への連系が増加するに

つれて,電 力系統への影響が指摘 されていま

す。これについては,安 定的な電力供給確保

に向けた課題にハー ド,ソ フ ト両面から取 り

組んでい くことが必要であ り,今 後具体的な

方策の検 討 を行 ってい くこ とを考えていま

す。

[バイオマス]

従前から行われて きた一般廃棄物の焼却に

伴 う発電 については,必 ず しもすべての発電

施設が効率的な発電を行 える構造になってい
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ない という状況があ ります。従って,一 般廃

棄物発電について高効率化 を図ることが非常

に重要だと思っています。具体的には,蒸 気

の高温 ・高圧化やプラン トの大規模化によっ

て,発 電効率 を高めることや建設単価の低減

を図ってい くことが重要です。

一方
,一 般廃棄物以外のバ イオマスエネル

ギーについては,こ れか ら大 きく伸 ばしてい

かなければいけない,ま だまだ開発余地のあ

るエネルギーだと思います。バイオマスには,

木質系 といわれている間伐材や木材チ ップ,

建築現場か ら出る建築廃材,下 水汚泥,家 畜

糞尿,食 料残渣,色 々なものがあ ります。そ

ういった資源の収集 ・発電 コス トの低減に向

けた効率的な収集体制の確立などが課題です。

このため,そ れらをどう活用するのが一番効

率的か実証試験などを行い実績を重ねてい く

必要があると思っています。

RPS法 制定で幅が拡がる新エネ政策

もちろん,こ れらの導入促進,技 術 開発,

環境整備 をこれか らも続けてい くことが必要

です。平成9年 に 「新エネ法」の策定を行 っ

て,施 策 を進めて きま した。 さらに今 回の

「RPS法」で,新 エネルギー等電気の購入が義

務化 されます。 これからの新エネルギーの導

入促進は,従 来からの取 り組みにこの 「RPS

法」の施策が相 まって,加 速化 してい くこと

が期待 されます。

ら全 国 各 地 で 説 明 会 を開 催 して い ま す 。 また,

現 在RPSの ホ ー ム ペ ー ジ**を 開 設 し,資 料,

Q&A等 々 の イ ンフ ォ メ ー シsン は す べ て 掲 載

して い ます 。

水力はダムのない中小水力が対象

RPS法 の対象 となる 「新エネルギー一等」は,

「太陽光」,「風力」,「バイオマス」,「水力」,

「地熱」です。このうち水力 と地熱は従来から

導入されているエネルギーで,「新エネルギー」

と呼んできませんで した。 しか し,今 回,特

に1,000kw以 下の中小水力については,未 だ開

発余地が多い未利用資源 とい うことで,政 策

的に本法では 「新エネルギー等」 という定義

を設け,こ の 「新エネルギー等」 に含 まれる

ものとして位置づけました。

地熱発電については,熱 水の噴出量が相当

減衰 されず担保されているものを,こ の 「新

エネルギー等」 に含まれる ものとして位置づ

けています。

RPS法 の概要

「RPS法 」 に つ い て既 に平 成14年11月 末 か

廃棄物発電を巡る議論

バイオマス発電には廃棄物発電の うちバイ

オマスに起因する部分が含まれます。「新エネ

法」では廃棄物発電が対象として規定 されて

いますけれども,「RPS法 」ではバイオマス発

電 と規定されてい ます。実際問題 として廃棄

物発電のうち今回対象 としなかったのは,プ

ラスチックや廃油,廃 タイヤ といった石油起

源の廃棄物の利用に起因するエネルギーです。

廃棄物発電 についてはすべてを対象にすべ

きではないか という議論があります。「今でも

廃棄物は燃や している以上,そ れを発電に利

用することはエネルギーの有効利用につなが

**www.rps.go.jp/RPSIjsp/OO/generalPage.jsp
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るのではないか」 ということです。一方,「 石

油起源の廃棄物の燃焼でCO2が 排出されるこ

とに変わ りはな く,石 油起源の廃棄物の燃焼

はCO2の 排 出を増大 させ るので,こ れはやっ

ぱ りよくないのではないか」 という反対意見

もあ ります。

国会で も審議の過程で色々なご意見が出て,

廃棄物発電,特 に廃プラスチ ック等を燃料 と

する産業廃棄物発電については抑制的観点に

立 ち,マ テ リアル リサイクルの推進を阻害 し

ないようにすることという付帯決議がなされ

ました。

マテリアルリサイクルすべ きもの と,で き

ない ものを区別 し,マ テリアル リサイクルで

きるものはリサイクルにとい う命題がで きた

わけですが,果 たしてそうい う区別がで きる

か半年ほど検討 した結果,そ ういった切 り分

けは,現 時点では難 しいだろ うという認識に

至 りました。

例えば,容 器包装 リサイクル法では,リ サ

イクルするプラスチックの判別は自治体 ごと

の事情に応 じてやって ください とい うことに

なっています。リサ イクルすべ きものの概念

が地域性,経 済性の問題 との関係で,一 義的

に規定できないという状況です。従 って,今

回は,継 続審議 ということにして,対 象エネ

ルギーから外 しているということです。

ただ,バ イオマスについては法律上明確に

規定されており,実 際のバイオマス発電で も

バ イオマス分 と非バイオマス分を混焼 してい

る事例がほ とんどだと思います。従って,バ

イオマスの取 り扱いについては,全 体の中で

バ イオマスの割合を計算 していただいて,そ

の割合に見合った分だけを新エネルギー等電

気 とするという手段を取ることに しています。

例 えば,一 般廃棄物の場合,年 に4回 ぐら

いサンプリング調査で,ど の ぐらい生 ごみ と

かプラスチックが入っているか検査 していま

す。また,産 業廃棄物を取 り扱っている事業

者 については,産 業廃棄物管理票その他の書

類で,ど ういったものが搬入されているか統

計 を取 りバ イオマス比率 を計算 して頂 きま

す。 トラックで運ばれている方については ト

ラック単位で重量 を計った り,日 報をつけた

りとか,い ろんな形で記録されていると思い

ます。そういったものについてバイオマスの

量 と熱量を計算 して もらい,そ れをもとに,

全体の中でのバイオマスの比率 を計算 をして

もらうことにしています。

RPS法 のxッ セ ンス は3つ

「RPS法」のエ ッセンスは3つ です。!つ 目

は利用目標の設定です。2つ 目が電気事業者

に対する利用の義務づけ。3つ 目が設備認定

です。

新エネルギー電気の導入促進 には二通 りの

形があ ります。1つ には量を規定するという

や り方でRPS制 度です。 もう1つ が価格 を規

定するというや り方で,ド イツなどで導入さ

れている固定価格買取制度がそれにあた りま

す。もちろん,ど ち らが良いかは国情の違い

もあ ります し,色 々ご意見 もあると思います

が,日 本では,価 格の引き下げへのインセ ン

ティブ,導 入量の確実性 を勘案 してRPS制 度

を採用す ることにしたわけです。

利 用 目標一一・2010年 度 に122億kwh/年

新エネルギー等電気については2010年 度に

115億kwh/年 で,全 電力の1%に するという

のが長期需給エネルギー見通 し上の 目標です

(表3)。 「RPS法」 も基本的にはその数字を踏

襲 し,今 回,「 新エネルギー等」 として加え

一26一
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表3利 用目標量達成までの推移

(億kWh/年)

朽 年度 16年 度 17年 度 18年 度 19年 度 20年 度 21年 度 22年 度

73.2 76.6 80.0 83.4 86.7 92.7 103.3 壌22.0

※ 備考

新 エネルギー等電気の利用の霞標量 については、必要 な系統連系対策内容及び費用規模、並びにその実施 ・

負担のあ り方等 について、引き続 き検討 を行 う必要が あることか ら、そ うした検討 による方 向性が まとま

る までの間(3年 間 を邑途)、 特段の系統対策が生 じない範囲にとどめることと したもの。

られた中小水力等の分の量 を7億kwh/年 と

見積 り,合 計で122億kwh/年 を利用目標の数

字として定めています。

利用 目標量については,平 成14年10月30日

と11月22Rの 総合資源エネルギー調査会の方

への諮問をいた しまして,こ の数字が妥当で

あるという答 申をいただいています。利用 目

標達成には色々な課題があ ります。特に,電

力系統の整備 に係る事項があ ります。 この課

題については,利 用 目標量の達成の過程で早

急に検討する必要があ りますが,そ の検討が

まとまるまでは,特 段の系統対策が生 じない

範囲で,導 入を進めてい くこととして目標量

が設定 されています。

の選択は自由です。

電気事業者 は義務の履行 に際 して,① 自ら

発電を行う。②他から新エネルギー等電気を

買う。③ まったく地元に新エネ発電設備がな

い場合,他 の発電事業者,あ るいは電気事業

者から義務の達成のための量である 「新エネ

ルギー等電気相当量」を購入する,と いう形

をとることがで きます。基本的に,新 エネル

ギーは非常 に地域偏在性があ りますので,単

純に電気を買うということだけでは,義 務達

成が円滑に進まないか らです。

経過措置をとりつつ目標達成へ

電気事業者に義務づけられる基準利用量

電気事業者は,毎 年の利用目標量に従 って

それぞれ販売電力量の一定割合の購入 を義務

づけられます。ただ し,新 エネルギー等電気

義務量(基 準利用量)に ついては,利 用 目

標量 を全国の販売電力量で除 した量に前年度

の販売電力量を掛けます(表4)

義務量は全事業者が一定の比率で負担 して

いただくのが法律の考え方です。ただ,現 実

表4義 務量の算定方法

「義務量 」=「 電気 事業者 の電気供給 量(前 年度)」 × 「利用 目標 率」 × 「調整率 」

「調整率」==「 新 エネ等発電 設備導 入に必要 な電圧調整 用電源 の状況等 に応 じた率(1～0.9)

「全 国の利用 目標 量(当 該 年度)」 ※「
利用 目標 率」=

「全国の 電気供給量(前 年度)」

※平成14年 度 の量 については過去の実績 より一定 の前提 のも とに算定す る。
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問題 として今のところ,事 業者により導入量

に大 きな開 きがあ りますので,い きなり一律

の義務 をかけるのは少 し非現実的です。その

ため,経 過措置 として,経 過調整率を導入 し

ます(表5)。 まず,現 在の導入比率か らス

ター トすることとして,2010年 にはどなたも

同じ義務比率になるように導入 をお願いする

ものです。

2010年 度の目標は1.35%で す。単純に122億

kwhの 数字 を全 国の電力の販 売量 で割 れば

1.35%に なります。これはあ くまでも見通 しで

すので,全 国の販売電力量が変われば1.35%と

いう数字 も若干変わるか もしれません。

今の試算では2003年 度の義務量は,電 力10

社(PPSを 除 く)の 合計が33億kwhぐ らいに

なります。そこか ら出発 して,2010年 には等

しく義務を達成 してもらうという経過措置を

設けているわけです。

新エネ発電は設備認定で確認

新エネ等発電事業者は設備認定を受けるこ

とができます。これは義務ではありませんが,

電気事業者が義務にあてるべ き電気は設備認

定 を受けた設備から発電された電気でなけれ

ばいけません。「RPS法」上,「 新エネルギー

等」電気 とは,「新エネルギー等」 を電気に変

換す る設備であって,認 定 を受けた設備から

得 られる電気のことです。

設備認定は平成14年12月6日 から始 まって

います。基本的には設備の構造図や配電図を

出してもらって認定 しています。バイオマス

発電設備 についてはバイオマス比率をどのよ

うに計算 をされるかとい う方法を出 していた

だ くことによって,認 定 という作業を行 って

います。

取引の管理は電子口座で

4月 ユ日以降,「RPS法 」 は本格施行 され,

義務量の届出の作業が開始 されることになっ

ています。

また,新 エネ等電気相当量の取引の記録は,

政府の電子口座で行 うことになっていますが,

そのための口座の開設 の届 出が始 ま ります

(図1)。 また,年 に4回(7月,10月,1月,

4月)新 エネ等電気相当量の届出を頂 くこと

になります。

表5義 務量の過渡措置

「調整後の義務量」=「 調整前の義務量」÷ 「利用 目標率」× 「調整利用 目標率」

「調整利用 目標率」=「 利用 目標率」一

{(「 トップランナーの既存利用率」一 「自己の既存利用率j)× 「経過調整率」}

「新 エネ等電気供給量(平 成14年 度)」

「既存利用率」=

「電気供 給量(平 成14年 度)」

「経過調整 率」は、次の表の上欄 に掲 げる年度毎 に、それぞれ同表 の下欄 に掲 げる数値

15年 度 等6年度 17年 度 18年 度 19年 度 20隼 度 21年 度 22年 度

1 1 1 1 1 2/3 1/3 0
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⑤電子臼座
上に記録

政府(電 子口座の管理)

②新エネルギー等
電気の利絹義務づけ 一構髄羅燕

図1RPS制 度における新Xネ 等電気相当量の取引の流れ

バンキング,ボ ローイング等の柔軟性措置

おわ りに

義務の履行 にあたっては,円 滑な実施のた

めの措置を設けています。具体的に言います

と,前 年度発電 した電気で,義 務履行 にあて

なかった分の量(バ ンキング)や 、あるいは何

らかの原因で今年の発電が足 りなかったなど

の場合であれば,逆 に次年度に量 を繰 り越す

前提で一定量の義務の未達量(ボ ローイング),

そういった量については,勧 告発動上の 「正

当な理由」の要件 に該当するものとして考慮

します。 もちろん,発 電事業者がボローイン

グをする行為はあ り得 ませんが,発 電事業者

はバ ンキングが可能です。また,電 気事業者

は,バ ンキングもボローイングも可能という

制度に しています。バ ンキングについては2

年,つ まり前年度の分まで,ボ ローイングに

ついては他の事由を考慮 した上で義務量全体

の20%以 下 とする,そ ういった柔軟性の措置

を考えています。

それから,需 給の不均衡の視点か ら価格が

高騰 したような時は,義 務が過重 になって し

まいますので,上 限価格を設 けさせていただ

いて,こ れ も義務履行上の柔軟性の措置 とし

て導入したいと考えています。

以上がRPS制 度の説明ですが,RPS制 度は諸

外国でもオース トラリアが平成13年 度か ら導

入 している他,イ ギリス,ア メリカのテキサ

ス州などが平成14年 か ら導入 しています。わ

が国としてこの制度がうまく機能するために,

電気事業者,発 電事業者の方々のご協力をお

願いしたいと思っています。

簡単ですけれども,以 上で終わ りにさせて

いただきます。

具体的な手続 き等につ きましては先ほど申

し上げましたホームページに資料がのってい

ます し,設 備認定の方については各地域の経

済産業局のエネルギー対策課,あ るいは資源

エネルギー庁の省エネルギー ・新エネルギー

部新エネルギー対策課で受付 をしていますの

で,ご 相談下さい。
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◎⑤

〔内外情勢紹介〕

風力発電の技術動向 と開発 の現状*

謡
松 宮 揮(独 立行政法人産業技術総合研究所エネルギー利用研究部門 主任研究員)

◎⑤

は じめに

私は,風 力研究をただ一筋に二十五,六 年

やってまい りました。サ ンシャイン計画(後

のニューサ ンシャイン計画)の 風力研究に従

事 してきました。今 日は風力技術が どのレベ

ルまできたかという私な りの総括 と,今 後風

力が どうあるべ きかという,こ の2点 を中心

にお話 します。

御が間に含わず,船 なら転覆 したり,風 車な

らブ レー ドを飛ば した りします。必要な時に

発電で きないということもある。要するに,

現代文明にはそ ぐわない面が多々あ ります。

しか し,役 に立つ自然の恵みであるとい うこ

とは皆様周知の とお りかと思います。

風力技術の特徴

制御できない自然が相手の風力発電

まず,風 力技術が どんなものであるか昔の

大航海時代 の航海技術 になぞ らえて説明する

のが最 もわか りやすいです。暴風,台 風に支

配される,凪 の場合は働かない,船 でしたら

進めない,風 車だった ら回らない。それか ら

予測がつかない。従 って,場 合によっては制

風力の特徴一2乗 ・3乗 の法則

風力のエネルギー及び力には 「2乗 ・3乗

の法則」があります。2乗 というのは風車に

加わる力は風速の2乗 に比例する。風速が倍

になったら力は4倍 になる。だか ら強風 ほど

風車は厳 しい荷重にさらされる ということが

1つ です。

もう1つ は発電出力は風速の3乗 に比例 し

ます。風速がある瞬間倍 になると出力 は8倍

になる,あ るいは もっと大 きくなることもあ

ります。要するに,瞬 時のうちに1桁 上がる,

あるいは下がるような出力変動を特性 とする

のが風力発電システムだということです。だ

から制御 しにくいのがます ます制御 しにくい,

そういう技術です。

従 って,昔 の大航海時代の帆船技術 にも匹

*本 稿 は,昨 年12月20日 の 「第208回 月例研究会」 にお けるご講演 を,本 誌掲載のため にテー プ起 こし した もの

です。
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②風速出現確率
密度分布

③ エネルギー出現確率密度分布

図1風 速 と風車の出力

V

敵 す る とい う の が 風 力 技 術 で す 。 実 際 に,約

10年 ぐ らい 前,米 エ ネ ル ギ ー 省 の 風 力 の研 究

リ ー ダ ー だ っ た デ ィ ボ ー ン と い う 方 が,

『AmericanScience』 に書 い て お り ま して,ど

ん な 熟 練 し た航 海 士 も船 を思 う よ う に操 る こ

と は で きな い とい う こ と は,ま さ に風 車 もそ

の とお り とい う こ とで す 。

2500
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図1で 示すように,風 のエネルギーは風速

の3乗 に比例 しますか ら,出 力は①のように

3乗 に比例 して上がってしまう。それか ら②

は,風 速出現確率密度分布です。サイ トによ

って年間平均風速,あ るいは出現頻度が高い

風速域 とい うものがあ ります。一般にこのよ

うな関数で表わせ ますが,ピ ークがあ ります。

今日ではほとん どの風車 にはカッ トイン,カ

ッ トアウ トという運転 レンジが決まっていま

すけれども,本 来ならば,設 置する風況に最

も適 した運転 レンジを持つ風車の設計が必要

だ と思います。③ は風速 の出現頻度ですが,

エネルギーはV3に 比例 しますからピークがシ

フ トします。ですから,こ の ピークのところ

で常に稼働で きるようなシステムを設計 しま

す。

これを図2に 示す風車の運転モー ドで言い

ます と,普 通,発 電出力がプラスになる点,

す なわちカットインは,現 在 の風車ですとほ

とんどが3m/秒 前後です。定格値(Vr)に 達

す る風を多 くの風車は12～13m/秒 の風速 に設

定 しています。より強風にな ります とパワー

　　

繍羅鍵盤 麟趨叢麗
懸籔灘懸羅灘灘灘灘
灘灘懸継灘灘騨麟騨_

灘 難 灘灘 鎌 欝 鞘 領.
懸纒灘購灘1三1轍 鷺.

乾1
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VrVcoi

風速V(m/s)

図2風 車の運転モー ド
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が大 き過 ぎて発電機が焼ける等の トラブルが

あ りますので,こ こで出力 を一定 に制御 して

カットアウ ト風速に達 したら風車を止めます。

これは大体25m/秒 ぐらいが標準ですけれども,

このような運転モー ドをもつのが現在の風車

です。

従って,強 風域では風車は停止 してエネル

ギーを逃 してしまいます。 これは,こ のよう

な強風域 に運転すると,力 は2乗 に比例 しま

すか ら過剰な設計になるわけです。過剰 な設

計 になると同時に出現頻度が非常 に少ない と

ころ,要 するにピーク値を超えた,ほ とんど

起 こり得ない ような領域で運転するわけです。

例 えば,よ く 「台風 に合わせた風車を設計 し

たら」 と問われますけれ ども,台 風時の強風

を稼 ぐよりも,よ り低 い風速で平時にこつこ

つと稼いだ方が トータルでより大 きな発電量

が得 られるということです。

風車設計の3つ の外部条件

一風 ・電力系統 ・その他の立地環境

このような風車の設計において一番重要だ

と私 が 考 え て い ます の は,3つ の外 部 条 件 と

い う概 念 で す 。 この 外 部 条 件 と い うの は,!

番 騒が 風 そ の もの 。 これ は エ ネ ル ギ ー の 入 力

側 の 物 理 量 で す 。 そ れ か ら,2番 目 は発 電 し

た 出 力 を 出 す 側 の 条 件,こ れ が 電 力 系 統 の 条

件 で す 。 そ して3番 目が そ の 他 の立 地 環 境 で

す 。 山 あ り,谷 あ り,あ る い は設 置 場 所 が 海,

平 地,砂 漠,あ るい は 国 立 公 園 に指 定 さ れ て

い る か 否 か,そ の 他 諸 々 の 条 件 が あ る わ け で

す 。 こ の3つ の 条 件 を基 本 に 我 々 は 風 車 を設

計 し,運 転 す るの が 常 識 とな っ て い ます 。

現 在,国 際 標 準 と し て 規 定 さ れ て い る

IEC61400-1の 中 に,風 車 ク ラ ス とい う表 が

あ ります(表1)。 こ の 表 に は,ク ラ ス が1,

E,皿,W、Sま で あ り ま す 。 こ の 表 の 見 方

で す が,例 え ば,年 間平 均 風 速 が7.5m/秒 まで

の 地 域 で は ク ラ ス 皿 に 従 っ て 強 度 設 計 を しま

し ょ う と い う こ と に な り ます 。 乱 流 強 度 もA

とBの2種 類 が あ ります 。 弱 い ほ うが0.16,つ

ま り16%。 ま た,強 い 方 が0.18,つ ま り18%

で す 。 こ の よ う にIECの 国 際 標 準 で は 年 間 平

均 風 速 と乱 流 強 度 を2種 類 の 強 さで ク ラ ス 分

け して風 車 の 標 準 化 を 図 っ て い ます 。

表11EC61400-1規 格 の風 車 ク ラ ス

峰癒鮭
・擁 勤

脹
練.渉 顎

ゲ:惣糖 ・

瘍鶴 窟 ・豫ル

畿 論 、.

纏 誰

繰 ン魯黛漏

藩 無 ・づ 、 二

;

鰐 ・ 、.ふご/こ で

参 照風 速 レ・ref(m/s) 50 42.5 37.5 30

平 均 風 速ave(m/s) 10 8.5 7.5 6

乱流強度A/15 Oj8 0.18 0.18 O.18 設計者が設定する数値

a 2 2 2 2

乱流強度B/墨5 Oj6 0.16 0.16 0.16

a 3 3 3 3
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ですか ら,例 えば,ド イツで建てた風車が

クラスllだ とします。その風車が 日本の北海

道で条件を同 じように満たす ものであれば,

基本的には ドイッで設計 された風車は日本で

使えるということにな ります。ところが,ク

ラス1,1]1,III,IVで はカバーで きない条件

を規定 したS(特 別)ク ラスがあります。規定

するといって もこれは設計者が規定すること

になっています。 どういうことか と言います

と,日 本の南方のように台風が頻繁 に来る地

域,砂 漠,洋 上,極 寒地の風車 というように,

従来の標準か らは離れた厳 しい環境下に設置

される風車 をSク ラスと指定 して,そ こで設

計者が,「 この風車はい くつの最大風速(厳 密

には極値風速)ま で稼働する」 というスペ ッ

クを与えるわけです。例 えば,現 在国と新エ

ネルギー ・産業技術総合開発機構(NEDO)

が開発 している離島向け風車は,極 値風速が

80m/秒 という非常に厳 しい ものとなってい

ます。 ちなみに,ク ラス1だ と基準風速が

50m/秒 ですが,こ れは平均風速の5倍 にな

っています。これの約1.4倍が極値風速で,い

わゆる建築基準に相当する耐風速に相当しま

す。従 って,IECク ラスで一番強い 工をL4倍

しても70m/秒 ですから,H本 の離島向け風

車は70m/秒 の耐風速で も耐えられる設計 に

なっています。ですからこれはSク ラスに該

当 します。

いうことから,乱 流強度 は弱いクラス と強い

クラスに分け られました。ちなみに,乱 流強

度 というのは,風 速の標準偏差を平均風速で

割った値です。従 って,こ れが大 きければ大

きいほど極めて乱れた荒い風 とい うことにな

ります。このデータはまた後ほどごらんいた

だきます。

IEC標 準は当初,安 全要件 などわずかな文

書でスター トしましたが,現 在では10近 くの

体系になっています。一般の風車,小 型風車,

現在策定中の洋上風車,落 雷防止法というよ

うな安全要件 に関する技術,騒 音,性 能,ブ

レー ドの試験,機 械荷重,電 力の品質,音 響

パワー レベル等々の計測法,用 語,認 証制度

の体系が着々とできました。

国際標準 というのはある意味では各技術の

体系 としてある程度確立 したものだと理解い

ただきます と,こ の程度はほぼ確立 したこと

にな ります。 しか し,ク ラスが どんどん3年

に ユ度 ぐらい変わるような状況ですか ら,標

準化 された技術 とはいえ常に進歩 していると

いうのが現状です。

技術開発の動向

リー ダ ー シ ップ を と って き たデ ン マ ー ク

iEC標 準(国 際標準)

実 は表1も3年 置 き ぐ らい に改 定 さ れ て き

て い ます 。 最 初 の ク ラ ス は1,H,皿,IV,

Sで し た が,乱 流 強 度 に つ い て は 一 律0.17,

17%で した 。 そ れ で は ど う も実 用 的 で な い と

デンマーク流風力技術が長い間世界 を制覇

してきました。デ ンマークで初めて風車 を発

電機につないだのが1世 紀 も昔のこ とです。

それ以降,ず っとリーダーシップをとってい

て,現 在でもデンマークの風車が世界の7割

を占めていると思います。デンマーク流風車
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の特徴は3枚 ブレー ドで,ロ ータの回転数が

一定である,突 風が来たら自然に発生する失

速現象を利用 して風車出力を制御する失速制

御を利用 している,ハ ブ,グ レー ドの付け根

が リジッドである,こ ういった技術 を特徴 と

しています。因みに,風 車の制御には,失 速

制御 とブレー ドの取付角をひねることによっ

て制御するピッチ制御の2種 類があります。

進む大型化

こ こ数 年 間 で この 技 術 は大 き く変 化 して き

て い ま す 。 風 車 を 出 力 サ イ ズ で 見 ま す と,

1,500kW,つ ま り1.5MW以 上 の 大 型 機 が 過 半

数 を 占 め て い ます(図3)。2MWが 主流 で す

が,2,3年 前 で し た ら2MWは 一 部 の試 験

研 究 機 に過 ぎ な か っ た の で す が,今 日 で は も

う主 流 に な っ て い る。 風 車 の ス ケ ー ル ア ッ プ

が 急 速 に 進 ん で い る こ とが ご 理 解 い た だ け る

と思 い ます 。

1980年 代 の初 頭 で は,図4で 見 る よ う に 最

大 の もの で も50kW程 度 で した。1990年 代 の 初

頭,250kWク ラ ス が 主 流 で した 。2000年 に な

る と750～1,500kW,1万kWと い う の は ま だ

可 能 性 に過 ぎ ませ ん が,現 在,最 大 で4。5MW

ぐ らい の風 車 を設 計 中 だ と 聞 い て い ます 。20

年 前 の50kWや10年 前 の250kWか らす る と隔 世

の感 が あ ります 。

制御方法は定速運転から可変速運転へ

先 ほ ど世 界 の 主 流 は デ ン マ ー ク技 術 だ と言

い ま した け れ ど も,図5に は デ ンマ ー ク の 風

車 は 黒 で書 き ま した。 これ は 半 年 前 の デ ー タ

で す け れ ど も,VESTAS,NEGMicon,

小 型 機(く750kW)

1.60/o

図3風 車サイズ分布(2001年 実績)
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図5風 車 メ ー カ ー ト ッ プ10

ENERCON,Bonusと い う シ ェ ア の 順 番 に並 べ

ま す と,黒 い 棒 が こ の よ う に 上 位4つ の う ち

3つ を 占 め て い ます 。 そ れ か らGAMESA,こ

れ は ス ペ イ ン で す が,こ れ は デ ン マ ー ク の技

術 が 入 っ て お り ま して,こ れ も黒 に 近 い とい

うこ とに な ります 。
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表2大 型風車の技術動向

鼠毒機種
目一タ

蓬径

搬

翼
枚数

ハブ

窩さ

融

定絡
出力

Kw

翼先

蝿達

度
熱/s

出力

麟御 運転醸

純ε◎Wi鰻◎

NM53/2/1◎00-24◎

53 2 7◎ 憩◎o 68 Sta擁 二段速

N◎ 飛◎IC10◎ ◎ 53 2 58 博o◎ 69 Sta謎 二段速

8◎NUS壌 紹W/54 54 3 6◎ 沁◎G 62 Sta擁 二段速i

醗CON継230◎ 一

憩0◎/25◎kW

54 3 59 1◎OO 59 Sta雛
…{

二段速

鍾◎R◎εXN54 54 3 70 1◎◎o 62 Sセa擁 二段速,

酸ow!N◎

踵W55/2/壌00◎-240

55 2 7◎ 憩OG 7遷 S亀a雑 二段速 1

蕪SW粉00/57 57 3 70 壌05倉 68 響 磯 二段速

N◎R解A短K1500/60 6◎ 3 68 驚◎◎ 6◎ Sもa轟 定速

AU↑OF田G竃2◎ ◎ 6壌 2 6◎ 壌20◎ 66翻麟 二段速

VεSTASV63-{、5継W 63 3 60 驚00 69 鍵雛 一
TACKETW1.5 65 3 8◎ 壌5◎◎ 68 鍵i難一
E鍾εRC◎ 鍾 一66 66 3 1◎◎ 壌500 フo灘一
KVAE梱 ε鋏WτS8◎ 81 2 8◎ 300◎ 88灘 灘灘縁 霧難
謬菱重 工MW了 一20◎Os 75 3 70 2◎0◎ 開 潔難一

それに対 して,比 較的新 しい技術 を取 り込

んでいるのが ドイツのENERCONで す。ダイ

レク ト・ドライヴ,要 するに直結 タイプの可

変速風車をつ くって非常 に世界的に注 目を浴

び,か つ伸びています。ちなみに三菱 はシェ

アとして3%ぐ らいです。シェアがそのまま

メーカーの技術力 を示すわけではありません

が,技 術の潮流が判断できます。
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しか し,そ の技術が変わりつつあるという

ことは表2と 図6か らご理解いただけると思

います。 これは代表的な風車機種を縦に並べ

ました。 まず出力クラスで,特 に注 目してい

ただ きたいのは,デ ンマーク流技術の代表で

あったス トール制御技術が1,000kWを 超える

とピッチ制御 に推移 してい るとい うこ とで

す。それから,運 転速度では二段速。発電機
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の巻数 を変換することによって低速時,高 速

時の二段 に切 り換える。実質的には定速運転

システムと同 じなんですが,そ れが可変速運

転(Variable-Speed)に 推移 しています。それ

を採用 しているのは,例 えば,VESTAS(デ

ンマーク),TACKE(元 ドイツで現在GE),

ENERCON(ド イツ),三 菱重工(日 本)等 で

す。このように,世 界が ピッチ制御 ・可変速

運転システムに移行 しているというのが新技

術の動向です。

その中で も私が注 目しているのは,直 結型

風車,可 変速運転,そ して大型化,さ らに洋

上風車です。

我々,産 業技術総合研究所が小型機で試験

したデータを図7に 示 しま した。同 じ風車を

可変速運転モー ドと定速運転モー ドに切 り換

えて試験 しま した。右側に矢印で出力の変動

域 を示 してあります。可変速運転にしますと,

出力変動がほぼ半減するとい う結果が得 られ

ました。同時に,機 械 的な荷重 もほぼ半減す

ることがわかっています。従って,可 変速運

転を採用すると風車の機械設計が非常 に楽に

な ります。 さらに,出 力 も平滑化 される とい

うことで,二 重のメリットがあると私は考え

ています。

洋上風力の魅カ

ー膨大な風資源と騒音問題の解決

も う1つ,現 在 ヨー ロ ッパ で 最 も注 目 さ れ

て い る技 術 が 洋 上 風 車 で す 。 デ ンマ ー ク,コ

ペ ンハ ー ゲ ン の 沖 合 い 数kmの と こ ろ に,2

MWの 風 車 が20台 立 っ て い ま す 。 運 が よ け れ

ば コ ペ ンハ ー ゲ ンに 着 陸 す る飛 行 機 か ら見 る

こ と が で き ます 。 これ は 実 は,住 民 の 投 票 に

響

漏

、1る

◎

11◎◎115◎12◎ ◎125◎13◎0

暗閤(秒)

2鵯

1晶

(1る

◎
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図7可 変 速 シ ス テ ム の運 転 例
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よって最 も景観がいい ということで,円 弧状

に並んでいます。専門家から見ると,最 適な

配列ではないと思われますが,非 常にきれい

な光景 を生んでいます。 ドイッを初め,ヨ ー

ロッパでは景観の問題が非常に大 きな課題に

なっていますので,こ れが1つ の新 しい試み

だと思います。

洋上風車は海底に設置する時の建設 コス ト

が非常 に高いのですが,そ れにも増 して魅力

的なポイントがあ ります。1つ は膨大な風資

源です。海ですから障害物 も何 もない。実は

デ ンマーク,オ ランダ等々,か な り陸上の風

車は敷地に限界が発生 していて,そ れで海に

転進 しているというのが実態です。

2つ 目は,民 家から離れますか ら騒音の問

題,景 観の問題がかな り軽減される。

それか ら3点 目,騒 音の問題が軽減 される
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ということになれば沖合で高速設計がで きる。

そうするとエ ネルギー効率 もよ くな ります。

これは我々研究者か ら非常に関心が高いわけ

ですけれども,風 車 というのは高速運転ほど

高性能 とな ります。 ところが高速 にするとブ

レー ドからの騒音が大きくなって嫌 われるわ

けです。

さらに,将 来的にはロータが タワーの後ろ

側,風 下側で回るダウンウイン ドシステムを

挙げることができます。これはフリーヨー と

申 しまして ヨー制御が不要 になります。それ

か らブ レー ド枚数 も,高 速でいいならば1,

2枚 でもいいで しょう。1,2枚 の設計 とい

うのはどうして も高速になるわけです。そ う

すると,ブ レー ドコス トも安 くな ります。例

えば,メ ンテとか建設コス トが下が り,建 設

しやすい というようなメリットが生まれると

思い ます。それ以外 にティー ター ドハブ とか

ヒンジ ドハブのようにブレー ドのハブ部の取

付 けを柔軟にする新技術が適用で きると期待

できます。

図8は 小型飛行機か ら撮 ったものです。デ

ンマークの西海岸,太 西洋側のエスピアとい

うところか ら飛行機で20分 ぐらいの沖合 に,

岬咽

へ

珍

婚

ホ ル ニ ズ ・レ ヴ(HomisRev)と い う,現 在

世 界 最 大 の 洋 上 ウ イ ン ドフ ァ ー ム が 建 っ て い

ま す 。VESTASの2MW機 が 全 部 で80台,8

行IO列 並 ん で い ます 。 こ こだ け で 出力160MW

あ ります 。

海底設置型の洋上風車は難iしい日本

日本は海が急に深 くなりますから,海 低設

置型には限界があ ります。そこで,風 力関係

者が提案 しているものの!つ が フローティン

グタイプ(浮 たい型),セ ーリングタイプ(航

海型)で す(図9)。 セーリングタイプは,系

統電力 に併入で きないわけですか ら,水 素等

をつ くって日本に帰 って くるとい うような新

しい発想 もあっていいのではないかと思って

います。現在NEDOは 離島向け風車を開発 し

ています。沿海洋上のフローティング,あ る

いはセーリングタイプとい うように,将 来は

風車は風があるところを追って どこへでも出

てい く。そうすると,最 初に話 した3つ の外

部条件が どん どん厳 しくなるわけです。です

か ら,こ の厳 しい外部条件にふさわ しい風力

技術を次々に開発する必要があります。

ヨーロッパではEU諸 国が国境 を越えて連系

され1つ の大 きなループになってお り,変 動

P・ 一・・ングシ…1
ボ トムフィ ノクス ト

システム iセ ー・・グシ・テ・i

嚇 轡轡
振 膨プ 叩㌧.澤 乱ノ鼠 ンγ一 訟、

し ソ マー ツノ第 老/2諺4ジ ー織 張ノノ∫'

図8デ ン マ ー ク の 洋 上 ウ イ ン ドフ ァ ー ム

.ノ 烈

拶『誓
、懸 藤震嶽1徳

馨欝麹編

図9日 本の洋上風力
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山岳風車
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図10鈴 鹿山系の山岳風車

成分を吸収 しやすいシステムになっています。

しかし,日 本の場合,台 風や乱流が高い,電

力系統が 日本 は列島で孤立 している上 に末端

ではさらに弱い という事情があ ります。その

他にも島国,複 雑地形 といういろんな問題が

あ ります。 この外部条件 を突破することが 日

本の課題だと思います。

日本では山岳風車が必要

我々研究機関では,図GOの ように鈴鹿山系

の標高約600mで 小型風車を設置 し試験運転 し

ています。実は,こ のデータがIEC標 準か ら

すると非常 に厳 しいということがわかってい

ます。約3カ 月間のデータですが,図11の 大

きな振幅のデータが10分 間平均風速です。風

速15m/秒 を超えるデータが15回 ぐらいあ りま

す。我 々の研究所は筑波 にありますが,こ の

ようなデータは筑波では観測されません。

図12に あるように,瞬 間風速20m/秒 を超え

る風が3カ 月間に頻繁に吹いています。

一方
,図13で 示 した乱流強度は,き つい方

のクラスAの 国際標準が この2つ の曲線 の上

のラインにな ります。この曲線は,観 測デー

30

⑳

組

[の＼長

遡

匿

む お　 ぐむ　 　　 　　 　　 で　　む であ　

時間【×1。分1

図Xto分 平 均 風 速 と 標 準 偏 差 値

サ

0㎜ 如D360G6㎜1α 〕0311狐)ltKM

時剛x給絹

図12最 大 ・最 小 瞬 間 風 速

タ の90%を カバ ー し て い ます 。 一 方,こ の 無

数 の デ ー タ は 鈴 鹿 山 系 で つ くっ た デ ー タで す

け れ ど も,も しこ の90%を カバ ー す る よ う な

カ ー ブ とす れ ば,曲 線Aよ り も上 方 に 来 る カ

ー ブ に な り ます
。 とい う こ と は,こ の サ イ ト

はIECだ とSク ラス に該 当 し ます 。

0.7
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今後の課題

世界に遅れをとる日本の風力発電普及

世 界 の 風 力 発 電 は,今 年6月 時 点 で2万

5,824MWの 設 備 容 量 が あ ります 。 図14で 見 る

よ う に,過 去5年 で 年 間31.44%と い う増 加 率

で 推 移 して き て い ます 。 国 別 の 設 備 容 量 を比

較 す る と,ド イ ツ,ア メ リ カ,ス ペ イ ン,デ

ンマ ー ク は,1国 で1,000MWを 超 え る 国 で す

が,こ の 申 で ズ バ 抜 け て高 い の が ドイ ツで す 。

次 が ア メ リ カで す(図t5)。

ドイ ッ は 極 め て 環 境 政 策 を 重 視 して い る 国

で す 。 一 方,ア メ リ カ は ビ ジ ネ ス と して 重 視

し,そ れ な りの サ ポ ー トを して き て い る 国 で

す 。 ス ペ イ ン は そ の 中 間 だ と思 い ま す が,10

年 ほ ど前 か ら風 力 を や る ん だ とい う方 針 で 一

貫 して お ります 。 イ ン ドや 中 国 で も同 じこ と

が言 え る と思 い ます 。

25000

20000

§
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図糾 世界の風力開発の推移

日本の場合には,2000年1月 の70MWか ら

2002年1月 には250MW,現 在 は300MWを 超

えると思います。2年 間で3～4倍 の増加率

です。その傾向 も世界 とほとんど同 じで,過

去5年 間で図16の ように推移 しています。絶

対量は少ないですが,そ れで も世界でi2番 目

ぐらいの設備容量 を持つ レベルに至 りました。

日本の風力 メーカシェア(2001年1月 時点)

を見 ますと,図17に あるように,ヨ ーロッパ

の風車が 日本の市場の大半 を占めています。

国産機 は三菱重工業製で12%ぐ らい。現在は

これより少 し減っていると聞いています。

0

む 搬/逆 ゐ 学 畳/内 齢 鴨)べ避

図15国 別風力開発規模
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図16日 本の風力開発の推移

その他3%

17%

※90%は 輸入風箪(2001年1月 疇点)

図17日 本 の風 力 メー カの シ ェ ア

各国の風力産業の比率 を見てみ ます(図

18)。 風力発電が急増する原因,動 機 として

いろいろな理由があると思いますが,ヨ ーロ

ッパの場 合,や は り地球温暖化防止 とい う

1990年 以来の一連の国連 を中心 とした動 きが

牽引役を果た していると考えています。1990

年,1995年,2000年 と,IPCC(気 候変動 に関

する政府間パネル)の レポー トが出るたびに

大 きな警告 を発 しています。 しか し,日 本の

場合は様相が少 し異 なります。実際的な力と

なっているのは,NEDOの 補助金による助成

制度がスター トしたことと,そ れをサポー ト

する形で電力会社が高価な価格での買取 りメ

ニューをつ くったことの2つ です。このよう

な実務的な,経 済的なサポー トはありますが,

やは り国際的な温暖化防止,特 に京都議定書

を守ろう,達 成 しようという政府の意向が基

本にあるんだと考えています。

風力発電の意気込みが見えない日本の目標値

新エネルギーの中で風力と太陽光は非常に

脚光を浴びている分野の1つ だと言われます

が,実 は私は多少疑問を持っています。

日本
22

図18国 別風力産業比率

脚光を浴びていることと,物 事の推移にギ

ャップがある,あ るいは矛盾 だらけだと感 じ

ています。やは り,基 本に戻れば,風 力はア

メリカを中心 として,金 になるから開発 しよ

うということが一定部分あ ります。そ もそ も

なぜ使いづ らい風力 を使わなければいけない

のか ということを考えます と,や は り20世紀

の石油文明に対する反省があるから多少お金

がかかって も,使 いづ らくて もや りましょう

というのが世界的な動 きだと考 えています。

図19は 各政府が持つ風力発電のターゲ ット

です。2010年 は京都議定書 を達成する年です

が,デ ンマークは現在で も8%ぐ らい。2010

年にはIO%に す る計画です。 ドイッは現在

3%程 度ですが2010年 には9%を 目指 してい

一40一 季報エ ネルギー総合工学
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図49各 国の風力発電ターゲ ット

2020 2025

ます 。EU全 体 と して は2010年IO%と い う 目標

を設 定 して い ま す 。 ア メ リ カ は2020年5%と

い う 目標 を も って い ます 。

H本 は と い う と,2010年 に300万kW,

3,000MWで す か ら,電 力 に換 算 す る と0.5%程

度 で す 。 風 力 発 電 を や る意 気 込 み は 目標 値 に

よ っ て 見 て 取 れ る わ け で す が,日 本 の300万

kWと い う数 値 目標 は と って も低 い と評 価 せ ざ

る を得 ませ ん 。
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日本の風力は政府目標の10倍 になる

今 年,"WINDFORCE12"と い う文 書 が ヨ

ー ロ ッパ 風 力 エ ネ ル ギ ー協 会(EWEA)で 発

表 され,2020年 に全 世 界 で風 力 を12%に し ま

し ょ う とい う キ ャ ンペ ー ン を展 開 して い ます 。

図20で 示 され て い る よ う に,こ の12%は 最 終

目標 で は な く,2040年 頃 に は20%ぐ らい を達

成 す る と試 算 して い ます 。 仮 定 と して,① 成

一 一'磯 ㊤o瞳 一 一一一一
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図20WINDFORCE12に よ る 予 測
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図21WINDFORCEl2の 開 発 シ ナ リオー 地 域 分 布 一

長 率 が2002年 ～2007年 ま で25%,2008年 ～

2012年 ま で20%,2013年 以 降15%,2016年 以

降10%,2e21年 以 降O%,② 設 備 利 用 率 は,

2013年 ま で25%,そ れ 以 降28%,2040年 以 降

30%と 技 術 の 高 度 化 を 反 映 して 上 昇 す る。 ③

風 車 の 平 均 サ イ ズ は 少 しず つ 大 き くな る と し

て い ます 。

我 々 の 関 心 は,日 本 に対 す る 評 価 で す が,

日本 は"WindForce12"の 開発 シ ナ リ オ の 地

$/kWh

O.{2

O.10

孟

駁0 .08

目

two・06

0.04

0.G2

域 分 布 で,「OECD太 平 洋 」に属 しま す(図21)。

こ の 中 に は ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド,オ ー ス トラ リ

アが あ り ます 。OECD太 平 洋 が90,000MWで す

が,日 本 の 分 担 を そ の3分 の1と 見 ま す と,

日本 は30,000MWと な り ます 。 政 府 目標 の10

倍 で す 。

そ の根 拠 と して,"WindForce12"は 幾 つ も

の デ ー タ を挙 げ て い ま す 。 そ の1つ は コ ス ト

で す 。 例 え ば,洋 上 風 力 は図22の よ う に発 電

風力

＼
＼ ＼$・5・ ・/燃 ㈱1

漂子力
＼$・ …/kW

石炭繍 ■
$700/kW一

ガス■
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図22発 電 コス ト比較
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コス トが 高 い の で す が ,現 在 の 風 車 は1,000ド

ル ～500ド ル/kWと い う レベ ル が あ り ます 。 風

速75m/秒 を超 え た ら洋 上 風 車 で も原 子 力 と 岡

等 の コ ス トに な ります とい う デ ー タ を提 供 し

て い ます 。 こ れ は も ち ろ ん ヨ ー ロ ッパ で 評 価

した もの で す か ら,日 本 の 数 値 とそ の ま ま一

致 す る もの で は あ りませ ん け れ ど も,1つ の

参 考 に な る と思 い ます 。

風力発電普及の追い風

[低 い外 部 コ ス ト]

ExtemEと い うEUの 調 査 レポ ー トが あ りま

す(表3)。 も し外 部 コ ス トを評 価 す る とす

れ ば,原 子 力,天 然 ガ ス,石 炭 に 比 べ て,風

力 の 外 部 コス トは 一 桁,も し くは 二 桁 小 さ い

とい う こ とで す 。 この 外 部 コ ス トを反 映 した

経 済 機 構,流 通 機 構 が 確 立 す れ ば,風 力 は 一

層 有 利 に な る と言 え る と思 い ます 。

[環境主導でのみ抑制可能なCO2の 排出]

最 後 の資 料 で す が,GEO3(Global

表3外 部 コス ト比較

ξ舞沸醸 潟
♂ 帆 影 詰 、7戸 ノ 鰯 ♪・程 ド/簿'み 蟻 恥灘 冨 覗 ぐ・ ・〔

ド.＼ 〆 ク.一 寒 写 、.Ψ ノ..い 静㌧

原子力 α2-0.6

天然ガス 1-4

石炭 2-15

風力 0.05一 α25

EnvironmentOoutlook3)と い う の は 国 連i環

境 計 画(UNEP)が 今 年 の 春 に 発 表 した レポ

ー トで
,環 境 の未 来 を予 測 して い ま す 。 面 白

い の は,経 済 主 導,政 策 主 導,安 全 保 障 主 導,

環 境 主 導 とい う4つ の シ ナ リオ で 未 来 を評 価

して い る こ とで す 。 二 酸 化 炭 素(CO2)排 出

量 につ い て は,環 境 主 導 型 の 場 合 の みCO2の

排 出 量 を低 減 させ る こ と が で き る そ うで す 。

ま た,CO2濃 度 も環 境 主 導 の み 安 定 化 させ る

こ とが で き,大 気 温 度 も環 境 主 導 の み,低 下

させ る こ とが で き る と い う予 測 と な っ て い ま

す 。

また,Shell社 が ホ ー ム ペ ー ジで エ ネ ル ギ ー

資 源 予 測 を発 表 して い ます(図23)。2050年
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図23Shell社 の エ ネル ギ ー 資 源 予 測(1次 エ ネル ギ ー供 給 に 占 め る割 合)
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にエネルギー構造はどうなっているかShellな

りに見通 したものです。石油,天 然ガス,再

生可能エネルギーがほぼ対等な位置 になると

いうことです。石炭はどんどん低下するとい

うシナリオを公開しています。

京都議定書の目標達成後に向けた取 り組みを

最後 にまとめとして,以 下の3点 を協調 し

たいと思います。1つ は,今 日本では,す べ

ては京都議定書 さえ達成すればいいとい う雰

囲気になっていますが,私 はそうではなくて,

COP3は10分 の1通 過点にす ぎない というこ

とを申し上げます。

2点 目は,も し10分の1通 過点だとすれば,

100%達 成す るにはどうすればいいか という

次の長期計画が必要だということです。残念

なが ら日本には2010年 より先の環境,あ るい

はエネルギー政策について明文化 されたもの

はまだないように思われます。従って,2030

年,2050年 の目標 も早期 に立てる必要がある

で しょう。

最後に,そ の期待 に応えるためには,技 術

面でのさらなる技術開発が必要であるという

ことと,政 策面での勇気ある決断とが必要で

す。 とにか く海外の人々,例 えばスペインの

人々は,1991年 に小さな風車 しかなくて,私

は日本の方がずっと進んでいると思っていた

のですが,そ の時,ス ペインのエンジニアは

「今 にびっ くりす るよ」 と言 っていま した。

私は半信半疑だったのですが,そ れが今や本

当にその とお りになっています。ですから,

実行する勇気を持つ国 と持たない国があると

いうことです。以上,3点 を検討課題 として

皆様にご検討いただきたいと思いました。

どうもあ りがとうございました。(拍手)
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〔内外情勢紹介〕

地球温暖化防止への

国際的取 り組みの最新動向*

壷 璽 距 潮 ◇

杉 山 大 志(㈱ 電力中央研究所経済社会研究所 主任研究員)
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は じめに

私は,京 都議定書のクリーン開発メカニズ

ム理事会の下のテクニカルパネルのメンバー

として,CDMの ルールづ くりの作業に参加 し

ていました。その関連の仕事が多いのですが,

本 日はCDMよ りも広い,ヨ ハネスブルグサ ミ

ット,COP8と いった広い文脈のお話 を,私

が直接,間 接 的に入手 しました資料 を元に行

いたいと思います。

この 「持続可能な開発」 とい う言葉ですが,

先進国側が環境概念 としての持続可能性 に力

点を置 くのに対 して,途 上国側は開発 を持続

可能にするという開発 に力点を置いた認識で

います。そ もそ もこの言葉 自体が複雑な妥協

から生 まれたものなので,そ ういう2つ の見

方を表 しています。

ヨハネス ブルグサ ミッ ト

サミッ ト概観

ヨハネスブルグサ ミットは,「持続可能な開

発 に関するヨハネスブルグ宣言」「実施計画」

とい う政府間の合意文書(タ イプ1文 書)の

交渉 ・合意,そ れ か ら政 府や 非政府 機 関

(NGO)が 直接 関わる関係者のみで合意 し,

今後の行動 を約束す る文書(タ イプ2文 書)

に対するコミットメントを内容 とします。

「持続可能な開発」の2つ の解釈

2002年8月26日 ～9月4日,ヨ ハ ネ ス ブ ル

グ で 「持 続 可 能 な 開 発 に 関 す る 世 界 首 脳 会 議 」

が 開 催 さ れ ま した 。 よ く 「環 境 サ ミ ッ ト」 と

呼 ば れ ま す が,や は り 「持 続 可 能 な 開 発

(SustainableDevelopment)」 が キ ー ワ ー ドで す 。

[実施計画]

採択 されたタイプ1文 書の中で一番重要な

のが 「実施計画」です。これは,「持続可能な

開発」 を進めるための各国の指針 となる包括

的文書です。何 の実施かと言います と,10年

前のリオサ ミッ トで決めた 「アジェンダ21」,

*本 稿は,昨 年12月20日 の 「第208回 月例研 究会」 における ご講演を,本 誌掲 載のためにテープ起 こし した もの

です。
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21世 紀にや らなければならないことの実施で

す。 リオサ ミットか ら10年経 ってどの程度実

行 されているか。今後,ど こに力点を置いて

具体的に実施 していくか。それを詰めるのが

ヨハネスブルグサ ミットの目的だったわけで,

「実施計画」が定められ,さ らに,「 持続可能

な開発に関するヨハネスブルグ宣言」 という

政治宣言が採択されました。

●経緯

バ リ(イ ンドネシア)で の準備会合では,

途上国の開発問題を巡って先進国と途上国が

対立 しました。ODA(政 府開発援助)を 増や

す,債 務救済,途 上国産品の先進国市場への

アクセス改善 といったことが持続可能な開発

とい うの視点からどん どん言われました。 し

か し,資 金問題 について今次交渉では,比 較

的早期に合意が成立 しました。事前にあった

ドーハ閣僚宣言やモンテレイ合意(国 連 開発

資金国際会議合意)を 踏襲すればいいという

理解 になったか らです。

⑳わが国の取組

「実施計画」交渉において,わ が国は,議

長国南 アフリカに積極的に協力 しながら,米

国を始めとする各国と緊密 に協議 し合意形成

を図 りました。特に京都議定書 に関 しては,

議長要請を受け案文 を作成 した り,交 渉のま

とめ役 を果た しています。また,わ が国が主

張 して きたTICAD(ア フリカ開発国際会議)

や北九州イニシアチブという文言 を文書中に

盛 り込むことに成功 しています。

「実施計画」における注目点は,表 葉の通

りです。

[持続可能な開発 に関するヨハネスブルグ宣

言]

各国が直面する環境,貧 困等の課題 を述べ

た上で,清 浄な水,衛 生,エ ネルギー,食 料

安全保障等へのアクセス改善,国 際的に合意

されたレベルのODA達 成に向けた努力,ガ バ

ナンスの強化などのコミットメン トが記述 さ

れました。

表1「 実施計画」における注目点

京都議定書

発効に向けて タイム リーな批准 を強 く求める。

資金 ・貿易

事前のモンテレイ合意 の線 を越えて今 回サ ミッ トで新 たにやる ということは

しない という了解があったので、 ヨハネスブルグではほとんど話 さなか った。

衛生

世界全体で衛生へのアクセスがで きない人の割合を2015年 までに半減 させる

とい う数値 目標が掲げ らた。

再生可能エネル ギー

EU(欧 州連合)に 、再生可能エネルギーの害拾 を何%と か、何年 まで とかい

う数値 目標 を一律で各国の義務 として定めたい とい う意向があ って、延 々と交

渉 していたのですが、結局は各国 によって事情が違 うということで、 「世界全

体で増大 させ る」 とい うことになり、特に数字は示 されなか った。

小泉構想

日本が提案 した 「持続可能な開発のための教育のIO年 」が合意 された。
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[タイプ2](パ ー トナーシップ)

タイプ2と い うのは,途 上国を支援する持

続可能な開発 を実現するに当たって,多 国間

の合意だけではな く,関 係者の合意だけです

すめてい く活動です。特徴 は,直 接何か支援

するのではな くて,む しろそのための能力,

人材育成 だとかをきちん とやった方がいい,

そ ういう活動が重要という認識があることで

す。本当に何が効果的か考 えるときに,貧 乏

だか ら物 をくれ と言われてあげるということ

をやっても余 り問題の解決にならないのは事

実です。そういった面 もあって この 「タイプ

2」(パ ー トナーシップ)で は,キ ャパシティ

ビルディングとか教育 とかが重要だ というこ

とを先進国と途上国の双方がある程度納得 し

ているわけです。

[サ イ ドイベ ン ト]

サ イ ドイベ ン トが 非 常 に頻 繁 に あ っ た よ う

です 。 「日本 パ ビ リオ ン」 に は,サ ミ ッ ト開 催

期 間 中 に 延 べ1.5万 人 の 来 訪 者 が あ りま し た 。

そ の 他 に もい ろ ん な 国 や 団 体 が ワ ー ク シ ョ ッ

プ,サ イ ドイ ベ ン トを開 い た よ うです 。

ヨハネスブルグサミッ トの意義は何か

[意義がなかったという批判]

そもそ も本当に意義があったのか という批

判というのが一方であ ります。

実施文書や閣僚宣言の文言を見ると,「新 し

い義務がで きたわけではない」,「努力 目標の

格好で書かれていて踏み込 んだ合意事項は実

は存在 しなかった」 と,特 に環境NGO等 が よ

く言います。例えば,京 都議定書に関しても,

参加 してい ない国は参加 して くだ さい と強

「呼びかける」 という格好です。2015年 までに

衛生状態や貧困に関する状態,そ れからきれ

いな水へのアクセスを改善するとも書いてあ

るんですが,そ れ も既に別の会議で合意済み

のことです。そういう意味で新味がないとい

う批判も当たっているわけです。

「92年の リオサ ミッ トから10周 年だからた

またま開催 されただけで,今 これをやるとい

う動機づけが どこの国も乏 しい。意義が低い」

という批判 もあ ります。

[意義があったという見方]

●IO年 間の総括:実 施文書 を眺めてみると,

少な くとも10年 前の 「アジェンダ21」 の時と

は全然違 うコンセプ ト,違 う重点化がなされ

ています。過去10年 の後づけが きちんとでき

ているという点です。

かつては,環 境 というテーマだけが浮いて

いたのですが,今 回は環境 ・社会 ・開発の3

つの柱 という言 い方を していました。また ,

貧困撲滅,衛 生 ・健康 といった ものが特に途

上国側 にとって重要 と言っています。そうい

ったところを国際的にも重点的にや っていか

なければいけないとい う了解が出てきたわけ

です。

●新 しい貧困の とらえ方 かつての ユ人1日

1ド ル 以 下 で生 きて い る人 た ち とい う指 標 は,

大 変 分 か り易 い ん で す が,一 面 的 で もあ り ま

した 。 も っ と広 範 な 面 か ら貧 困 を と ら え直 す

た め に,エ ネ ル ギ ー,水,衛 生,生 物 多 様 性

の 便 益 な ど で は 測 ろ う と い う こ と で,

"S
ustainableLivelihood"と い う言 葉 も出 て き

ま した 。 問 題 に 対 す る 焦 点 が ぐっ と絞 れ て き

た 。 しか も,絞 れ た 部 分 に つ い て は,よ り詳

し くな っ て い ます 。
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⑳ グ ロ ー バ リゼ ー シ ョ ン:WTOと か を指 して

い る の で す が,そ れ が独 立 の セ ク シ ョ ンで 議

論 され る よ う に な りま した 。 これ も10年 前 は

考 え に くか っ た こ と で す 。 これ か ら も継 続 的

に行 わ れ る とい う こ とで 大 きな変 化 で す 。

②合理的な合意形成手法WEHABを 例 に説

明 し ま す 。WEHABと は,今 回 の 主 だ っ た イ

シ ュ ー だ っ た,水 と衛 生(Water&Sanitation),

エ ネ ル ギ ー(Energy),健 康(Health),農 業

(Agriculture),生 物 多 様 性(Bio-diversity)の

頭 文 字 を つ な げ た もの で す 。 こ こ で 何 らか の

目標 を設 定 した りお 金 を 出 す 仕 組 み を考 え な

け れ ば い け な い とい う こ と に な り ま した が,

各 国 の 義 務 と い う話 は 一 切 な く,そ の分 野 に

お け る地 球 全 体 で の数 値 目標 を設 定 し ま した 。

目標 を決 め るだ け で な く,「 タイ プ2」 活 動 に

よ る 実 施 支 援 が あ り ます 。 実 際,そ うい っ た

「タ イ プ2」(パ ー トナ ー シ ッ プ)に 関 す る資

金,プ ロ グ ラ ム の 宣 言 が い ろ い ろ な 国 か ら な

さ れ て い ます 。

目標 を個 別 に 決 め て,資 金 提 供 を義 務 づ け

る とい うや り方 で は な か な か ま とま り ませ ん。

目標 を全 体 と して 決 め,そ こで 支 援 計 画 が あ

る 人 た ち に対 して 「ど う ぞ そ こ で 宣 言 し て く

だ さい 。 あ な た た ち の 活 動 を ち ゃん と認 知 し

ま す 」 とい う格 好 で 個 別 項 目 に つ い て 決 着 が

図 られ た とい う こ とで す 。 こ う い っ た や り方

は な か な か リー ズ ナ ブ ル だ と私 は 思 い ます 。

● より幅広 く.継 続的なイベン トへ変化 サ

ミ ッ ト自体 の イ ベ ン トと して の位 置 づ け が 変

わ り ま した 。

1つ は,参 加 者 が 環 境 だ け で な く,環 境,

経 済,開 発,貿 易,外 交,い ろ い ろ な セ ク タ

ー の 人 が 大 勢 参 加 す る よ うに な り ま した
。10

年 前 の リ オ サ ミ ッ トで あ れ ば 環 境 担 当 の 人 し

か 来 て い な い よ う な 交 渉 が 結 構 あ っ た り し ま

した し,NGOも 環 境NGOば か りで,企 業 側 か

らの 参 加 者 は ほ と ん ど い な か っ た の で す が,

今 回 は そ うで もあ り ませ ん で した。

そ れ か ら,国 連 に はWorldEnvironment

OrgaRizationと い っ た環 境 問 題 に 関 す る本 当 に

権 威 あ る 機 関 が あ り ませ ん 。 国 連 環 境 計 画

(UNEP)は あ りま す が,WTO(WorldTrade

Organization)の よ う な機 関 で は あ り ませ ん 。

そ う い う時 に,貿 易 と の 関 係,世 界 銀 行 との

関係,地 球 環 境 フ ァ シ リ テ ィ(世 界 環境 基 金)

の あ り方 な ど を,国 家 首 脳 レベ ル で 議論 した

い 時 に は 環 境 サ ミ ッ トぐ らい しか な い 。 そ う

い う意 味 が あ っ た とい う こ とで す 。

気候変動枠組条約第8回 締約国会議

第1約 束期間後に向けた議論の始まり

平成14年10月23日 ～ll月1日 に,ニ ューデ

リー(イ ンド)で,「 気候変動枠組条約第8回

締約国会議i(COP8)」 が開催されました。

昨年COP7で マ ラケシュ合意がで き,京 都

議定書の実施ルールのうち,COPレ ベルで片

づ くことはみんな決まったので,COP8で は,

京都議定書第1約 束期 間(2008年 ～2012年)

とい う数値 目標をもった期間の後をどうする

かを念頭に置いた議論が初めてなされました。

わが国からは地球規模での取組の必要性,

将来の枠組みに関する議論の開始などの主張

があ りました。地球規模での取組の必要性 と

は何か と言いますと,「一部の国だけが排出削

減するという京都議定書の枠ではだめで しょ
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う。 世 界 全 体 で 排 出 削 減 に取 り組 む よ う に も

っ て い き ま し ょ う」 とい う こ と で す 。 そ うす

る と,当 然,途 上 国 は 反対 す る とい うこ とで,

そ の 文 言 をめ ぐっ て争 い が あ りま した 。

排出削減は先進国 ・途上国に共通の課題

その結果,採 択されたデリー宣言には,「温

室効果ガスの排出削減は先進国 ・途上国に共

通する課題である」 とい う趣 旨の内容が盛 り

込 まれました。ただし,将 来の国際枠組に関

す る議論の開始,途 上国を含めた枠組みとい

った当初先進国が目指 した点について明確 な

記述は盛 り込 まれませんでした。途上国か ら

排出削減への コミットメントを十分に引き出

すには至 っていないということです。

「京都議定書の発効が来年にも予想 される

中 」 とあって,地 球温暖化に関する国際交渉

が確 かにCOP7ま で とは違 う新 しい段階,将

来 を見据えた議論に入ってきました。

次回のCOP9は,イ タリアで開催すること

になりました。

「気候変動への適応」を重要と位置づけた

デ リー宣言の主な内容

「気候変動及び持続可能な開発に関するデ

リー宣言」が出され,こ こでも 「持続可能な

開発」 という文言があ り,特 に途上国側が開

発 というところを重視 しています。

デリー宣言の主な内容 として,以 下の5つ を

挙げることができます。

① ヨハネスブルグサ ミットと同様,京 都議定

書の批准を未批准国に強 く促す。

② 地球全体の排出の大幅な削減が必要であ

③ 先進国と途上国で温室効果ガス排出緩和策

が実施 されていることに注目し,今 後とも

これが高い優i先課題であ り続けることを強

臥

④ 途上国を含む締約国は緩和措置及び適応措

置に関する非公式の情報交換 を促進する。

緩和(Mitigation)措 置 というのは排出削減

をする措置のことを指 します。温暖化問題を

完全に防止することも,完 全に排出を減らす

こともできないので,あ る程度の緩和 をしよ

うというものですい京都議定書関連の文脈だ

と,こ れは排出削減のことを指 します。また,

適応(Adaptation)措 置というのは,気 候変動

問題が起 きると例えば海面が上昇 します。そ

うすると堤防を作 らなければな りません。ま

た,気 候変動が起 きると降水パ ターンが変化

します。そうすると今 までと同じ潅概 をやっ

ていたのでは農作物が育たなくな ります。で

は新 しく潅概 をや り直 しましょう。そういっ

たようなことを適応 と言っています。

⑤ 再生可能エネルギーの世界のシェアを高め

血

ヨハネスブルグサ ミットと同じ内容で,具

体 的な数字 などには踏み込 んでい ません。

デリー宣言を巡る各国の主張

[アメリカ以外の先進国]

アメリカだけ日本やEUと 少 し違 う動きをし

たとい うのが今回の特徴です。アメリカ以外

の先進国は,京 都議淀 書の早期発効,排 出削

減への世界全体での取 り組み,2013年 以降に

向けた議論の開始をと言っています。

血

[途 上 国]

これ まで と同 じで, まず先進国が排出削減
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をしなければいけない,と 言っています。新

しい ところでは,途 上国にとって大事なのは

温暖化への 「適応措置である」 と言っていま

す。この 「適応」についての先進国の支援が

要る。途上国も確かに排出削減 しなければ温

暖化防止 にはならない。けれ ども我々は農業

に頼っている し,貧 しいから気候変動が起 き

るととて も耐 えていいけない。だか ら,そ れ

に耐えられるように開発 を進めるた り,人 材

育成す ることが途上国の優先課題 だと言って

きたわけです。その一方で,将 来途上国が排

出削減の義務 を負 うような話には一切応 じら

れないということを言っている。ただ,国 に

よって少 しニュアンスが違うとも報告 されて

います。

[アメリカ]

今回は途上国と歩調を合わせて,2013年 以

降に向けた議論は余 りした くない とか,経 済

成長や開発 を重視するという立場をサポー ト

した り,他 の先進国 とは大分違 うことを言 っ

ていました。

具体的には,京 都議定書離脱後にブッシュ

大統領が言 っていた,排 出削減は試るけれど

も義務 としてではな く自主的な目標であると

か,経 済成長が温暖化防止の鍵であるという

ことを繰 り返 していた。その主張が,途 上国

の主張 とある意味共通 していたということで

す。

[デリー宣言に対する各国の評価]

日本 とEUは 不十分だ,途 上国 と米国は良い

と評価 しています。

交渉担当者による毎日の議論,文 書の量で見

ると,個 別項 目の交渉 という方が圧倒的に多

いです。どういうことが議論され合意 された

かというと,CDM理 事会の活動報告,京 都議

定書に基づ く報告及び審査,国 別報告書 に関

してです。

COP8の その他の目玉

①CDM理 事会の活動報告

COP8も 目玉に乏しかったと一般にはよく言

われているのですが,そ うで もない と思い ま

す。1つ 目が,CDM理 事会の活動 を承認 した

ことです。COP7の マラケシュ合意でCDM理

事会 とい うものが設置 されました。マラケ シ

ュ合意である程度京都 メカニズムの使い方,

運用則 は決 まりましたが,こ れは国の法律で

言えば,法 律が決 まっただけで政省令 とか,

そ ういう具体的に使うのにどうやったらいい

か というレベルまでは決まっていませんで し

た。

その政省令 に当たる,実 際に使 うレベルま

で細則 を作る仕事 をCDM理 事会が請負ってい

たわけです。ただ,そ のCDM理 事会は,そ の

活動 をまった く好 き勝手 にやっていいという

わけではな くて,時 々COPの 承認を得 なが ら

進めなければいけません。今回の結論 として

基本的に,CDM理 事会はそのまま作業を進め

てくださいとなっています。

ということで,CDM第1号 が間もなく出る

と言われています。COP9を 待たずにCDMを

やるという方向性が決 まりましたに。これが

1つ 目の成果だと思います。

[条約 ・議定書の実施に関する個別項目の交渉]

デリー宣言 自体 は閣僚級での話ですけれ ど,

② 国別報告書及び排出量目録に関する制度整備

COP8で は,こ れに関する決定が大半で し
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た。各国は,排 出量,排 出削減計画に関する

情報 を国連の事務局に出さなければいけない

のですが,そ れを具体的にどうやってい くか

という話です。情報提出を途上国に義務づけ

るのか努力 目標にとどめておくのかとい うこ

とが議論の焦点 とな りました。

国別報告書 と排出目録に関する制度整備は,

2つ の面で重要です。 ユつは京都メカニズム

を使 って排出量を取引 したいのなら,関 連情

報を整備 しておかないと制度が回 りようが な

い という面です。もう1つ は,第2約 束期間

以降を見据 えた話で,毎 年報告する中に排出

削減に関す る計画が書いてあったとすると,

それが今後の途上国参加のための布石になる

という面です。

削減計画 について,先 進国は途上国の義務

にしたい と考える。その一方,途 上国はそん

な排出削減の計画に関するデータなんて出し

たら最後 「やれ」 と言われるから,そ んなデ

ータは出 した くない。そういったことで,今

回はおおむね途上国の主張が通 り,削 減計画

提出の義務づけはほとんど強化されずに終わ

りました。

途上国の実質的参加への道筋づ くり

いので,「排出削減についてある程度書 き込め」

という議論をしたわけです。

デリー宣言を見 る限 り,言 質を取 ったとは

なかなか言い難い。政府発表 にもあ りました

けれ ども,「排出削減は先進国で も途上国で も

実施 されてきた」 と過去形 になっています。

これ自身別 に新 しいことではなく,途 上国が

従来から言 っていることです。例えば,中 国

は最近 どんどん省エネが進んでいます。「GDP

当た りの排出量は減っています」 と言ってい

ます。それか ら地球全体で排出を減らす とい

うのも,何 も書けないよりはいいんですけれ

ども,じ ゃあ途上国でとい うふうに真っす ぐ

つながる話ではなあ りません。

[気候変動への適応]

「適応」 というキーワー ドの位置づけが高

くなったとい うのが今回の特徴です。先進国

側は,余 りうれしくないんですけれども,途

上国側が言 ってきている 「適応」 とい うこと

に対 して落とし所 を探る ということがこれか

らの大 きな軸にな ります。 まだ先進国では研

究 している人 も少ないです し,よ くよく何 を

言っているのか,何 が落 とし所かとい うのは

検討課題が山積 していると思います。

[排出削減の数値目標]

いきなり正面から 「排出削減の数値 目標 を

義務 として負 え」 と言われたら,途 上国はみ

んな反対するで しょう。そこで,先 進国側は,

「何 を排出 しているかのインベ ントリーぐらい

は出せ。できれば,長 期の計画を出せ。でき

れば,そ の計画の排 出削減係数と基準係数 ぐ

らいつ くって出 して くれ」 と言っておいて,

最後 に 「義務 を負 って くれ」 と言えればいい

んですけれども,そ こまではなかなかいかな

[排出削減計画の提出]

ある程度詳 しく提出をさせ ようとい う動 き

があったのですが,私 が確認 している範囲で

はそれほど踏み込 んだ言質 を取れているわけ

ではないと思います。

[資金的支援]

COP8で はマラケシュ合意で決着がついた

ことについて少 し進める,歩 み寄 る,こ れか

らの段取 りを考えるということが目標でした。
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資金的支援 というのは,国 際交渉,国 際環境

条約の常套手段で,あ る程度お金を払ってお

くと向こうが一所懸命話に乗 って くる。参加

を最低限つなぎ止めるという役割が一方であ

ります。オゾン層保護のモン トリオール議定

書,そ の他の環境条約 も大体途上国をつなぎ

止める方法 として資金的支援 という手段 を使

っています。 これに関する議論 もこれから続

いてい くと思います。

終わりに

今後の国際交渉戦略への教訓

途上国への数値 目標 を法的な義務として課

す ことは多分 どこかで諦めた方がいい。そ う

すれば,先 方 もリラックス して排出削減計画

の提出 くらいは義務づけることがで きるので

はないかと思 っています。

それか ら資金支援や適応に関する支援 など

をある程度実施 していく。そ ういう資金的支

援は,国 連の金融機関のGEFや 国連開発計画

(UNDP)だ とかが行 うのですが,お 金をいざ

出す,融 資の審査 をする ときに,「 あなたの

国はちゃんと削減計画 を提出 していますか」

とい うことをチェックして くれるわけです。

つ まり,削 減計画を提出するインセ ンティブ

を与 えることができる。そんなや り方で途上

国に排出削減の計画を作 らせるのが近道では

ないかと思います。計画だけつ くってもだめ

じゃないか という意見 もあるんですけれど

も,必 ず しもそ うで もな くて,削 減計画を提

出するということで,途 上国内にそ ういう政

治的な方向性 を作 り出 していけるだろうと思

います。過去の環境条約 を分析すると,そ う

いった効果が考 えられます。
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〔調査研究報告〕

太陽熱利用石炭ガス化炉の開発
一小型実験炉の運転実績

北田 俊二隣 欝 灘 毒雛 管研究員)

1.は じ め に

近年,地 球温暖化現象をは じめとする環境

問題が国際的に重要な課題となってきている。

地球温暖化防止京都会議(COP3)に おいて,

先進国の温室効果ガスの削減目標が設定 され

た。わが国の場合は,2010年 時点で1990年 に

比べて6%の 削減 目標が課せ られたことから,

特 に温室効果ガスの1つ であ る二酸化炭素

(CO2)の 排出抑制が幅広 く求め られている。

一方
,政 府の長期エネルギー需給見通 しに

よれば,2010年 度における1次 エネルギーの

供給 は石油が約45%,石 炭は約20%を 占める

と予測 されている。石炭は,単 位エネルギー

当たりのCO2発 生量が多い ものの,他 の化石

燃料 と比較 して可採埋蔵量 も多 く,世 界各地

に埋蔵 されているため,こ れをいかに有効に

利用 してい くかという課題が残されている。

このような背景 を踏まえ,当 研究所では,

平成12年 度 より5力 年計画で,石 炭および天

然 ガスか らCO2を 排出することなく,燃 料電

池等のエネルギー源 となるメタノールやデ ィ

ーゼル燃料 として注 目を浴びているジメチル

エーテル(DME)を 効率的に製造するプロセ

スの開発 を進めている。

本技術開発は,石 油に比べ膨大な埋蔵量が

期待 される石炭 とCO2を 含む天然 ガスの双方

を有効活用することを前提 に,太 陽の熱エネ

ルギーや水力や風力等の自然エネルギーで作

られる電力を用いて水を電気分解 し、その結

果得 られる酸素 と水素により,石 炭 と天然ガ

スを改質 し,メ タノールへの転換工程 におけ

るCO2排 出量をゼロとするものである。

温室効果ガスであるCO2の 排出を削減する

には再生可能エネルギー(太 陽エ ネルギー)

の導入が必須である。本技術開発 は,太 陽エ

ネルギーを化学エネルギーに転換 して次世代

液体燃料(グ リーンフユーエル)を 製造する

とともにCO2の 利用 ・回収を図ることを目的

としてお り,地 球温暖化防止対策に貢献する

技術である。

本稿では,独 立行政法人産業技術総合研究

所北海道センターと共同で研究 している太陽

熱利用石炭ガス化炉の開発 について,小 型実

験炉の運転実績を中心 に紹介する。

2.太 陽熱利用石炭ガス化炉とは

グ リー ン フ ユ ー エ ル(こ こ で は メ タ ノ ー ル

を想 定)を 製 造 す る プ ロ セ ス全 体 の 構 成 を 図

第26巻 第1号(2003)
一53一



1に 示す。まず,太 陽光発電,水 力発電,風

力発電 といった自然エネルギーから得 た電気

により,水 の電気分解 を行い酸素 と水素 を製

造する。次いで,太 陽光を集光させて得 られ

る高熱により溶融塩を加熱する。この高温の

溶融塩 により石炭 と水の混合物(石 炭水スラ

リー)を 予備加熱 した後,石 炭 ガス化炉に導

入する。石炭 ガス化炉において,石 炭 は電気

分解 により得 られた酸素 とスチームにより,

部分酸化反応 を起こし,水 素(H2)と 一酸化

炭素(CO)と 若干のCO2を 生成する。

一方
,硫 化水素 を分離除去 した天然 ガス を

高温の溶融塩 により予備加熱す る。 その後,

天然ガス水蒸気改質器 に導 き,メ タン(CH4)

を水蒸気(H20)で 改質 し,水 素(H2)と 一

酸化炭素(CO)を 生成させる。その際に不足

する熱量は,電 気分解 により製造 した酸素を

用いてメタンを部分燃焼 させて生 じる反応熱

で補 う。

石 炭 ガ ス 化 炉 お よ び 天 然 ガ ス 水 蒸 気 改 質 炉

よ り得 られ た 生 成 ガ ス(H2,CO)と,水 の 電

気 分 解 か ら製 造 したH2を 原 料 と して メ タ ノ ー

ル を合 成 す る 。 天 然 ガ ス 中 にCO2が 含 ま れ る

場 合 も,天 然 ガ ス の 使 用 量 が 増 す も の の,

CO2は 外 部 に 放 出 さ れ る こ と な く,メ タ ノ ー

ル に転 化 され る 。

石 炭 を ガ ス化 した場 合 は,生 成 す るCOとH2

の 比 は お よそ1:1.25と な る 。 こ れ に対 して,
亨

天然ガスの場合は,1:3と なる。CO,H2か

らメタノールを合成するには量論比は1:2

であるため,石 炭だけではH2が 不足 し,天 然

ガスだけではH2が 過剰 になる。さらに,石 炭

ガス化,天 然 ガス改質において必要な02を,

水の電気分解 により発生 させ,同 時に発生す

るH2を 加えて,最 適な石炭,天 然ガスの割合

が決まる(表1)。

一般 に,石 炭ガス化の方式 としては,固 定

床,流 動床,噴 流床の3種 類が挙げ られるが

/施 ぐ＼

!!い 零繍 嚇・ス弘

/ダ
ハ ・

灘駄騨

ひ

綴 気
載質器

メタノール
脅議塔

篇 「 ＼

　

図1グ リー ン フ ユ ー エル 製 造 プ ロセ ス の 構 成
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表1各 プraセ スの反応式

[石炭ガス化]

C2H(石 炭)+2H20→2CO÷5/2H2

[天然ガス改質]

CH4÷H20→CO+3H2

[メタノール合成]

CO÷2H2→CH30H

ガス化効率が高いので最近は噴流床がもっぱ

ら使用されることが多い。

噴流層における石炭の供給方法は大 きく乾

式 と湿式の2種 類 に分けられる。乾式 は微粉

炭をガス化炉に吹き込む方法で,湿 式はCWM

(石炭水スラリー)を 吹き込む方法である。ま

た,ガ ス化剤の種類についても酸素を用いる

ものと空気 を用いるものの2つ に分けること

ができる。乾式では,微 粉炭を主に窒素 を用

い高圧下でガス化炉へ送 り込 むが,こ のとき

に窒素ガスが混入することがあ り,窒 素化合

物(NH3,HCN)や その発生に伴 う窒素酸化

物(NOx)の 発生が増加するという問題があ

る。 さらに,ガ ス化炉に同伴 された窒素は,

全体プロセスの後段部分のメタノール合成ま

で行って しまい,ガ ス分離をしてメタノール

を液体 としては取 り出すが,残 っているガス

をまた循環使用するということで,窒 素が蓄

積 されて しまうので,メ タノール合成 プロセ

スからみた場合には窒素を極力下げる必要が

ある。

湿式供給法は,CWMが 液体のため,供 給時

の昇圧 ・流量調節が容易であ り,更 に輸送に

おけるハ ンドリング性が向上するとい うメリ

ットがある。だが,微 粉炭に比べCWM中 の水

分の蒸発潜熱ロスがあるため,エ ネルギー効

率の観点から不利とされている。

昇圧が容易で普及 しているテキサコ法やダ

ウ法 に代表 される湿式酸素吹 きガス化法は,

その蒸発潜熱ロス を補 い,か つ吸熱反応であ

る石炭のガス化反応 を持続 させ るため,酸 素

消費量 を多 くして部分燃焼をさせ,ガ ス化反

応温度の低下を回避 しているが,そ の分ガス

化効率が低下 してしまう。それに対 して,シ

ェル法やプレンフロー法に代表される乾式 ガ

ス化法では,ガ ス化効率 は高 く維持で きるが

生成ガス中に窒素の混入が避け られないとい

う問題点が発生する。

そこで,前 述のようにCWMを 太陽熱利用溶

融塩で予備加熱 してからガス化炉へ供給する

ことにより,ガ ス化炉内での水の蒸発潜熱ロ

スによる温度低下を防止 し,結 果 として高い

ガス化効率,窒 素の混入防止,運 転の操作性

向上を兼備する新型ガス化炉システムが可能

になる。

具体的には,従 来の湿式酸素吹きガス化炉

に比べ,ガ ス化効率 を10%以 上向上 させ,酸

素消費量をIO%以 上削減することを目標にし

て開発を行っている。

3.小 型実験炉の運転

太陽熱利用石炭ガス化炉 の開発 にあた り,

電気加熱式の溶融塩炉によりCWMを 予備加熱

する小型石炭ガス化実験炉 を製作 し,産 業技

術総合研究所北海道センター内において,平

成13年7月 よ り運転 を開始 し、現在に至 って

いる。この装置の概略図を図2に 示す。

反応管およびゴール ドファーネス(金 を蒸

着 した透明電気炉)を 収めた覗 き窓付の耐圧

容器を図3に,ま たゴール ドファーネス外観

第26巻 第1号(2003)
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図2小 型石炭ガス化実験炉の概略フロー

を図4に 示す。

反応管は石英製でその周 りをゴール ドファ

ーネスで囲い,反 応管からの熱損失 を補 う形

にしている。反応管の内部 と外部の差圧が一

定範囲内に入るようになるよう,予 め窒素で

加圧 した。反応管内部温度が約700℃ になると

ゴール ドファーネスを可視光が透過するよう

になり,反 応管内部が 目視確認で きるように

なるので,こ の時点でバーナーノズルに酸素

およびメタンを導入 し,着 火 させた。次いで

ポンプにてガス化原料 を溶融塩加熱器(CWM

加熱器)へ 供給 し,予 備加熱を行 った後,反

応管に導入 した。その後,助 燃剤 としてのメ

タンの供給を停止 して,酸 素による石炭のガ

ス化を行 った。ガス化反応 により生成 したガ

ス(主 にH2とCO)を 一部抜出し,ガ スクロ組

成分析を行 うとともに,積 算流量計で生成ガ

ス量 を測定 した。

図3耐 圧容器の外観

/∵Y縣 凋 罵

越1繕 響i

∴ 萎".

、㌔＼・,ン ド

嵐雛 難難
ご搬糎 蒙 一

図4ゴ ール ドフ ァー ネ ス の 外 観
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表2ETG導 入によるガス化実験の条件

[供 試 原 料]

エ チ レ ン グ リ コ ー ル水 溶 液(ETG)

濃 度66.7wt%

(C2H602沸 点97.2℃ 、 発 熱 量5487kcal/kg)

[実験 条件]

圧 力

ガス化炉 内上 部温 度

ETG供 給 量

02供 給 量

ETG供 給 温 度

4.得 られた成果 と今後の見通 し

小型石炭ガス化実験炉にCWM擬 似原料とし

てエチレングリコール水溶液(ETG)を 導入

して,ガ ス化実験 を行い,原 料の予備加熱が

ガス化性能に与 える影響を検証 した。その実

験条件 を表2に 示す。

原料ETGを 蒸発 させないケース(95℃)お

よび170℃ に予備加熱 し原料中の水分 を完全に

蒸発 させたケースでのガス化実験 を行い,両

者 を比較 した。図5に 予備加熱による含水分

の蒸発効果の差 による火炎の差異 を示す。予

備加熱 したケース(a)で は,ETGは もとより

含水分 も十分に蒸発 しているため,ノ ズルか

らほぼ均一に安定的に原料が噴霧されている。

一方
,直 接噴霧 した場合(b)に は,ノ ズル先

端部か らの液滴の落下が認められ,相 当量の

原料が未反応のまま反応管を通過 している。

次に,原 料ETGを170℃ に予備加熱 し原料中

の水分を完全に蒸発 させた上で,反 応管に導

入 してガス化反応 を行わせたときの反応管内

の温度分布 を図6に 示す。◎で示 される線が

ETGを 完全燃焼 させるのに近い酸素量を供給

している場合の温度プロフィルであ り,一 方,

○で示される線は原料 に対 して酸素量を絞っ

たいわゆるガス化条件での温度プロフィルを

O.03～OlOMPa(最 大2MPaま で 可)

870～960。C

O。2～1.Okg/h

O.02～0。12Nm3/h

95℃ 、160℃

騨難欝灘1ξ讐 瓢

擁 冠 鳶鷺 瓢襟薯ぎ1.1⑩

図5含 水分の蒸発効果の差による火炎の差異
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図6ガ ス 化 反 応 時 の 反 応 管 内 の 温 度 分 布
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示 している。ガス化バーナーのノズル先端か

ら400mmの 領域 にお い て は,燃 焼条 件

(C/02=1。0)の 炉 内温度 よ りガス化条件

(C/02・・2.0)の 炉内温度が低 く、この領域で

吸熱反応であるガス化が充分進行 しているこ

とがわかる。

次に,C/02比 を変化 させたときの生成 ガス

中の炭素量バランスを図7に 示す。C/02比 の

増加 とともにガス化が進み,CO2生 成量 は減

少 し,COお よびCH4生 成量が増加する。これ

らCO2,CO,CH4等 の合計生成量はC2H6の 上

部の折れ線で示されるが,原 料中の炭素量 と

比較 して0。9から0.95であることか ら,概 ね炭

素バランスはとれていると判断できる。

ここではガス化性能を評価する指標 として

冷ガス効率,ヒ ー トロスを用いているが,そ

れらの定義は表3の とお りである。

また,冷 ガス効率の推算値は,㈱KEMの

ガス化 シミュレータに,石 炭,水 蒸気,酸 素

等の供給速度,石 炭性状(工 業分析値,元 素

分析値,発 熱量),想 定ヒー トロスを入力 して

算出 した。

他方,ヒ ー トロス,冷 ガス効率は,石 炭,

水蒸気,酸 素等の供給速度と供給温度,石 炭

性状(工 業分析値,元 素分析値,発 熱量),反
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図7炭 素比による生成ガス中の成分分布

ガス化性能の評価指標の定義

冷ガス効率一 生成ガスの高発熱量(H2,C・ ・cH4等)×1。 。(%)原料の高発熱量(石 炭
,CWM等)

原料の持込総熱量一生成ガスの持出総熱量
×100(%)ヒー トロス=

原料の持込総熱量

持込総熱量驚持込顕熱(石 炭,水)+持 込潜熱(水 蒸気)+持 込発熱量(石 炭)

持出総熱量=持 出顕熱(生 成ガス,灰 分,未 燃炭素分)+持 出潜熱(水 蒸気)+持 出発熱量(生 成ガス+未 燃炭素分)

一58一
季報エ ネルギー総合工学



応温度,生 成ガス量,生 成ガス成分分析値の

実験データか らマスバ ランス,エ ンタル ピー

バランスをとって計算 した。

これらのガス化反応性能をヒー トロス と冷

ガス効率の関係で示 したのが図8で ある。 ま

た,酸 素消費量 とヒー トロスの関係 を図9に

示 した。この図における直線はゴ上述の石炭

ガス化シミュレータを用いて計算 された推算

値を表 してお り,● や○で示 された点は,小

型石炭ガス化実験炉を使用 して得 られた実験

値である。予備加熱をしたケース,し なかっ

たケース,い ずれの場合で も,実 験値 とガス

化 シミュレータによる推算値 とが非常に良い

一致を示 した。

実験の結果,原 料ETGを170℃ に加熱するだ

けでも,既 存のスラリー法(常 温供給)と 比

べ,ガ ス化効率がほぼ10%向 上 し,酸 素消費

量が約12%削 減される効果が得 られた。

一般に小型ガス化実験装置 においては,ヒ

ー トロスが大 きく,最 大30%を 超えることも

ある。加圧 により反応管外気である窒素の密

度上昇によって反応管表面やゴール ドファー

ネスから耐圧容器への放熱量が増 える結果,

ヒー トロスの増加 を招いているものといえる。
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ヒー トロ ス[%]

図8冷 ガ ス 効 率 と ヒ ー トロ ス

40

商業装置のガス化炉では,断 熱性能が上がる

ため,ヒ ー トロスが少 なくなる。例えばテキ

サコ法ガス化炉では約5%と いわれているの

で,本 方式のガス化炉 を商業規模 にスケール

アップした場合,高 いガス化効率が期待で き

る。

開発 目標通 りの成果が得 られた場合の経済

効果を試算 したのが表4で ある。湿式酸素吹

きガス化炉 としてテキサコ炉を比較対照にし

て生成ガス量を一定 にすると,CWM予 備加

熱式の新 しいガス化炉では,石 炭投入量お よ

び酸素消費量が相当量減少するため,大 幅な

原料費削減が図れる。ちなみに1時 間あたり

iOOト ンの石炭処理量では年間約12億 円の原料

費が削減できる。

再生可能エネルギーである太陽熱を取 り入

れて,CWMを 予備加熱 した後,気 固混合相で

供給することを特徴 とする湿式酸素吹 き石炭

ガス化炉の開発においては,CWMの 安定供給

技術が最 も重要である。 これまでにオー トク

レープを用いたバ ッチ式の噴霧予備加熱実験,

高温高圧噴霧実験等 を実施 して,技 術の蓄積

を図ってきた。

現在,CWMの 連続噴霧実験装置(石 炭供給

50

6鉱

40
の

8

邑3◎

劇

瓢20

渓

鰹IO

02468

ヒー トロス[%]

図9酸 素 消 費 量 と ヒ ー トロ ス
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表4経 済効果の試算

ケース
CWM予 熱無し

(テキサコ炉)

CWM予 熱有り

(薪型炉)
予熱のメリット

石炭投入量 肇◎◎ 七/h 84毛/h 一壌6t/h

酸素消費量 肇1◎ 宅/魁 7肇.4t/わ 一3&6t/h

冷ガス効率 7t7◎ 粍 85.3◎% {3.6◎ 瓢

ガス化反応時間 2,◎seo 7,8sec 5.8§ec

生成ガス発熱量(Gcal/h) 5◎◎Gcal/れ 5◎◎G㈱1/熱 ◎Gcal/h

酸素5湾i費額(5円/Nm3) 385,◎◎0円 漁 249,9◎0円/め 一壌35
,壌◎0円/熱

石炭使用額G5◎0円/t) 壌50,◎◎0円/h 肇26ρ◎◎ 円/わ 一24
,0◎◎ 円/熱

原料費合計(時間) 53δゆ◎◎ 円/わ 375,9◎ ◎ 円/わ 一159
,董◎0円/h

原料費禽計(年間) 42.8億 円/y 3頓 億円/y 一壌2.7億 円/y

量2ト ン/日)に よる加熱供給試験 を実施 して

お り,実 用化へ向けた一層のステ ップアップ

が期待 される段階に至っている。

5.お わ り に

CWM予 備加熱式石炭 ガス化炉の開発 は,

CWMを 常温でスラリーのまま供給する湿式供

給法と石炭を窒素により搬送する乾式供給法、

両方が抱える従来技術の問題点 を解決するた

め、CWMを 太陽熱により予備加熱 し,気 固混

合相で供給することで,ガ ス化効率の向上お

よび窒素の混入防止 を図る点に新規性がある。

小 型石炭 ガス化実験炉(石 炭処理量:約

0.05ト ン/日)にCWM擬 似原料 としてETGを 導

入 して,ガ ス化実験 を行い,原 料予備加熱が

ガス化性能 に与える影響 を検証 した。ETGを

溶融塩加熱器に通 して約170℃ に予備加熱する

ことにより,既 存の予備加熱 を行わない方法

に比べて,冷 ガス効率がほぼ10%向 上 し,酸

素消費量が約12%削 減 されることが確認 され

た。以上の実験結果は,ガ ス化 シミュ レータ

の推算値 とも良く一致 してお り,CWMの 連

続予備加熱供給方式が確立で きれば,本 ガス

化炉の実用化の可能性 は極めて高い。

最後 に,本 内容 は当研 究所 が新エ ネルギ

ー ・産業技術総合開発機構(NEDO)お よび

経済産業省か ら受託 した 「石炭 ・天然 ガス活

用型二酸化炭素回収 ・利用技術の開発」の研

究成果の一部であ り,関 係各位のご支援 ・ご

協力に感謝 します。
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〔内外情勢紹介〕

わが国における実用発電用原子炉 に係 わる

安全規制 とその動向
丈

気

羽 鳥 喜 紀((助 エネルギー総合工学研究所プロジェクト試験研究部 主任研究員)

1.は じ め に

わが国の原子力利用 に対する安全規制への

取 り組みは,1955年 に制定 された原子力三法

に端を発する。原子力三法 とは,「原子力基本

法」,「原子力局設置に関する法律」,「原子力

委員会設置法」であ り,こ れらによって,原

子力の利用 目的や基本方針等が方向付 けられ,

原子力行政 を担 う組織 として総理府 に原子力

局が発足 し,さ らに,原 子力の研究,開 発及

び利用 に関す る行政の民主的な運営 を図るた

めの組織 として総理府に原子力委員会が発足

した。その後,原 子力基本法の精神に則 って

安全規制を実施するための法整備が進められ,

1966年9月 にわが国初の実用発電用原子炉

(以下,「 商用原子炉」 と称する)が 運転 を開

始すると,発 電分野での原子力利用が本格化

していった。

わが国初の商用原子炉が運転を開始 してか

ら今年で37年 が経過 しようとしている。 この

間,原 子 力船 「むつ」 の放射 線漏 れ事 故

(1974年3月)を 契機iとして原子力安全委員会

が発足 し,ジ ェー ・シー ・オー(JCO)臨 界

事故(1999年9月)を 契機 として保安規定の

遵守状況を検査する制度が創設 され,2001年

1月 の中央省庁再編時に,そ れまで科学技術

庁 と通商産業省 に分かれていた安全規制部門

が経済産業省内に新設された原子力安全 ・保

安院に一元化 される等,安 全規制制度や組織

が見直されて きた。今 日でも,原 子力安全 ・

保安院の発足 を契機 として策定 された安全規

制の目指すべ き方向性等に基づ き,さ らなる

安全規制の見直しが実施されている。

本稿では,わ が国における商用原子炉 に係

わる安全規制の現状 と中央省庁再編以降の安

全規制の見直しについて紹介する。

2.わ が国における商用原子炉の安全規

制の現状

(1)安 全規制の全体概要

原子力発電所 の建設および運転における安

全確保は,電 気事業者による自主保安管理 を

前提 としているが,経 済産業大臣(実 質的に

は経済産業省原子力安全 ・保安院)が,「 核原

料物質,核 燃料物質及び原子炉の規制 に関す

る法律」(原 子炉等規制法)な らびに 「電気事

業法」の関係法令に基づ き,原 子炉の設置か

ら解体に至るまで一貫 した安全規制を実施 し

てお り,内 閣府の原子力安全委員会が,規 制
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当局から独立 した立場で原子力安全 ・保安院

が行 った安全規制活動 を二重に確認 している。

原子炉等規制法 と電気事業法は安全規制 を

実施する上での法的両輪であ り,規 制対象物

に応 じて適用 される法律や条項が異なる。原

子炉等規制法 ならびに電気事業法で規定され

ている条項を表 董に示す。

原子炉等規制法は,核 物質や原子炉 につい

て,平 和 目的に限った利用かつ計画的利用の

確保,災 害防止 と公共の安全確保等を目的 と

してお り,製 錬,加 工,原 子炉の設置および

運転,貯 蔵,再 処理および廃棄 といった規制

される事業毎 に規制事項が規定 されている。

原子炉の設置から解体 までの安全規制は 「第

4章 原子炉の設置及び運転等 に関する規制」

(第23条 ～第43条 の3)の 規定に基づいて実施

されている。このうち,設 計および工事の方

法や検査(第27条 ～第29条)に 係わる条項は

二重規制を避けるために第73条(適 用 除外)

の規定により商用原子炉には適用 されず,電

表1原 子炉等規制法ならびに電気事業法の規定条項(抜 粋)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

(昭和32年 法律第166号)

第鷹 総員ll

第2童 精錬の事業に関する規制

第3童 加工の事業に関する規制

第4章 原子炉の設置、運転等に関する規制(第23条 ～第43条の3>

第23条 設置の許可

第24条 許可の基準

第25条 許驚の欠格条項

第26条 変更の許可及び届出等

第27条 設計及び工事の方法の許可

第28条 使用前検査

第28条の2溶 接の方法及び検査

第29条 定期検査
＼

第27条～第29条は案用発電
ヨ

第30条運輻酒 懸叢輝 懸 姦認
第31条 合併 れる。

第32条 相続

第33条 許可の取消 し等
第34条 記録

第35条 保安及び特定核燃料物質の防護のため1講 ずべき措

第36条 施設の使用の停止等

第36条の2原 子力船の入港の届出等

第37条 保安規定

第38条 原子炉の解体

第39条 原子炉の譲受け等

第40条 原子炉主任技術者

第41条 原子炉主任技術者免状

第42条 原子炉主任技術者の義務等

第43条 原子炉主任技術者の解任命令

第43条の2核 物質防護規定

第43条の3核 物質防護管理者

第4章の2貯 蔵の事業に関する規制

第5章 再処理の事業に関する規制

第5章の2廃 棄の事業に関する規制

第6章 核燃料物質等の使用等に関する規制

第6章の2国 際規制物資の使用等に関する規制等

第6章の3指 定検査機関等

第7章 雑則

第8章 罰則

第9章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

附則

電気事業法

(H召罪[i39年法律第窪70号)

第瞳 総則

第2箪 電気事業
第1節 事業の許可等(第3条 ～第17条)

第3条 事業の群可

第4条 許可の申請

第5条 許可の基準

第6条 許可証

第9条 電気工作物等の変更

(第7条、第8条、第te条 ～第17条 記載省略)

第2節 業務

第葉款 供給

第2款 広域的運営

第3款 監督

第3節 会計及び財務

第3章 電気工作物

第1節 定義

第2節 事業用電気工作物(第39条 ～第55条の2)

第1款 技術基準への適合

第39条 事業用電気工作物の維持

第40条 技術基準適合命令

第嗣条 費用の負担等

第2款 自主的な保安(第42条 ～第46条の22)

第42条 保安規程

第43条 主任技術者

(第44条～第46条 の22'記 載省略)

第3款 工事計画及び検査(第47条 ～第55条)

第47条 工事計画

第48条 工事計画の届出

第49条、第50条 使用前検査

第50条の2使 用前安全管理検査

第51条 燃料体検査

第52条 溶接安全管理検査

第53条 自家用電気工作物の使用の開始

第54条 定期検査

第55条 定期安全管理検査

第3節 一般電気工作物

第4章 土地等の利用

第5章 指定検査機関、指定安全管理審査機関、

指定試験機関及び指定調査機関

第6章 削除

第7章 雑fil]

第8章 罰則

附則
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気事業法の当該規定が適用されている。

一方,電 気事業法は,電 気事業の適正かつ

合理的運営 によって,電 気の使用者の利益 を

保護 し,電 気事業の健全 な発達を図るととも

に,電 気工作物の工事,維 持および運用を規

制することによ り,公 共の安全確保 と環境の

保全 を図ることを目的としている。原子力発

電所に施設される電気工作物 に係わる規制は,

主 として,「 第2章 第1節 事業の許可等」,

「第3章 第2節 事業用電気工作物」(第39条

～第55条 の2)の 規定に基づいて実施される。

なお,「第3章 第2節 第3款 工事計画及び検

査」の一部が原子炉等規制法の適用除外範囲

に相当する部分である。

② 建設段階における安全規制

原子炉の設置が許可 されると,公 共の安全

確保上特に重要な事業用電気工作物の設置ま

たは変更工事 を実施 しようとす る場合には,

電気工作物変更の届出に続いて工事計画の認

可申請が行われる。経済産業大臣は,そ のよ

うな事業用電気工作物が電気事業法第39条 第

1項 の経済産業省令で定める技術基準に適合

しない ものでないか,電 気の円滑な供給 を確

保するため技術上適切なものであるか等の認

可基準に基づいて申請内容 を審査する。この

審査において適用される技術基準 は,以 下の

とお りであ り,後 述する使用前検査や定期検

査等の検査の合格基準 ともなっている。

(2)安 全規制の概略

経済産業省,原 子力安全委員会が,商 用原

子炉施設の計画,建 設および運転の各段階で,

どの ような安全規制 を実施 しているか図1に

まとめた。

(a)発 電用原子力設備に関する技術基準

(b)発 電用火力設備に関する技術基準

(c)発 電用核燃料物質に関する技術基準

(d)電 気工作物の溶接 に関する技術基準

(e)電 気設備に関する技術基準

① 計画段階における安全規制

「電源開発促進法」に基づいて電源開発基

本計画が決定され,電 気事業者か ら経済産業

大臣に対 して原子炉の設置許可 申請が行われ

ると,経 済産業大臣は,平 和利用,原 子力の

計画的開発 ・利用への影響,技 術 的能力,当

該原子炉施設の構造や設備等が災害防止上支

障ない ものであること等の許可基準 に適合 し

ているかを審査する。 これ らの基準 には,原

子力安全委員会が決定 した安全審査指針,同

委員会が了承 した専門部会報告書等が適用 さ

れる。その後,安 全審査結果 を原子力安全委

員会お よび原子力委員会に諮問 し,各 委員会

からの答 申を踏まえ,文 部科学大臣の同意を

得て設置を許可する。

工事計画が認可 されると電気事業者はその

計画 に従って工事 を実施することとなる。工

事の進捗に応 じて,工 事が計画通 りに実施さ

れているこ とを確認するための使用前検査,

燃料材,被 覆管,そ の他燃料体構成部品につ

いて加工工程毎に行われる燃料体検査,高 濃

度の放射性物質を内蔵 している格納容器等や

高温高圧の蒸気等を内蔵 している耐圧容器類

の健全性 を確認するための溶接検査を受検す

ることとなる。検査結果が前述の技術基準に

適合 しないものでない場合 には合格となる。

これ らの検査の他,原 子力発電所を安全に

運転するために定められる保安規定の認可,

核物質防護上必要な事項 を定めた核物質防護

規定の認可等が行われる。
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図1商 用原子炉の安全規制の概略

一64一 季報エネルギー総合工学



原子力安全委員会は,JCO臨 界事故以前 は

主に規制当局による設置許可 に係る審査の確

認 を実施 していたが,同 事故 を契機 に建設段

階および運転段階における安全規制活動 につ

いて も,進 捗状況や実施状況等を把握および

確認することとしている。

③ 運転段階における安全規制

原子力発電所が運転 を開始すると,原 子力

発電所の維持および運用 を適切にし,安 定運

転 を確保するため,原 子力発電所の電気工作

物のうち,保 安の確保および電気の円滑な供

給確保の観点から重要なものについて,一 定

の時期毎に経済産業大臣が行 う検査(定 期検

査)を 受けることが事業者 に対 して義務づけ

られている。定期検査の対象設備は電気事業

法施行規則第89条 ～第90条 で規定 されてお り,

蒸気 タービン,原 子炉お よびその附属設備

(原子炉冷却系統,計 測制御系統,原 子炉格納

施設,非 常用予備発電装置等)と なっている。

検査方法は,対 象設備の安全機能の重要性,

プラン ト全体の総合性能への影響,過 去の検

査経験 ・運転経験を踏まえ,立 会検査,記 録

確認検査および事業者点検結果確認に分類 さ

れている。沸騰水型軽水炉(BWR)の 主な定

期検査項 目と検査方法を表2に 示す。

保安検査 は,① 物件検査,② 立入,③ 関係

者への質問,④ 資料提出 といった検査方法を

表2定 期検査の概要(BWRの 場合)
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立会検査 検査官 自らが検査前条件 、
検査手順等 を確認の上 、検

査判定基準 に照 らし支障の
ないものであるこ とを確認

安全機能の重要度が

高いもの
※注

(重要度分類 クラス1)

原子炉本体
燃料集合体外観検査

原子炉停止余裕検査

原子炉冷却系統設備 自動滅圧系機能検査

計測制御系設備 原子炉保護系インター ロック機能検査

原子炉格納施設
原子炉格納容器漏えい率検査

原子炉格納容器隔離弁機能検査

非常罵予備発電装置 非常馬デ ィーゼル癸電機機能検査

原子炉本体他 総合負荷性能検査

記録確認
検査

検査官 は、検査前条件 、検
査手順及 び検査結果に支瞳
がないことを事業者が作成

した記録 により確認

安全機 能の重要度が
高い ものの うち、過
去の検査経験 ・運転

経験等か ら記録確認
検査でも支障 ない と
判断 したもの

(重要度分類クラス1
及び2)

原子炉本体

燃料集合体炉内配置検査

第1種 機器供罵期間中検査

主蒸気安全弁機能検査

原子炉冷却系統設備 主蒸気安全弁分解検査

計湖制御系設備 制御棒駆動水圧系機能検査

燃料設備 燃料取扱装置機能検査

放射線管理設備 非常用ガス処理系機能検査

廃棄設備 気体廃棄物処理系機能検査
原子炉格納施設 原子炉格納容器隔離弁分解検査
非常用予備発電装置 非常用デ ィーゼル努電機分解検査

事業者点検
結果確認

検査官は、事業者が 自ら作

成 した点検要領 に従 って点
検 を実施 し、かつ結果に支
障がないことを記録によ り

確認

比較的安全機能の重要

度が低 いもの及び過去
の検査経験 ・運転経験
等か ら記録確認検査で

支障ないと判断 したも
の
(重要度分類クラス3等)

原子炉本体 燃料集合体シ ッピング検査

原子炉冷却系統設備

原子炉冷却材再循環ポンプ分解検査

主蒸気隔離弁分解検査

主蒸気隔離弁漏 えい率検査(停 止時)

給水ポンプ分解検査

計測制御系設備 制御用空気圧縮系機能検査

燃料設備 原子炉建屋天井 クレー ン機 能検査

放射線管理設備 屋外モニタ機能検査

廃棄設備 液体廃棄物処理系機能検査

固体廃棄物処理系焼却炉機能検査

※注)原 子 力安全委員会 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類 に関する審査指針 について」における分類 である。

重要度分類 クラス1:炉 心、燃料等の健全性に直接影響す る設備。原子炉の緊急停止 、崩壊熱除去 等の設備。

重要度分類 クラス2:炉 心、燃料等の健全性に間接的 に影響する設備。異常状態の対応上重要な設備。

重要度分類クラス3=放 射性物質 の貯蔵、プラン ト制御に係る設備。異常の影響緩和の機能 を有する設備。
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適宜組み合わせ,保 安規定の遵守状況 を検査

するものであ り,主 要な原子力施設の所在地

に配置 された原子力保安検査官によって年に

4回 実施 されている。平成ll年9月 に発生 し

たJCO臨 界事故以前は原子炉設置者 に保安規

定の遵守を義務付けるのみであったが,同 事

故の原因が法令で許可された作業手順 を遵守

しないで作業 を実施 していたことに鑑み,同

検査 を実施することとした。

3.中 央省庁再編以降の安全規制の見直 し

同報告では,安全規制制度の方向性に関して,

以下のような事項の検討の必要性や重要性等,

種々の方向性が示 された。

(a)事 業者による品質保証活動など,ソ フ ト面

に着目した規制

(b)最 新の技術的知見を反映 した効果的な規制

(c)安 全規制に係る国際的な検討結果の適切な

反映 と我が国からの情報発信

(c)高 レベル放射性廃棄物等の処分事業に対す

る安全規制

(1)安 全規制の目指すべき方向性の検討

発電分野での原子力の利用が成熟 していた

1990年代後半,JCO臨 界事故の発生,使 用済燃

料輸送容器や英国製MOX燃 料に係わる記録の

改 ざんといった安全管理や品質保証上の問題に

より,原 子力安全に対する国民の信頼は揺 らい

だ。 さらに,メ ーカー間の国際競争やエネルギ

ー間の市場競争の激化 ,原 子力発電所の廃止措

置や高 レベル廃棄物の処分事業の現実化等,原

子力を取 り巻 く環境 も変化 していた。

このような背景の下,中 央省庁再編直後の平

成13年1月,経 済産業大臣の諮問機関である,

総合資源エネルギー調査会の下に設置された原

子力安全 ・保安部会において,昨 今の環境変化

を踏 まえた今後の原子力の安全確保および電力

の保安の在 り方について検討が開始された。同

部会は,今 回の諮問がエネルギー利用に関する

原子力安全規制が原子力安全 ・保安院に一元化

されて初めてのものであったことから,今 後の

原子力安全規制の目指すべ き方向,原 子力安全

基盤の現状 と課題および今後の方向性について

「原子力の安全基盤の確保について」(平 成13年

6月27日)に まとめ,経 済産業大臣に答申した。

(2)安 全規制の目指すべき方向性の具体化

上記原子力安全 ・保安部会での検討結果を踏

まえ,同 部会の下に新たに設置された 「検査の

在 り方に関する検討会」,同部会の下に設置さ

れた原子炉安全小委員会等においてさらに検討

が行われた。「検査の在 り方に関する検討会」

は昨年6月 に検討結果の中間取 りまとめを行

い,原 子炉安全小委員会は昨年7月 に検討結果

をまとめている。ここでは,昨 年7月 までの検

討結果の概要について紹介する。

① 「検査の在り方に関する検討会」での検討結

果

「検査の在 り方に関する検討会」においては,

検査制度の見直 しの方向性について審議され,

「検査の在 り方に関する検討会中間とりまとめ」

(平成14年6月19日 〉にまとめられた。同年6

月25日,原 子力安全 ・保安部会はその取 りまと

め内容を同部会報告 としている。

同報告では,事 業者は事業全般にわたって自

律的に安全確保 に取 り組む責任 を負 ってお り,

規制当局は規制を実効的かつ効果的に行い,事

業者が確実に保安活動を行 うよう監視,規 制す
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る役割を負うとした上で,原 子力施設の安全確

保 システムをより～層実効的なものとするた

め,『事業者が保安活動を適切に実施するよう

促 していく仕組みを構築することを基本的な方

向とすべきである』 とし,「あらかじめ決めら

れた施設の健全性 を,あ らか じめ決められたと

お りに確認することを中心 とする検査」から

「施設の健全性だけでなく,施 設の設置のプロ

セスや事業者の保安活動全般を,抜 き打ち的手

法も活用 し確認する検査」へと見直すべ きとの

方向性が示された。また,検 査の実効性を向上

させるための対応 として,以 下の8項 目の対応

策が示されている。

(a)品 質保証活動の充実

(b)抜 き打ち的手法の導入

(c)定 量的なリスク評価の活用

(d)安 全確保水準(パ フォーマンス)の 評価に

応 じた検査の適用

(e)基 準 ・規格の整備

(f)法 律に基づ く措置の機動的な実施

(g)軽 微な トラブルから得られる教訓の活用

② 原子炉安全小委員会における検討結果

原子炉安全小委員会においては,規 制当局が

事業者に対 して要求する技術上の基準(規 制基

準)の 在 り方が審議 され,「原子力発電施設の

技術基準の性能規定化 と民間規格の活用に向け

て」(平成14年7月22日)に まとめられた。

同報告では,設 備の構造や材料等に関する具

体的な仕様 を規制基準 として規定することは,

その規制基準の改訂が迅速に行われない場合に

は,最 新の知見の反映遅延により,技 術進歩へ

の迅速かつ柔軟な対応 を困難にさせるとの問題

を指摘 し,安 全確保の実効性を高めるためには

新 しい技術を適切に反映することが必要である

としている。また,こ のような問題 を解決する

ため,今 後,規 制基準を性能規定化 し,そ の規

定 を実現するための具体的な仕様規格 として,

公平性,公 正性,公 開性を重視 したプロセスで

策定された日本機械学会規格を活用することを

基本的な方針とした。なお,こ こで言う日本機

械学会規格とは,米 国機械学会(ASME)の ボイ

ラー ・圧力容器規格SectionIIIの 最新情報 を取

り込 んだ 「発電用原子力設備規格 設計 ・建設

規格JSMESNC1-2001」,ASMEボ イラー ・圧力

容器規格SectionXIの 最新情報 を取 り込 んだ

「発電用原子力設備規格 維持規格JSMESNAI-

2000」 である。

(3)事 業者自主点検の法制化と維持基準

① 法制化の経緯と法制度の概要

電気事業者は,国 による定期検査の実施時期

に,定 期検査の対象設備を含む原子力発電所の

各設備について,そ れらの健全性を確認し,機

能の維持および信頼 性の維持向上を図るため,

定期点検や整備(事 業者 自主点検)を 実施 して

いる。この事業者自主点検に関連 して,上 記検

討会や小委員会での検討が一段落 していた昨年

8月,事 業者自主点検時に発見された炉心シュ

ラウドのひび割れに係わる点検記録や国への報

告等において,不 適切な取 り扱いがあったこと

が公表 された。その後,原 子力安全 ・保安部会

の下に設置された原子力安全規制法制検討小委

員会において,不 適切な取 り扱いに至った背景

の分析が行われるとともに,再 発防止策が検討

された。安全確保活動における品質保証体制の

重要性について認識が欠如 していたこと,自 主

点検が適正に行われることを確保するための仕

組みが十分に整備されていなかったこと,技 術
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(進展予測結果)

(出所:総 合資源エ ネルギー調査会原子力安全 ・保安部会 検査の在 り方に関する検討会(第8回)配 付資料)

図2供 用中の施設に関する検査の実施イメージ

基準等の適用方法や運転開始後の健全性確認の

方法が不明確であったこと等の背景分析を踏ま

え,再 発防止策の具体化に向けて,昨 年12月,

電気事業法および原子炉等規制法が改正される

とともに「独立行政法人原子力安全基盤機構法」

が成立 した。

同法改正の結果(図2参 照),こ れまでの

「事業者 自主点検」は 「定期事業者検査」 とし

て位置づけられ,特 定電気工作物(発 電用原子

炉およびその附属設備であって一定のもの等)

の定期的な自主検査,そ の検査結果の記録 ・保

存および電気事業法第39条 第1項 の技術基準へ

の適合性確認が事業者に対 して義務づけられ

た。また,定 期事業者検査時に発見されたひび

割れや亀裂等の不具合について,設 備の健全性

評価を行い,そ の結果を記録 ・保存,報 告する

ことも義務づけ られた。設備の健全性評価は,

ひび割れや亀裂等の進展を工学的に予測 し,予

測後の強度が構造物の破壊限界を考慮 して一定

の裕度をもって設定された安全水準を満たして

いるか否かを判断するものである(図3参 照)。

また,国 は,特 定電気工作物の安全管理を旨と

して,定 期事業者検査の実施に係る組織,検 査

の方法,工 程管理他の事項について審査するこ

ととした。この定期事業者検査の実施に係る事

項を審査する機関が新法を根拠として設立 され

る原子力安全基盤機構で ある。これらの定期事

業者検査に関連 した法改正の他,国 は,毎 年度,

電気事業法に基づいて原子力発電工作物に係る

認可,検 査および審査の前年度の実施状況を,

原子炉等規制法に基づいて原子力施設の保安規

定等の認可および検査の前年度の実施状況を原

子力安全委員会へ報告 して意見聴取を実施する

ことにより,安 全規制を強化することとした。
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(出所:原 子力安全規制法制検討小委員会中間報告(平 成14年10fi31H)

図3構 造物の強度の経時変化

②法制度の施行に向けた取り組み

上述のように,電 気事業者には設備の健全性

評価を実施することが義務づけられたが,こ の

評価を実施する際に活用される基準が,い わゆ

る 「維持基準」 と呼ばれているものである。現

在,定 期事業者検査 に関する法令の本年10月 の

施行に向けて,前 述の原子力安全小委員会にお

いて,具 体的な健全性評価の方法を定める前述

の日本機械学会規格(「発電用原子力設備規格

維持規格JSMESNA1-2000」)を 規制基準 とし

て活用すべ く,そ の技術的妥当性他について検

討が行われている。また,前 述の 「検査の在 り

方に関する検討会」においては,定 期事業者検

査に係る範囲,時 期,方 法,記 録の保存期間等

を含め,検 査制度の見直 しの方向性 をより具体

化すべ く検討が行われている。

4.お わ りに

わが国においては,原 子力安全 ・保安院の発

足を契機として策定された安全規制の目指すべ

き方向性等に基づいて種々の検討がなされてお

り,一 部法改正 も実施された。原子力発電は最

も経済的な電源 として評価 されており,平 成12

年11月 に原子力委員会において策定された 「原

子力の研究,開 発及び利用 に関する長期計画」

においてはわが国の基幹電源として位置づけら

れている。また,地 球温暖化防止の観点からも

その推進が求められている。原子力発電が我が

国の経済活動の活性化や地球温暖化問題への解

決に寄与するよう,的 確な安全規制制度の実現

が期待される◎
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〔事業計画〕

平成15年 度 事業計画の概要

(財)エ ネルギー総合工学研 究所

本研究所 は,エ ネルギーに関連する情報の

収集,加 工,提 供,及 びプロジェク ト調査研

究 を推進 し,併 せてエネルギー技術の普及啓

発活動 を進めることを基本方針 とし,そ の事

業活動の効率化 を一層推進 しつつ,平 成辮年

度においては,次 の各号の事業 を行 う。

葉.エ ネルギーに係る科学技術に関する調査

について

エ ネルギーに関連する各種情報 を,国 内,

及び海外の諸機関 との情報交流等 を通 じて広

く収集 し,技 術的見地から区分,整 理する。

(1)エ ネルギー ・環境技術データベース基

礎資料の情報収集,分 析,検 索,処 理

(2)エ ネルギー ・環境技術の実用化状況に

関する情報の収集分析

(3)原 子力開発国際情報の収集分析

2.エ ネルギーの開発,供 給,利 用に係 る科

学技術資料 ・情報の分析法,評 価法,体 系

化法の開発,及 び応用に関する研究につい

て

エネルギーの開発,供 給,利 用に係 る科学

技術資料 ・情報に関 して,そ れらの分析,評

価,体 系化を行うための手法の開発研究を実

施 し,ま た,こ れら資料 ・情報の分析 ・評価,

動的な変動予測,相 関性の評価,目 的に応 じ

た体系化 などを行い,そ の利用価値 の向上を

図ることとする。

(1)各 種エネルギー ・システムの総合的評

価手法の開発研究

(2)エ ネルギーモデルに関する調査研究

(3)イ ンターネットを用いたエネルギー情

報収集 ・提供手法の開発研究

(4)エ ネルギーに関する公衆の意識調査研

究

3.エ ネルギーの開発,供 給,利 用に係る技

術上の基礎的事項に関する部門的,総 合的

な研究について

エネルギー新技術の萌芽の発見 と将来展望,

エネルギー技術要素の特性向上,安 全性 ・信

頼性の評価,エ ネルギー開発 ・供給 ・利用の

ための各種システムの評価研究など,部 門的,

総合的な技術的見地からの研究を行 う。

(1)エ ネルギー関係技術開発動向およびそ

の将来性評価に関する調査研究

・地球温暖化対策技術

・風力発電

(2)革 新的実用原子力技術開発(提 案公募

事業)

(3)革 新的原子力開発シーズ調査研究

(4)次 世代型原子力システム開発戦略調査
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研究

(5)電 力技術開発の戦略的展開に関する調

査研究

(6)電 気保安に関する調査研究

(7)エ ネルギー技術開発 についての総合的

な戦略に関する調査研究

(8)「エネルギー一学」の展開に関する調査研

究

合意形成における関係者の役割 に係わる

調査研究

(4)地 層処分事業における段階的な社会

合意形成のあ り方に関する調査研究

(5)地 層処分研 究開発 に係 わる背景情報

調査研究

核燃料サイクルに関する調査研究

(1)核 燃料サイクル関連技術調査研究

4.エ ネルギーの開発,供 給,利 用に係る技

術上の応用的事項に関する部門的,総 合的

な研究について

刻々と変化する社会的,経 済的,技 術的な

多種多様な制約のもとで,エ ネルギーの開発,

供給,利 用 に関 して,安 全性の確保 を前提 と

して,地 球環境問題への対応 を考慮 しつつ,

現実性のある最適なシステムを設計する。

さらに,こ れ らの最適 システムの設計研究

の成果を具体的なプロジェク トに応用する研

究を行い,プ ラン ト設備や機器の開発 に資す

る等部門的,総 合的見地からの研究を行 う。

原子力安全に関する調査研究

(1)原 子力施設等安全国際動向調査研究

(2)安 全目標に関する調査研究

原子力開発利用基盤に関する調査研究

(1)原 子力技術の維持 ・継承 に関する調

査研究

〔化石燃料関係〕

石油系エネルギーに関する調査研究

(1)新 燃料油に関する調査研究

石炭の利用技術に関する調査研究

〔原子力関係〕

次世代原子炉等に関する調査研究

(1)高 速増殖炉の将来における利用システ

ムに関する調査研究

(2)高 温ガス炉 プラントの位置づけ、可能

性に関する調査研究

(3)第4世 代原子力システム開発 に関す る

調査研究

(1)石 炭・天然ガス活用型二酸化炭素回収 ・

利用技術の開発研究

(2)製 鉄プロセス顕熱利用高効率水素製

造技術の開発研究

(3)石 炭液化に関する調査研究

天然ガスに関する調査研究

(1)天 然ガスハイ ドレー ト技術 の産業シス

テム適用のための調査研究

高 レベル放射性廃棄物の処理 ・処分に関す る

き。ト石殖

(1)高 レベル放射性廃棄物の国際安全基

準等に係る背景情報の調査研究

(2)高 レベ ル放射性廃棄物処分の社会的

合意要因に関する調査研究

(3)高 レベ ル放射性廃棄物処分の社会的

〔新 エ ネ ル ギ ー ・エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム 関係 〕

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー ・革 新 エ ネ ル ギ ー に 関 す

る量。茄 殖

(1)水 素安全利用等基盤 技術開発調査研究

(2)風 力発電電力系統安定化等技術開発調

査研究
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(3)木 質系バイオマスによる小規模分散型

高効率ガス化発電システムに関する調査

研究

(4)有 機性汚泥の高効率ガス変換発電技術

の開発調査研究

新発電技術等に関する調査研究

(1)高 効率廃棄物ガス変換発電技術 開発 に

関する調査研究

(2)加 圧形固体酸化物形燃料電池の開発動

向、評価に関する調査研究

(3)分 散型電源 を活用 した地域電力供給 シ

ステム技術調査研究

省エネルギーに関する調査研究

(1)高 性能蓄熱材 による熱搬送 ・利用 シス

テムに関する調査研究

(2)多 様 なニーズに対応するフレキシブル

タービンシステムの調査研究

前各号の事業で得 られた成果のうちから,

技術情報 として有用度の高いものを目的に応

じて速やかに編集 し,利 用者に提供する。 さ

らに,こ れらの研究成果は出版,寄 稿 ・投稿,

講演会,学 会発表等により公表 し,広 く利用

に供することとする。

また,そ れぞれの目的に応 じたエネルギー

の開発,供 給,利 用に係る技術指導 を行い,

人材 を養成するなどエネルギー技術 に関する

指導,普 及,啓 発 に努めることとする。

(1)技 術情報の編集,整 備,提 供(新 エネ

ルギーの展望 シリーズ等)

(2)定 期刊行物(季 報エネルギー総合工学)

の出版

(3)エ ネルギー技術普及講演会(エネルギー

総合工学シンポジウム,月 例研究会,高

効率廃棄物発電技術セミナー等)の開催

(4)研 究活動 などのホームページによる紹

介

〔地球環境関係〕

地球温暖化対策技術等に関する調査研究

σ)二 酸化炭素回収 ・隔離技術の政策的

位置付けに関する調査研究

(2)持 続可能な発展シミュレーションのた

めの統合評価モデル拡張に関する調査研

究

(3)地 球温暖化問題に対する国際的な対応

策 ・政策に関する調査研究

5.前 三号の研究に係る試験について

石炭・天然ガス活用型二酸化炭素回収 ・利用

技術の開発試験を行 うとともに,前 三号の研

究に伴 う材料,要 素,機 器等の試験 を随時行

う。

6.前 各号の調査,研 究,試 験の成果に係 る

資料の作成,整 備,提 供 について

7.そ の他

エネルギーの開発、供給、利用の円滑な展

開を図るためには産 ・学 ・官一体 となった協

力体制を整え、効率的に機能させることが重

要である。本研究所は、このような観点に立

って、エネルギー技術上の諸問題 について、

各所の専門家による討論 と情報交流を行 う場

を提供 し、責任ある、 しかも時宜 に適 した新

しいエネルギー技術政策について提言を行 う

こととする。

また、海外の研究機関 との交流 ・連携 を深

めるとともに、国際プロジェク トへの参画等

により、国際協力事業の一端 を担う。

また,海 外の研究機関 との交流 ・連携 を深

めるとともに,国 際プロジェク トへの参画等

により,国 際協力事業の一端を担 う。

一72一
季報エ ネルギー総合工学



㊥ 行 事 案 内 ㊧

創立25周 年記念特別 シンポジウム

テ ーマ 『21世紀 の エ ネル ギ ー と技術 戦 略 』(仮 題)

開催 日時=平 成15年7月11日(金)10:00～17=00

会場=経 団連会館 ・経 団連 ホール

東京都千代 田区大手 町1-9-4

参加費:無 料

問 合 せ 先=(財)エ ネルギー総合工学研 究所 .企 画部

東 京都 港区西新橋1-14-2新 橋SYビ ル6F

電話:03-3508-8894/FAX:03-3501--1735
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研究所の うごき

(平 成15年1月1日 ～4月1日)

◇ 第15回 評 議員会

日 時3月7日(金)11:00～12:05

場 所 経 団連 会館(9階)901号 室

議 題

第一号 義案 役員 の一部改選 について

第二号 義案 評議員 の一部交替 につい て

第三号 義案 平成15年 度事業計画 お よび

収支予算(案)に ついて

第四号議 案 「研究理事」 の設置 につ いて

第五号議 案 その他

◇ 第59回 理事 会

日 時:3月14日(金)11:00～12:05

場 所:経 団連 会館(9階)901号 室

議 題:

第一号議案 平成15年 度事業計画 お よび 収支予

算(案)に つい て

第二号議案 役員 の一部 改選 につ いて

第三号議案 評議員の一部交替について

第四号議案 「研究理事」の設置について

第五号議案 役員報酬規程等について

第六号議案 その他

◇ 月例研究会

第209回 月例研 究会

日 時:1月31日(金)14:00～16:00

場 所:航 空 会館7階702・703会 議室

アーマ:

1.2050年 の原 子力 開発利 用の姿

(原子力 シス テ ム研 究懇 話 会 堀 雅夫 氏)

2.第4世 代 と革新炉技術 開発

(プロジェ ク ト試験研 究部部長

兼 副 主席研究員 松 井一秋)

第210回 月例研 究会

(日本工 学 アカデ ミー との共催)

日 時2月28日(金)13:30～17:00

場 所 学士会館

テーマ

『地球 温暖化 と技術 の役割』 シンポジウム

1.エ ネル ギーか ら見 た環境 、食糧 問題

(富山 国際大 学 教授 石井吉徳氏)

2.地 球温暖化 問題の戦略 的取 組み につい て

(東京大学 助教授 松橋 隆治氏)

3、 地球温暖化 の抑 制 ない し防止

(プロジェクト試験研究部部長

兼 副主席研究員 松井一秋)

4.パ ネル討論

地球温暖化と技術の役割を考える

秋山守(理 事長)(パ ネル討論司会)

石井吉徳氏(富 山国際大学教授)

赤井誠氏((独)産 業技術総合研究所主任

研究員)

松橋隆治氏(東 京大学助教授)

黒沢厚志(主 管研究員)

第211回 月 例 研 究 会

日 時:3月28日(金)13:30～16:00

場 所:航 空 会 館7階702・703会 議 室

ア ー マ.

1.循 環 型社会 と産業の方 向性

(㈱三 菱 総 合 研 究 所 地 球 環 境研 究本 部

資 源 ・循環研 究部 部長 中條寛氏)

2.ESCO事 業 について

(日本 フ ァシ リテ ィ ・ソ リュ ー シ ョ ン㈱

代 表取締役社 長 前川哲 也氏)

◇ 主 なで きごと

1月10日(金)

14日(火)

15日(水)

韮7日(金)

21日(火)

22日(水)

24日(金)

27日(月)

29日(水)

31日(金)

2月3日(月)

17日(月)

・第3回 次 世代 の原 子力 技術 開発

の方針 策 定 に関す る調査 検 討委

員 会
・第3回 高 性 能畜熱 材料 に よる熱

搬送 ・利用 シス テム検討 委員会
・第3回 日米 の原子 力発 電施 設 の

保 守 点検 に 開す る規制 お よび そ

の 運 用 の 比 較 分 析 調 査 委 員 会

・第1回 新 システ ム社会 ・経 済性

分 科会
・第1回 新 シス テム基盤技 術 分科

会

・第6回 高効率発 電技 術検討 会

・第2回 新 電力 ネ ッ トワー ク シス

テム研究会

・第3回 マ イ ク ロコー ジ ェネ レー

シ ョン検討 委員会

・第1回 安全 目標 の検 討 に関 す る

基礎 調査委員 会
・第4回 電力系統 制御WG

・第4回 品質別電力供 給WG

・第4回 分散型電源 の統合制御

WG

・第4回 高 温 ガス炉 プ ラ ン ト研 究

会
・第4回 日米 の原 子 力発 電施 設の

保 守点検 に関する規制 お よびそ

の運用の比較分析 調査委員 会
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2月25日(火)

26日(水)

27日(木)

28日(金)

3月4日(火)

5日(水)

6H(木)

7日(金)

8日(土)

11日(火)

12日(水)

13日(木)

17日(月)

18日(火)

19日(水)

・第4回 エ ネル ギー経 済環 境予 測

検討 委員会

・第2回 安全 目標 の検 討 に関 す る

基礎 調査委員 会
・第47回 企 画委員会

・第8回 革新 的実 用原 子力 技術 開

発提 案公募審査 委員会
・第 ユ回天然 ガスハ イ ドレー ト技

術 の 産業 シス テム適 用 の ための

研 究開発委員会

・第2回 原子 炉総 合 数値解 析 シス

テム実用化検討 委員会

・第2回WE-NETタ ス ク2安 全 対

策 に関す る調査 ・研 究委員 会
・第3回 高 速増殖 炉利 用 システ ム

開発 調査検討委 員会

・第4回 木 質系 バ イオマ ス に よる

小 規模 分散 型高 効 率 ガス化発 電

システ ムの開発 推進委員 会

・第3回 安全 目標 の検 討 に関 す る

基礎 調査委員 会

・第2回WE--NETタ ス ク1シ ス テ

ム評価 に関す る調査 ・研 究 委員

会

・第4回 実用 発電 用原 子炉 廃炉 技

術調 査委員 会

第4回WE--NET革 新 的 ・先 導的

技 術 に関す る調査 ・研究 委員会
・第8回 革新的実用原 子力技術 開

発 提 案公募審査 委員会

・第5回 分散型電源 の統合制御

WG

・第5回 電力系統制御WG

・第4回 マ イ ク ロコー ジェ ネ レー

シ ョン検討委 員会

・第2回 新 シス テ ム社 会 ・経 済性

分 科会

・第4回 安全 目標 の検 討 に関 す る

基礎 調査委員 会
・第2回 新 シス テ ム基盤技 術 分科

会
・第3回 高効 率廃 棄 物 ガス変 換発

電技 術開発導 入調査委員 会

・第4回 次 世代 の原子 力技 術 開発

の方針 策 定 に関す る調査 検 討委

員会
・第3回 ソー ラー フユ ーエ ル研 究

推 進委員会
・第3回 高効 率廃 棄 物 ガス変 換発

電技 術評価委 員会

第4回 高性 能畜 熱材 料 による熱

搬 送 ・利用 システ ム検討 委員会

20日(木)

24日(月)

26臼(水)

27日(木)

28日(金)

◇ 人事異動

01月31日 付

(出向解 除)

寺 岡謙 治

02月1日 付

(出向採用)

原 猛

03月31日 付

(出向解 除)

河本 治巳

小沢武志

小林 紀

緒方 寛

04月1日 付

(出向採用)

坂 田 興

氏田博士

岩渕宏之

(昇任)

高倉 毅

松井一秋

片山優久雄

小野崎正樹

蛭沢重信

黒沢厚志

・第2回 電力技術企 画委員会

・第4回 新 シス テ ム技 術 評価 分科

会
・第2回 核燃 料 サ イ クル 関連技 術

調査 委員会
・第3回 新電 力 ネ ッ トワー ク シス

テム研 究会
・第3回 多様 なニ ーズ に対 応 す る

フレキ シブル ター ビ ンシステ ム

に関する研 究 開発委 員会

プロジェクト試験研究部 主任

研究員

プロジェクト試験研究部 主任

研究員

プ ロジェ ク ト試験 研究 部 副 主

席研 究員

プ ロジェ ク ト試 験研究 部 主管

研 究員

WE-NETセ ンター 主管研 究員

WE-NETセ ンター 主管研 究員

プロジェク ト試験研究部 副主

席研究員

プロジェクト試験研究部主管

研究員

プロジェクト試験研究部主任

研究員

研究理事任用(主 席研究員)

プロジェクト試験研究部部長兼

務

研究理事任用(主 席研究員)
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編集後記

21世 紀 に入 り 「同 時多 発 テ ロ事 件」,「イ

ラ ク戦 争」 等,国 家 的争 い に基 づ く悲惨 な

出来 事 が 連続 発 生 の感 が あ ります が,そ れ

らが早 く終結 し平和 が訪 れ る こ とを誰 し も

が願 って お られ る こ とで しょう。

とこ ろで これ らの 争 いが 終 わ っ た ら世界

に平 和 は訪 れ る ので し ょうか。

わが 国 が現 在 抱 え て い る構造 的 な諸 問題

(エ ネ ル ギ ー,食 料 自給 率 の低 さ,高 齢 化

な ど)は 差 し置 い て も,世 界 が抱 える諸 問

題,例 え ば今 後50年 で約15倍(約93億 人)

に も増 加 す る 人 ロ問題 とそ れ に対 応 す る食

料,水,資 源,エ ネル ギ ーの確 保 等 を巡 る

諸 問題 は,死 活 に関 わ る問 題 と して新 た な

紛 争 を もた らす こ とが 懸念 され て い ます 。

さ らに,当 面 の危 険i生は あ ま り危 惧 され て

い な い よ うです が,こ れ ら と何 らか の 因果

関係 を持 つ温 暖 化 問題 は,地 球 上 の 全 て の

生物 に関 わ る 問題 と して,確 実 に迫 って き

て い る とい われ ます 。

月並 み な 表現 で は あ ります が,化 石燃 料

の使 用 に伴 う炭 酸 ガス発 生 が 主原 因 と され

る地球 温 暖化 問題 は,上 述 の途 上 国 主体 の

人 口増 加 と経 済 発 展 とに よ り深 刻 化 す る こ

とは必 至 で あ る とい われ ます 。IPCC(国

連気 候 変 動 に 関す る 政府 間パ ネ ル)第3次

報告 書(2001年)は,過 去 約10年 間 に集 中

した異 常 気 象 な どか ら同問 題 が顕 在 化 して

きて い る こ と,こ の まま推 移 した場 合21世

紀 末 で は 炭 酸 ガ ス 濃 度 が,540～970ppm

(現在のL6～2.8倍)へ,気 温は現在から

L4～5.8℃ 増加し,そ の結果さらなる異常

気象の発生など多 くの重大な問題発生が

懸念されることを警告しております。

同報告書はさらに,そ のための取組み

として 「適応策(気 候変動 とその影響に

対応する方策)」 と 「緩和策(温 暖化の原

因を抑える方法)」 の2分 類をあげ,基 本

的には緩和策が効果的で,経 済的にも優

れていること,そ してその取組みが早け

れば早いほど効果的であることを指摘 し

ています。さらに,同 緩和策 としては1

つの方策だけでは解決困難であり,各 種

方策(例,省 エネルギー,新 エネルギー,

燃料転換,原 子力発電等)の 組み合わせ

が必要なことも指摘 してお ります。この

ことは各方策個々の分野における性能向

上などの地道な取組みが極めて重要であ

ることを述べているとも判断されます。

本号では,そ の緩和策の有力候補 とも

いえる 「新エネルギー」 に関する技術,

施策の最新動向を重点的に取 りあげ紹介

いたしました。

いよいよ現実味を帯びてきそうな地球

規模の諸問題への対応,特 に 「新エネル

ギー」への取組みを考えられる際のご参

考 となることを願って本号をお届けいた

します。

編集責任者 小規紀一郎
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